
　　　　　　　主　　　文
１　第２４２２４号事件について
（１）ア　原告Ｐ１を除く原告らの，同原告らが被告訴訟引受人に対し，それぞれ
別紙１「職位表」の「課長代理昇格の日付」欄記載の日付をもって課長代理に昇格
した総合職掌として，被告訴訟引受人の退職慰労金規程及び退職年金規程の適用を
受ける労働契約上の地位にあることの確認を求める訴えを却下する。
イ　原告Ｐ１の，退職年金・第一年金額，退職年金・第二年金額の確認を求める訴
えを却下する。
（２）　原告Ｐ１を除く原告らの，同原告らが総合職掌「指導職一級」の職位にあ
るものとして取り扱われる労働契約上の地位にあることの確認請求を棄却する。
（３）　金員請求について
ア　被告訴訟引受人は，原告Ｐ２に対し，金５３９万円及びこれに対する平成１１
年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
イ　被告訴訟引受人は，原告Ｐ３，同Ｐ４，同Ｐ１，同Ｐ５，同Ｐ６，同Ｐ７，同
Ｐ８に対し，各人当たり金４８４万円及びこれに対する平成１１年４月１日から支
払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
ウ　被告訴訟引受人は，原告Ｐ９，同Ｐ１０に対し，各人当たり金４４０万円及び
これに対する平成１１年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
エ　被告訴訟引受人は，原告Ｐ１１に対し，金４０７万円及びこれに対する平成１
１年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
オ　被告訴訟引受人は，原告Ｐ１２に対し，金３８５万円及びこれに対する平成１
１年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
カ　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
２　第１２６２８号事件について
（１）　原告Ｐ１３の，退職年金・第一年金額，退職年金・第二年金額の確認を求
める訴えを却下する。
（２）　原告Ｐ１３のその余の請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用の負担について
（１）　第２４２２４号事件について生じた訴訟費用は，これを１１分し，その１
を同事件被告訴訟引受人の負担とし，その余を同事件原告らの負担とする。
（２）　第１２６２８号事件について生じた訴訟費用は，同事件原告Ｐ１３の負担
とする。
４　この判決は，１（３）アないしオに限り，仮に執行することができる。
　　　　　　　事実及び理由
第１章　当事者の申立て
第１　第２４２２４号事件について
（原告ら）
１（１）　原告Ｐ１を除く原告らは被
告訴訟引受人に対し，同原告らが総合職掌「指導職一級」の職位にあるものとして
取り扱われる労働契約上の地位にあることを確認する。
（２）　原告Ｐ１を除く原告らは被告訴訟引受人に対し，それぞれ別紙１「職位
表」の「課長代理昇格の日付」欄記載の日付をもって課長代理に昇格した総合職掌
として，被告訴訟引受人の退職慰労金規程及び退職年金規程の適用を受ける労働契
約上の地位にあることを確認する。
２　被告訴訟引受人は，
（１）　原告Ｐ３に対し，金５３４３万０６３０円，及び内金１６３１万０９１０
円に対する平成６年１月７日から，内金９６２万５４４０円に対する平成７年１２
月７日から，内金９８５万５４５０円に対する平成９年１２月９日から，内金９３
４万１７５０円に対する平成１１年１２月２日から，内金８２９万７０８０円に対
する平成１３年１１月１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（２）　原告Ｐ４に対し，金５３９２万４９７０円，及び内金１６６０万７４７０
円に対する平成６年１月７日から，内金９７３万９２９０円に対する平成７年１２
月７日から，内金９９１万２７６０円に対する平成９年１２月９日から，内金９３
５万６３８０円に対する平成１１年１２月２日から，内金８３０万９０７０円に対
する平成１３年１１月１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（３）　原告Ｐ１に対し，金５４９６万５７８０円，及び内金１６３５万４３６０
円に対する平成６年１月７日から，内金９６５万３６００円に対する平成７年１２



月７日から，内金９８８万５２６０円に対する平成９年１２月９日から，内金９３
７万０９００円に対する平成１１年１２月２日から，内金３１７万２５００円に対
する平成１３年５月３日から，内金６５２万９１６０円に対する平成１３年１１月
１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（４）　原告Ｐ９に対し，金４４８４万７５５０円，及び内金１４３４万０４８０
円に対する平成６年１月７日から，内金８０５万１７８０円に対する平成７年１２
月７日から，内金８０１万４４９０円に対する平成９年１２月９日から，内金７５
１万９６００円に対する平成１１年１２月２日から，内金６９２万１２００円に対
する平成１３年１１月１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（５）　原告Ｐ５に対し，金５４１５万６８５０円，及び内金１６６７万２４８０
円に対する
平成６年１月７日から，内金９７８万１８６０円に対する平成７年１２月７日か
ら，内金９９５万７４２０円に対する平成９年１２月９日から，内金９４０万００
５０円に対する平成１１年１２月２日から，内金８３４万５０４０円に対する平成
１３年１１月１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（６）　原告Ｐ６に対し，金５３７５万８９８０円，及び内金１６４０万２９８０
円に対する平成６年１月７日から，内金９６８万５６１０円に対する平成７年１２
月７日から，内金９９１万８７００円に対する平成９年１２月９日から，内金９４
０万３６８０円に対する平成１１年１２月２日から，内金８３４万８０１０円に対
する平成１３年１１月１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（７）　原告Ｐ１２に対し，金４４８４万７５５０円，及び内金１４３４万０４８
０円に対する平成６年１月７日から，内金８０５万１７８０円に対する平成７年１
２月７日から，内金８０１万４４９０円に対する平成９年１２月９日から，内金７
５１万９６００円に対する平成１１年１２月２日から，内金６９２万１２００円に
対する平成１３年１１月１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（８）　原告Ｐ１１に対し，金４９７７万２５８０円，及び内金１６３７万２５１
０円に対する平成６年１月７日から，内金９１５万９３７０円に対する平成７年１
２月７日から，内金８８５万１４８０円に対する平成９年１２月９日から，内金８
１２万４８２０円に対する平成１１年１２月２日から，内金７２６万４４００円に
対する平成１３年１１月１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（９）　原告Ｐ７に対し，金５４０２万４５３１円，及び内金１６５２万３７６０
円に対する平成６年１月７日から，内金９７５万２９３０円に対する平成７年１２
月７日から，内金９９４万３０２１円に対する平成９年１２月９日から，内金９４
３万２８３０円に対する平成１１年１２月２日から，内金８３７万１９９０円に対
する平成１３年１１月１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（１０）　原告Ｐ８に対し，金５３８２万８１７０円，及び内金１６３９万４６２
０円に対する平成６年１月７日から，内金９６９万９３６０円に対する平成７年１
２月７日から，内金９９１万６２８０円に対する平成９年１２月９日から，内金９
４３万９９８０円に対する平成
１１年１２月２日から，内金８３７万７９３０円に対する平成１３年１１月１２日
から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（１１）　原告Ｐ１０に対し，金４７９３万９８７０円，及び内金１５８１万８５
５０円に対する平成６年１月７日から，内金８５９万０３４０円に対する平成７年
１２月７日から，内金８５１万７８５０円に対する平成９年１２月９日から，内金
７９０万７１３０円に対する平成１１年１２月２日から，内金７１０万６０００円
に対する平成１３年１１月１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
（１２）　原告Ｐ２に対し，金５３９９万４２７０円，及び内金１６５０万９５７
０円に対する平成６年１月７日から，内金９７２万６６４０円に対する平成７年１
２月７日から，内金９９２万６６２０円に対する平成９年１２月９日から，内金９
４４万７４６０円に対する平成１１年１２月２日から，内金８３８万３９８０円に
対する平成１３年１１月１２日から，各支払済みまで年６分の割合による金員，
を各支払え。
３　被告訴訟引受人は，原告Ｐ１に対し，同原告の退職年金・第一年金が年額１５
５万２５７２円，退職年金・第二年金が年額１１５万６８２１円であることを確認
する。
（被告訴訟引受人）
１　主位的答弁
（１）　原告らの訴えのうち，原告Ｐ１を除く原告らの労働契約上の地位確認を求



める訴え（原告らの１（１），（２）の訴え）及び原告Ｐ１の退職年金額の確認を
求める訴え（同３の訴え）を却下する。
（２）　原告らのその余の請求を棄却する。
２　予備的答弁
　原告らの請求をいずれも棄却する。
第２　第１２６２８号事件について
（原告Ｐ１３）
１　被告訴訟引受人は，原告Ｐ１３に対し，金４７９５万９７８０円及びこれに対
する平成１０年６月１６日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
２　被告訴訟引受人は，原告Ｐ１３に対し，原告Ｐ１３の退職年金・第一年金が年
額１５４万４７６６円，退職年金・第二年金が年額５７万０９３１円であることを
確認する。
（被告訴訟引受人）
１　原告Ｐ１３の訴えのうち，退職年金額の確認を求める訴え（原告Ｐ１３の２の
訴え）を却下する。
２　原告Ｐ１３のその余の請求を棄却する。
第２章　事案の概要
第１　事案の要旨
　本件は，旧野村證券株式会社（両事件脱退被告の旧商号。以下同じ。）の女性社
員である原告ら１２名（うち１名は訴訟係属中に退職）が，同期同学歴の
男性社員は入社後１３年次には課長代理（被告訴訟引受人における現在の職位は総
合職掌「指導職一級」）に昇格したのに原告らが課長代理に昇格していないのは，
同社による女性差別のためであるとして，同社の権利義務を引き受けた被告訴訟引
受人に対し，被告訴訟引受人に在職中の原告ら１１名は，総合職掌「指導職一級」
の職位にあるものとして取り扱われる地位にあること，入社後１３年次に課長代理
へ昇格したことを前提とする被告訴訟引受人の退職慰労金規程，退職年金規程の適
用を受ける地位にあることの各確認を求めるとともに，入社後１３年次に課長代理
に昇格したとした場合の月例賃金，一時金と，原告らが現実に受領した月例賃金，
一時金との差額，慰謝料，弁護士費用を，月例賃金，一時金ないし損害賠償金とし
て請求し，訴訟係属中に退職した原告１名は，入社後１３年次に課長代理に昇格し
たとした場合の月例賃金，一時金，退職一時金，年金一時金と，現実に受領した月
例賃金，一時金，退職一時金，年金一時金との差額，慰謝料，弁護士費用を，月例
賃金，一時金，退職一時金，年金一時金ないし損害賠償金として請求するととも
に，入社後１３年次に課長代理へ昇格したことを前提とする退職年金額の確認を求
めている事案（第２４２２４号事件）と，旧野村證券株式会社の女性社員であった
原告１名が，同様の女性差別を受けたとして，同社の権利義務を引き受けた被告訴
訟引受人に対し，入社後１３年次に課長代理に昇格したとした場合の月例賃金，一
時金，退職一時金，年金一時金と，現実に受領した月例賃金，一時金，退職一時
金，年金一時金との差額，慰謝料，弁護士費用を，月例賃金，一時金，退職一時
金，年金一時金ないし損害賠償金として請求するとともに，入社後１３年次に課長
代理へ昇格したことを前提とする退職年金額の確認を求めている事案（第１２６２
８号事件）とが併合されたものである。
第２　争いのない事実等（証拠によって認定した事実は，該当個所に証拠を摘示し
た。争いのない事実であっても，参照の便宜のため証拠を摘示した部分もある。な
お，以下，証拠として書証を摘示する場合，枝番のある書証は，特に断らない限
り，枝番をすべて含む。）
１　当事者等
（１）　原告ら
ア　原告Ｐ１（以下，個別原告については，単に姓のみで表示する。）及び原告Ｐ
１３を除く原告ら（以下，原告Ｐ１及び原告Ｐ１３を除く原告らを一括して呼称
するときは，「各原告ら」という。なお，原告Ｐ４の旧姓は「Ｐ１４」である。）
は，いずれも旧野村證券株式会社の権利義務を承継した両事件被告訴訟引受人（以
下，単に「被告訴訟引受人」という。）の従業員であり，その総務部門に勤務する
女性である。各原告らの生年月日，学歴，入社年月日，平成１３年１１月１５日現
在の勤続年数，勤務場所は，別紙２「原告一覧」（以下，単に「原告一覧」とい
う。）の①ないし⑫（③を除く。）とおりである。その後各原告らの勤務場所に変
更はないが，職位は，旧野村證券株式会社当時の人事制度の改定により，別紙１
「職位表」（以下，単に「職位表」という。）のとおりとなっている。



イ　原告Ｐ１は，かつて旧野村證券株式会社の従業員としてその総務部門に勤務し
ていた女性であり，原告Ｐ１の生年月日，学歴，入社年月日は，原告一覧の③のと
おりである。原告Ｐ１は，平成１３年５月３日，６０歳定年により，旧野村證券株
式会社を退職した。原告Ｐ１の退職時の職位は，一般職掌リーダー職二級であっ
た。
ウ　原告Ｐ１３は，かつて旧野村證券株式会社の従業員としてその名古屋支店に勤
務していた女性であり，原告Ｐ１３の生年月日，学歴，入社年月日は，原告一覧の
⑬のとおりである。原告Ｐ１３は，平成１０年４月３日，６０歳定年により，旧野
村證券株式会社を退職した。同原告の退職時の職位は，一般職職掌リーダー職二級
であった。
（２）　旧野村證券株式会社，被告訴訟引受人
ア　旧野村證券株式会社は，大正１４年１２月に設立され，平成９年３月現在，資
本金１８２７億円，従業員１万２２３８人（男性従業員６１４１人，女性従業員３
７９７人，ミディ社員２３００人），肩書住所地に本店を置き，全国に１３５支店
を有する総合証券会社であった。
　野村證券分割準備株式会社は，平成１３年１０月１日，吸収分割により旧野村證
券株式会社の営業を承継し，同日，商号を野村證券株式会社と変更した。これが被
告訴訟引受人である。
　また，同日，旧野村證券株式会社は，野村證券株式会社（被告訴訟引受人）等野
村グループの会社の持株会社（商号は，野村ホールディングス株式会社）となっ
た。
　被告訴訟引受人は，本訴における旧野村證券株式会社の義務を承継し，これに伴
い，旧野村證券株式会社は，本訴から脱退した。
イ　被告訴訟引受人（旧野村證券株式会社時代を含む。以下，特に断らない限り，
同じ。以下，「
会社」ともいう。）の行う業務は，概ね次のとおりである。
①　自己の計算に基づき，有価証券の売買等を行う業務（ディーラー業務）
②　顧客より委託を受けて，有価証券の売買等を執行することを中心とした業務
（ブローカー業務）
③　有価証券の引受け及び売出しの業務（アンダーライター業務）
④　有価証券の募集及び売出しの取扱い業務（ディストリビューター業務。セリン
グ業務ともいう。）
⑤　公社債の元利金支払いの代理業などの兼業業務
⑥　有価証券の保護預りなどの付随業務
（３）　労働組合
　会社には，労働組合として，昭和３８年に組織された野村証券労働組合（以下
「労組」という。）と野村證券従業員組合があり，各原告らはいずれも労組に所属
している。
　原告Ｐ１は，労組に所属していたし，原告Ｐ１３も，退職前の一時期労組に所属
していた。（原告Ｐ１３本人）
２　会社の人事制度（甲１００，乙３ないし５，２６ないし２８，３６，６０）
（１）　原告らが入社した当時，会社の職位は，下から一般社員，店内主任，主
任，代理，課長，次長，部長等であった。
　昭和４３年４月に制定された会社の組織規程では，「一般社員」（組織規程上は
「一般職員」）は「所属長の命を受け，定められた業務を処理する。」と，「店内
主任」は，「所属長が定める業務を遂行し，所属長事故あるときは，内部関係の事
務に限り所属長の職務を代行する。」と，「主任」は，「所属長が定める業務を遂
行し，所属長事故あるときは，その業務の範囲内において所属長の職務を代行す
る。」と，「代理」は，「その所属長を補佐するとともに，所属長の定める業務を
遂行し，所属長事故あるときは，別に定める順位により，その職務を代行する。」
と，「課長」は，「部店長の命を受け，所属員を指揮監督するとともに，営業所又
は課の業務を遂行する。部店長及び次長に事故あるときは，その営業所又は課の範
囲内において，その職務を代行する。」とされている。
　会社は，この職位を男性社員にのみ適用し，女性社員については，一般社員のほ
かは，下から店内主任待遇，主任待遇，代理待遇の名称を付与し，店内主任，主
任，代理とほぼ同等の処遇をしていた。
（２）　会社は，昭和６１年４月，人事制度を改め（以下，この改めた人事制度を
「昭和６１年人事制度」という。），庶務，厚生職を除いた社員を，「総合職」ま



たは「一般職」の職種に属するものとし，総合職は，下から
社員，主任（店内主任を主任に統合），代理，課長，次長，部長等とし，一般職
は，下から社員，副主任，主任，代理とした。男性社員は総合職に，女性社員は一
般職に属するものとされた。
（３）　会社は，昭和６２年に，一般職から総合職への転換を可能とする「職種転
換制度」を導入した。
（４）　会社は，平成６年１０月新たな人事制度を導入し（以下，この制度を「平
成６年人事制度」という。），それまでの「職種」を「職掌」と改称し，総合職を
「総合職掌」，一般職を「一般職掌」と変更した。そして，「総合職掌」を「営
業，企画，開発及び管理等当社の基幹的業務に従事し，その担当業務を自己の判断
に基づき遂行する職掌。資格要件として，一種外務員資格の取得が義務付けられ
る。広範かつ異質な業務に従事することを前提とし，勤務地についても国内外を問
わず必要に応じ随時異動の対象となる。」と，「一般職掌」を「総合職掌の社員の
指導の下に，主として補助的又は定型的な業務に従事する職掌。原則として，転居
を伴う異動はない。」と定義づけた。
　総合職掌の職階，職位は，上から，経営職階（職位は一級ないし三級。（以下，
括弧内は職位）），基幹職階（一級，二級），指導職階（一級，二級），業務職階
（一級，二級）とされ，一般職掌の職階は，上からリーダー職階（リーダー職一級
ないし三級），担当職階（担当職一級，二級）とされた。
　その結果，従前の代理の職位は総合職掌指導職一級となった（ただし，総合職掌
指導職一級の会社における呼称は課長代理のままである。以下「課長代理」ともい
う。）
３　会社の賃金制度（甲１００，乙３，７１）
（１）　平成３年度（原告らが賃金等を請求している始期）以降現在までの会社の
賃金制度は，次のとおりである（会社の就業規則３７条，給与規程２条，３条，８
条，１０条，１３条，１４条，２４条。ただし，平成６年９月３０日までは，給与
規程２条，３条，８条，１１条，１５条，１６条）。
ア　①基準内給与として，本給，調整給，職位手当，職務手当，管理職手当，家族
手当，その他があり（ただし，職位手当は平成６年１０月に新設された。），②基
準外給与として，時間外手当，通勤乗車券購入代等が，③臨時手当として，賞与
が，それぞれある。
　調整給は，各職位にある者に対して支給されるが，その一部または全部を本給に
繰入れることがある。
　職位手当は，経営職一級ないし三級，基幹
職一級・二級，指導職一級・二級，リーダー職一級ないし三級等にある者に対し
て，支給される。
　職務手当は，部（室）長，支店長，及び営業所長に対して支給される（ただし，
平成６年９月３０日までは，「職務手当は，部長，次長，課長，代理，主任，一般
職代理，一般職主任，一般職副主任等及びそれぞれの付，待遇にある者に対して，
支給される。」とされており，この職務手当が現行の職位手当に相当する。）。
　管理職手当は，経営職一級ないし三級及び基幹職一級・二級にある者（平成６年
９月３０日までは，部長，次長，課長及びそれぞれの付，待遇にある者）に対し
て，支給される。
（２）　昇給は，入社時の初任本給を基礎に，次年度より年１回社員の人物，能
力，勤務成績等を考査し行われる。
（３）　毎月の給与は，基準内給与は，当月１日から末日までの分が当月１０日に
支給され，夏期の賞与（以下「一時金」ともいう。）は毎年６月，冬期の賞与（一
時金）は毎年１２月に支給される。
４　会社の退職金制度（平成６年以降のもの。甲１００，乙３）
（１）　会社の社員（総合職掌，一般職掌）は，退職慰労金規程及び退職年金規程
の適用を受ける（退職慰労金規程２条，退職年金規程２条，就業規則３条）。
　退職金は，退職一時金及び退職年金の２種類であり，退職一時金は普通一時金と
加給一時金の２種類である（退職慰労金規程３条，９条）。退職年金は年金（第一
年金と第二年金の２種類）と一時金（第一年金一時金と第二年金一時金の２種類）
の２種類である（退職慰労金規程２０条，退職年金規程１１条，１４条）。
（２）　普通一時金は，普通ポイント（勤続期間に応じて定めた勤続ポイントと，
勤続期間の区分に応じて定めた１年当たりの職掌ポイントに区分ごとの勤続期間を
乗じたものの累計との合計。勤続期間は５つに区分され，職掌ポイントは職掌ごと



に定められている。）にポイント単価（平成６年１月１日以降は２７００円）を乗
じて算出した金額である。
　加給一時金は，加給ポイント（指導職一級，二級，リーダー職一級ないし三級等
にあって退職する者の加給ポイントは，職位ポイントに当該職位別の在職期間を乗
じて，職位ごとに算出したポイントの合計である。職位ポイントは，職位ごとにポ
イント数が異なる。）に前記ポイント単価を乗じて算出した金額である
（以上につき，退職慰労金規程１０条ないし１３条）。
（３）ア　退職年金受給資
格者（勤続期間２０年以上，かつ，年齢５３歳以上に達した加入者）が退職したと
きは，その者が年齢６０歳に達したときから１５年保証付終身年金が支給される。
退職年金の年額は，第一年金額と第二年金額の合計額である。
　第一年金額は，次の算式により得た額である。
　第一年金額＝退職時の第一基準給与月額×第一年金支給率×繰延乗率
　第二年金額は，次の算式により得た額である。
　第二年金の基礎額＝（勤続ポイント＋職掌ポイント）×２７００円
　第二年金額＝第二年金の基礎額×１／１０．２８８２×繰延乗率
　第一基準給与月額は，毎年４月１日現在の基準給与とし，基準給与は，第一年金
ポイント（指導職一級，二級，リーダー職一級ないし三級等にあって退職する者の
第一年金ポイントは，①職掌別に定める基礎ポイントと，②職掌・職位別に定める
１年あたりの在職ポイントに，当該職掌・職位ごとの在職期間を乗じて職掌・職位
ごとに算出したポイントの合計との合計である。ただし，職掌・職位別にポイント
上限が定められている。）に前記ポイント単価を乗じて算出した額である。（以上
につき，退職慰労金規程２０条ないし２２条，退職年金規程１２条ないし１４条，
４６条）
イ　退職年金受給資格者が退職した場合，退職時に限り，会社がやむをえない事情
があると認めたときは，「退職年金に代わる一時金」を受給できる。
　退職年金に代わる一時金は，退職年金受給権者の選択により，①第１年金に代わ
る一時金額（退職時の第一基準給与月額×第一年金支給率×１０．２８８２×選択
割合。選択割合は，２５パーセント，５０パーセント，７５パーセント，１００パ
ーセントのいずれかによる。以下，選択割合について同じ。），②第二年金に代わ
る一時金額（第二年金の基礎額×選択割合），③前記①と②の合計額，のいずれか
であるが，退職年金受給権者が退職年金に代わる一時金を受給した場合の退職年金
の支給額は，第一年金額又は第二年金額に（１－選択割合）を乗じた額である。
（以上につき，退職年金規程１４条，２５条，２６条，４６条）
（４）　したがって，各社員が在職期間のうち各役職（職位）にどれだけの期間就
いていたかにより，退職慰労金及び退職年金の額が異なってくる。
５　原告Ｐ１及び各原告らの月例賃金・一時金と同期入社男性社員との差額
（１）　月例賃金
ア　原告Ｐ１及び各原告らの１９９１年（平成３年）１月から２００１年（
平成１３年）１１月まで（原告Ｐ１については，２００１年（平成１３年）５月ま
で。以下「本件請求期間」という。）の月例賃金（個人によって支給の有無，額が
異なる給与を除いた基準内給与のうち，前記原告らに支給された本給，調整給，職
務手当（平成６年１０月１日以降は職位手当）の合計額をいう。以下同じ。）は，
別紙３「差額賃金一覧表（月例賃金）」（以下，単に「差額賃金一覧表（月例賃
金）」という。）①ないし⑫の各個別原告の賃金欄記載のとおりである。
イ　前記原告らとほぼ同時期である昭和３５年に高校を卒業して同年４月に会社に
入社し，以来一貫して総務部門の業務に従事し，入社１３年次（入社１３年目の７
月１日。以下，年次について同じ。）に課長代理に昇格して，総合職掌指導職一級
の地位にある男性社員Ｐ１５の前記期間の月例賃金は，「差額賃金一覧表（月例賃
金）」①ないし⑫の「Ｐ１５の月例賃金」欄記載のとおりである。
ウ　課長代理に昇格した場合，課長代理在籍１０年ないし１９年の者は毎年２００
０円，同２０年ないし２４年の者は毎年１０００円，いずれも本給が昇給する（在
籍２５年以上では，本給の昇給はない。）。
　前記原告らとＰ１５との月例賃金の差額は，「差額賃金一覧表（月例賃金）」①
ないし⑫の「差額」欄記載のとおりとなるが，前記原告らとＰ１５とでは入社年次
が異なるから，勤続年数に応じて支給額が異なる本給について，入社年次の違いに
よる差異を調整すると，その額は，同一覧表の「入社年次の差による調整」欄記載
のとおりとなる。



エ　したがって，前記原告らが「職位表」記載の「課長代理昇格の日付」欄記載の
日に課長代理に昇格していれば支給されたはずの月例賃金と，同原告らに実際に支
給された月例賃金との平成３年１月から平成１３年１１月までの間の差額は，それ
ぞれ，「差額賃金一覧表（月例賃金）」①ないし⑫の「差額」欄記載の金額から
「入社年次の差による調整」欄記載の金額を控除した「同期入社男性社員との差
額」欄記載の金額となる。
（２）　一時金
ア　原告Ｐ１及び各原告らの本件請求期間の一時金は，別紙４「差額一覧表（一時
金）」（以下，単に「差額一覧表（一時金）」という。）①ないし⑫の各個別原告
の一時金欄記載のとおりである。
イ　この間のＰ１５の一時金は，「差額一覧表（一時金）」①ないし⑫の「Ｐ１５
の一時金」欄記載のとおりである。
　なお，課長代理の一時
金については，入社年次による差はない。
ウ　したがって，前記原告らが「職位表」記載の「課長代理昇格の日付」欄記載の
日に課長代理に昇格していれば支給されたはずの一時金と，前記原告らに実際に支
給された一時金との本件請求期間の間における差額は，それぞれ，「差額一覧表
（一時金）」①ないし⑫の「差額」欄記載のとおりとなる。
（３）　（１），（２）の合計額
　原告Ｐ１及び各原告らが「職位表」記載の「課長代理昇格の日付」欄記載の日に
課長代理に昇格していれば支給されたはずの月例賃金及び一時金と，前記原告らに
実際に支給された月例賃金及び一時金との本件請求期間の間における差額の合計額
は，それぞれ，別紙５「請求金額一覧表」（以下，単に「請求金額一覧表」とい
う。）の①ないし⑫の各個別原告の「差額賃金合計」欄記載のとおり（月例賃金差
額の合計額である「差額賃金一覧表（月例賃金）」①ないし⑫の欄外部分の額と一
時金差額の合計額である「差額一覧表（一時金）」①ないし⑫の欄外部分の額とを
合計した額と同じ。）である。
（４）　原告Ｐ１の退職一時金・退職年金と同期入社男性社員との差額
ア　原告Ｐ１は，退職に当たり，退職一時金３４万０２００円の支給を受け，第二
年金に代わる一時金額を選択割合０パーセントとして選択した（以下，原告Ｐ１の
選択したコースを「Ａコース」という。）。この場合，第一年金は，全額年金とし
て支給される（以下，これを「Ｆコース」という。）。
イ　原告Ｐ１に将来にわたり終身支払われる退職年金の額（年額）は，第二年金が
８４万０３２２円であり，第一年金が１１１万８８８０円である。原告Ｐ１と同時
期に高卒で入社した男性社員が入社１３年次に課長代理に昇格し，以後退職時まで
その職位で在籍し，平成１３年５月３日に総合職掌指導職一級で退職し，原告Ｐ１
と同様の受給方法を選択して退職一時金及び退職年金の支給を受けた場合，退職一
時金は３５１万２７００円，第一年金（年額）は１５５万２５７２円，第二年金
（年額）は１１５万６８２１円である。
ウ　したがって，原告Ｐ１が高卒入社後１３年次である昭和４８年７月１日に課長
代理に昇格していれば支給されたはずの退職一時金と，原告Ｐ１に実際に支給され
た退職一時金との差額は，「請求金額一覧表」③の「差額退職一時金」欄記載のと
おり，合計３１７万２５００円となる。
６　原告Ｐ１３の賃金等と同期入社男性社員と
の差額
（１）　月例賃金・一時金
ア　原告Ｐ１３の１９９５年（平成７年）４月から１９９８年（平成１０年）３月
まで（以下「原告Ｐ１３請求期間」という。）の月例賃金及び一時金は，「差額賃
金一覧表（月例賃金）」⑬及び「差額賃金一覧表（一時金）」⑬の同原告の賃金欄
及び一時金欄記載のとおりである。
イ　原告Ｐ１３と同時期（昭和３２年）に高校を卒業して同年４月に会社に入社
し，入社後１３年次に課長代理に昇格した男性社員Ｐ１６の原告Ｐ１３請求期間中
の月例賃金は，「差額賃金一覧表（月例賃金）」⑬の「Ｐ１６の月例賃金」欄記載
のとおりであり，同人の同期間中の一時金は，「差額賃金一覧表（一時金）」⑬の
「Ｐ１６の一時金」欄記載のとおりである。
ウ　したがって，原告Ｐ１３が高卒入社後１３年次である昭和４５年７月１日に課
長代理に昇格していれば支給されたはずの月例賃金及び一時金と，原告Ｐ１３に実
際に支給された月例賃金及び一時金との原告Ｐ１３請求期間の間における差額の合



計額は，「請求金額一覧表」⑬の「差額賃金合計」欄記載のとおり（月例賃金差額
の合計額である「差額賃金一覧表（月例賃金）」⑬の欄外部分の額と一時金差額の
合計額である「差額一覧表（一時金）」⑬の欄外部分の額とを合計した額と同
じ。）である。
（２）　退職慰労金・退職年金
ア　原告Ｐ１３は，退職に当たり，第二年金に代わる一時金額を選択割合５０パー
セントとして選択し（以下，原告Ｐ１３の選択したコースを「Ｃコース」とい
う。），退職年金に代わる一時金の受給を受けた。この場合，第一年金は，全額年
金として支給される（５（４）の「Ｆコース」）。
イ　原告Ｐ１３に支払われた退職一時金は７７万７６００円，第二年金一時金（Ｃ
コース）は４２７万１４００円，原告Ｐ１３に将来にわたり終身支払われる年金の
額（年額）は，第一年金（Ｆコース）が１１３万４０００円，第二年金（Ｃコー
ス）が４１万５１７５円である。
　原告Ｐ１３は，入社後昭和４１年５月から昭和４２年７月まで１１か月間休職し
た。同原告と同期入社の高卒男性社員で，同原告と同様に休職して総合職掌指導職
一級で定年退職した者（入社後の休職期間１１か月，総合職掌指導職一級２７年１
０か月，指導職二級２年，社員１０年４か月の者）を同原告との対比モデルとして
設定し，その者が同原告同様の支払条件を選択した場合の退職一時金は３５０万１
９００円，第二年
金一時金（Ｃコース）は５８７万３９００円，将来にわたり終身支払われる年金
（年額）は，第一年金（Ｆコース）が１５４万４７６６円，第二年金（Ｃコース）
が５７万０９３１円である。
ウ　したがって，原告Ｐ１３が高卒入社後１３年次である昭和４５年７月１日に課
長代理に昇格していれば支給されたはずの退職一時金，第二年金一時金と，原告Ｐ
１３に実際に支給された退職一時金，第二年金一時金との差額は，「請求金額一覧
表」⑬の「差額退職一時金」欄記載のとおり，合計４３２万６８００円となる。
第３　争点
１　労働契約上，総合職掌「指導職一級」の職位にあるものとして取り扱われる地
位，職位表の「課長代理昇格の日付」欄記載の日付をもって課長代理に昇格した総
合職掌として，会社の退職慰労金規程，退職年金規程の適用を受ける地位にあるこ
との確認を求める各原告らの訴え，退職年金額の確認を求める原告Ｐ１及び原告Ｐ
１３の訴えについて，確認の利益があるか。
２　会社が，昇格ひいては月例賃金，一時金，退職一時金，退職年金について，原
告らを差別しているか。差別しているとして，それが違法か。
３　各原告らが，労働契約上，総合職掌指導職一級の職位にあるものとして取り扱
われる地位，職位表の「課長代理昇格の日付」欄記載の日付をもって課長代理に昇
格した総合職掌として，会社の退職金規程，退職年金規程の適用を受ける地位にあ
るか，また，原告Ｐ１及び原告Ｐ１３の退職年金額は確認を求める額であるか。
４　原告らに差額賃金等の請求権があるか。
５　原告らに差額賃金相当損害金等の請求権があるか。
６　原告らに慰謝料及び弁護士費用の請求権があるか。
第３章　争点に関する当事者の主張（要旨）
第１　争点１（確認の利益）について
（被告訴訟引受人）
１　各原告らの，労働契約上，総合職掌指導職一級の職位にあるものとして取り扱
われる地位，職位表の「課長代理昇格の日付」欄記載の日付をもって課長代理に昇
格した総合職掌として，会社の退職慰労金規程，退職年金規程の適用を受ける地位
にあることの確認を求める訴えについて
　各原告らは，賃金請求ないし賃金相当額の損害賠償請求をすることにより，紛争
の抜本的解決を図ることができるから，総合職掌「指導職一級」の職位にあるもの
として取り扱われる地位にあることの確認を求める利益はない。また，各原告らの
退職金については，退職した時点で給付訴訟を提起するこ
とに何ら支障はないから，現時点で会社の退職慰労金規程及び退職年金規程の適用
を受ける地位にあることを即時に確定する利益はなく，確認の利益はない。
２　原告Ｐ１及び原告Ｐ１３の退職年金額の確認を求める訴えについて
　原告Ｐ１及び原告Ｐ１３は，確認を求める退職年金について給付訴訟を提起でき
るから，確認の利益はない。
（原告ら）



１　各原告らの，労働契約上，総合職掌「指導職一級」の職位にあるものとして取
り扱われる地位，職位表の「課長代理昇格の日付」欄記載の日付をもって課長代理
に昇格した総合職掌として，会社の退職慰労金規程，退職年金規程の適用を受ける
地位にあることの確認を求める訴えの確認の利益について
　各原告らは，少なくとも課長代理以上の地位にあるべきであるにもかかわらず，
現在，一般職掌リーダー職二級又は三級の資格しか与えられておらず，このままの
状態では法律的に不安定であるし，各原告らが退職した場合，課長代理の地位にあ
ることを前提として会社の退職慰労金規程，退職年金規程の適用を受けられるか否
かも不安定であり，これらを除去し，法律関係の安定を図るために，確認判決を得
る利益がある。また，昇格歴は，今後の月例賃金，一時金額や，退職金額の算定に
も影響するから，この点からも，確認の利益がある。
２　原告Ｐ１及び原告Ｐ１３の退職年金額の確認を求める訴えについて
　退職年金（第一年金及び第二年金）は，将来生涯にわたって支払われるものであ
るから，その額の確認がされない限り，原告Ｐ１及び原告Ｐ１３は，将来にわたり
毎年差額（同原告らが入社後１３年次に課長代理に昇格した場合に受け取るべき年
金額と実際に受け取る年金額との差額）が具体的に発生した後に差額請求訴訟の提
起を余儀なくされるが，それは，原告Ｐ１及び原告Ｐ１３にとり著しく不利益で，
訴訟経済上も不利益であり，同原告らには年金額（原告Ｐ１については，退職年
金・第一年金が年額１５５万２５７２円，退職年金第二年金が年額１１５万６８２
１円であること，原告Ｐ１３については，退職年金・第一年金が年額１５４万４７
６６円，退職年金・第二年金が年額５７万０９３１円であること）を確認する利益
がある。なお，原告Ｐ１及び原告Ｐ１３は既に年金受給年齢を過ぎ，その年金額は
年額として確定しており，将来変更する可能性はないから，これを現時点で確認す
ることの不安定要素は全くない。
第２　争点２
（差別の有無及び違法性）について
（原告ら）
１　女性に対する昇格差別
（１）　会社においては，高卒後入社の男性社員は，担当職務に関係なく，入社後
１１年次で店内主任に，１２年次に主任に，１３年次には特別の理由がない限り課
長代理に，自動的に昇格してきたが，高卒後入社の女性社員は，入社後１６年次か
ら副主任待遇に，２１年次から主任待遇に，２６年次から課長代理待遇に昇格する
資格が与えられるにすぎず，現実には，女性は，例外を除いて課長代理への昇格か
ら排除された。
　会社が社員を総合職，一般職の職種別としてからは，総合職は，入社後１１年次
で主任に，１３年次で課長代理に自動的に昇格してきたが，一般職は，入社１２年
次で副主任に昇格する資格が与えられるにすぎなかった。会社においては，男性社
員は総合職に，女性社員は一般職に，それぞれ属するものとされたから，それまで
と同様に女性は課長代理への昇格から排除されていた。
（２）　このような男女間の昇格格差は，会社が男性社員と同じく課長代理への昇
格基準を満たしている女性社員を「自動昇格」から排除したことにより生じたもの
で，明らかな女性差別である。
２　女性に対する賃金・退職金差別
（１）　会社は，原告らの入社当時もそれ以後も，男女別建，年功序列型賃金制度
を採ってきた。現に，労働組合との賃金改定交渉において，会社は，男女別に回答
してきた（総合，一般の別に回答した時期以降においても，総合は男性社員のみで
あり，一般は女性社員のみであるから，実質は男女別の回答である。）。
（２）　１のとおり，男性社員は，職種に関係なく高卒入社後１３年次には自動的
に課長代理に昇格するのに対し，女性社員はこの昇格から排除されている。この女
性差別の結果，男女別賃金格差は更に拡大され，また，会社は，入社後退職までの
昇格経歴が退職金や退職年金の額を決める重要な要素とする制度をとっているた
め，これにも拡大して影響してくる。
　このように，会社は，賃金，退職金についても，女性差別をしている。
３　原告らに対する差別の違法性
（１）　原告らは，原告らと同期同学歴の男性社員と同一の労働条件で，会社に雇
用された。
　したがって，原告らと会社との労働契約の内容は，原告らと同期同学歴の男性社
員と会社との労働契約の内容と同一である。



（２）　前記１，２の女性に対する昇格，賃金差別は，次のとおり憲法１４条，労
働基準法（以
下「労基法」という。）３条の趣旨，同法４条，雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「均等法」という。）６条，民法９０条
の公序に反し，違法・無効である。
ア　憲法１４条は，法の下の平等を定め，性別による差別を禁止している。労基法
３条は，憲法１４条を受けて，国籍，信条，社会的身分を理由とする差別的取扱を
禁止し，同法４条は，女性であることを理由として賃金において差別してはならな
いことを規定している。これら労基法３条，４条の趣旨からすれば，賃金差別はも
とより，性別を理由とする賃金以外の労働条件についての合理性を欠く差別的取扱
が許容されるものではないことは明らかである。労働省が昭和２２年９月に発した
通達でも，「社会通念として又は当該事業場において女性労働者が一般的又は平均
的に能率が悪いこと，勤続年数が短いこと等を理由として，女性労働者に対し賃金
に差別をつけることは違法である。」旨明言し，昭和２２年に制定された国家公務
員法の２７条，昭和２５年に制定された地方公務員法の１３条などにおいても，男
女平等取扱いの原則が確認されており，原告らが入社した当時においても，性によ
って異なる取扱いをすることの違法性は明らかであった。
　均等法６条（改正前は８条）は，昇進（昇格を含む）について，「事業者は，労
働者が女性であることを理由として，男性と差別的取扱いをしてはならない。」と
して，前記の趣旨を立法上確認しており，これを受けて労働省が平成１０年３月に
発出した「募集及び採用並びに配置，昇進及び教育訓練について事業者が適切に対
処するための指針」（以下「指針」という。）は，昇進に関し，「昇進に当たっ
て，女性であることを理由として，その対象から女性労働者を排除する」，「昇進
に当たって，出勤率，勤続年数その他の条件を付す場合において女性労働者に対し
て男性と異なる条件を付すること」を均等法６条違反とし，異なる条件を付してい
ると認められる例として，「男性労働者については一定の勤続年数を経た場合に昇
進させるが，女性労働者については当該一定の勤続年数を超える年数を経なければ
昇進できないこととすること」を挙げている。
　したがって，女性差別は，これらに違反し，公序に違反する。
イ　１９６６年（昭和４１年）に国際連合で採択された国際人権規約Ａ規約及びＢ
規約の各３条は，規約上の権利について男女平
等の権利を確保することを定めており，Ａ規約７条１項ａ①は，同一価値の労働に
ついての同一報酬の原則，「特に，女性については，同一の労働についての同一報
酬とともに男性が享受するのと劣らない労働条件が保障されること」を定め，Ｂ規
約２６条は，法の下の平等を定めている。わが国は，１９７９年（昭和５４年）に
国際人権規約を批准した。
　またＩＬＯでは，１９５１年（昭和２６年）に「同一価値労働についての男女労
働者に対する同一報酬に関する条約」（第１００号）及び勧告（第９０号）が採択
され，１９５８年（昭和３３年）に雇用及び職業のすべての差別待遇を禁止する
「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約」（第１１１号）及び勧告（第１
１号）が採択されている。わが国は１９６７年（昭和４２年）に前者の条約を批准
した。
　さらに１９７９年（昭和５４年）に国際連合で「女性に対するあらゆる形態の差
別撤廃条約」（以下「女性差別撤廃条約」という。）が採択された。同条約は，男
女平等を基本的人権ととらえ，雇用の分野については，全ての人間の奪い得ない権
利としての労働の権利，そのための同一の雇用機会の権利，昇進・雇用の保障，同
一価値の労働の同一報酬（手当を含む）及び同一待遇の権利並びに労働の質の評価
に関する取扱の平等についての権利等，男女同一の権利を確保するために差別撤廃
の措置を各締約国がとらなければならないことを定めている。わが国は１９８５年
（昭和６０年）に同条約を批准した。
　したがって，わが国は，これらの批准した条約を遵守する義務がある。
　また，ＩＬＯの条約・勧告適用専門家委員会は，１９７０年（昭和４５年），１
９８４年（昭和５９年），１９９０年（平成２年），１９９９年（平成１１年），
２０００年（平成１２年），２００１年（平成１３年）と一貫してわが国の女性差
別を問題として取り上げ，その是正を日本政府に要請してきており，同委員会の見
解はＩＬＯ条約の内容と一体となるから，条約遵守義務の一環としてわが国もこれ
を遵守する義務がある。
　わが国が批准したこれらの条約は，自動執行性をもつから，条約の国内法的効力



からして，私人間の法律関係についても当然直接に適用されるし，批准していない
条約であっても，確立された国際法規として適用されるべきである（憲法９８条２
項）。
　また，以上のとおり，国際的にも雇用面での男女平等は公序として確立し
ているから，少なくともわが国が批准した国際条約は，国内の公序の内容となって
いるものである。
（３）　会社のとっている，男性のみを入社後１３年次に課長代理に昇格させる取
扱い（自動昇格基準）は，昇格についての女性差別であり，原告らとの会社との労
働契約に違反するし，また，女性を排除する部分は，前記（２）のとおり，憲法１
４条，労基法３条の趣旨，労基法４条，民法９０条の公序に違反し，無効である。
また，会社においては，昇格の有無は直接賃金を左右するものであるから，会社が
原告らを課長代理昇格から排除したことは，会社が女性を理由として賃金について
原告らに対して差別的取扱いをしたことになり，同様に違法である。
（被告訴訟引受人）
１　会社の人事制度
（１）　会社は，原告らが入社した昭和３２年ないし昭和４０年当時，担当業務別
又は目的別人事制度（実質的にはコース別人事制度とも目すべきもの）を採ってい
た。これは，社員をその担当する業務の内容，職責等により，すなわち基幹的業務
を担当するのか，定型的・補助的業務を担当するのかによって区分し，担当する業
務の重要度，職責等に応じて役職を付与し，それに相応しい賃金等の処遇を行うと
ともに，担当する業務に見合った研修その他転勤を含む人事管理を行うというもの
である。
　したがって，基幹的業務に従事するものとして採用された社員と，定型的・補助
的業務に従事するものとして採用された社員とでは，後記２以下のとおり，募集，
採用を始め，入社後の配置，異動や発令単位，教育訓練等を全く異にしている。
（２）　基幹的業務，定型的・補助的業務の別を，原告らが所属している（ないし
所属していた）支店各課における業務内容でみれば，以下のとおりである。
ア　営業課（現在の資産管理課）
　基幹的業務は，支店内，顧客先を問わず，新規顧客開拓，投資勧誘，情報提供等
の営業活動，商品販売の企画立案，部下の管理監督，育成指導等である。現在は，
日本証券業協会の規則によって定められた一種外務員資格を有し，かつ，金融庁に
外務員登録を行った総合職掌が担当している。
　定型的・補助的業務は，電話の取り次ぎ，ワープロ操作，コピー作成，資料送
付，注文伝票の整理等である。現在は，一般職掌や派遣社員が担当している。
イ　法人課
　基幹的業務は，主に，地域金融機関を顧客対象とする，前記営業課における基幹
的業務と同様の業務である。現在は，
前記の総合職掌が担当している。
　定型的・補助的業務は，前記営業課における定型的・補助的業務と同様の業務で
ある。現在は，一般職掌や派遣社員が担当している。
ウ　企業営業課（現在の企業サービス課）
　基幹的業務は，主に，株式公開希望を持つ地域中堅企業を顧客対象とする，その
公開準備作業の一切の指導・援助及び企業，オーナーの資産運用等の相談業務等並
びに部下の管理監督，指導育成等である。現在は，前記の総合職掌が担当してい
る。
　定型的・補助的業務は，前記営業課における定型的・補助的業務と同様の業務で
ある。現在は，一般職掌や派遣社員が担当している。
エ　投資相談課（現在のお客様サービス課）
　基幹的業務は，主に，来店客を顧客対象とする，前記営業課における基幹的業務
と同様の業務である。現在は，前記の総合職掌が担当している。
　定型的・補助的業務は，来店した顧客の受付，店頭における投資相談，受け付け
た注文の結果連絡，満期償還等の事務連絡，電話による新商品案内等である。現在
は，一般職掌や派遣社員が担当している。
オ　証貯営業課（現在の資産相談課）
　証貯営業課の業務内容は，担当地域内の個人顧客を顧客対象とする投資相談及び
債券の販売であり，これらを期間の定めのある雇用契約を締結しているミディ社員
が担当している。
　基幹的業務は，もっぱら，顧客管理，ミディ社員管理等の管理業務等である。現



在は，前記の総合職掌が担当している。
　定型的・補助的業務は，前記営業課における定型的・補助的業務と同様の業務で
ある。現在は，一般職掌や派遣社員が担当している。
カ　総務課
　基幹的業務は，営業部門の営業活動が証券取引法その他の法令諸規則等に準拠
し，適正に行われているかどうかを常時監査する等の適切な内部管理を行うこと，
及び売買注文にかかる受渡精算について部下を統括・管理し，その間にイレギュラ
ーな事態が生じた場合にそれらを判断・処理することである。現在は，前記の総合
職掌が担当している。
　定型的・補助的業務の主たるものは，売買注文にかかる受渡精算の業務があり，
総合職掌社員の統括・管理の下，一般職掌社員が分担・処理している。受渡精算の
業務は，具体的には，顧客から受け入れた書類の照合，オンラインシステムへの登
録等を行う業務（支店内の一般的呼称は，「口座係」である。以下の係も同様支店
内の一般的呼称である。），顧客から受け入れた書類，現金も
しくは有価証券とオンラインシステムとの照合，預り証もしくはそれに代わる証票
及び計算書の作成等を行う業務（「合鑑受渡精算係」），現金，小切手，伝票，受
領証等に関わる事務，照合及び入出金等を担当する業務（「現金係」），有価証券
の受払，保管等に関わる事務を行う業務（「保管係」），営業部門において顧客か
ら受注し，起票した注文伝票をオンラインシステムに入力する業務（「約定係」）
等に細分化されている。その他に，定型的・補助的業務として，庶務事項を取り扱
う業務（「庶務係」）等がある。
（３）　これらの基幹的業務と定型的・補助的業務とは，原告らの入社した昭和３
２年ないし昭和４０年ころも，会社において区別されて存在しており，原告らは，
定型的・補助的業務に携わる者として採用された社員である。
　なお，将来基幹的業務を担当すること，さらに管理職となることが予定されてい
る高卒男性社員といえども，将来統括・管理することとなる定型的・補助的業務を
熟知することは必要であり，入社後一定期間は同業務の経験のため高卒女性社員と
同様の定型的・補助的業務を担当・習得するが，しかしそれは，将来基幹的業務を
担当し，または管理職として職責を全うするための教育研修の一環である上，高卒
男性社員にはそれ以上の課題が課されるのが常であるし，担当業務は，入社後数年
を経過した時期から次第に基幹的業務ないし管理職的業務が増加し，代理への昇格
時期に近接するときはその大部分が基幹的業務となるのである。したがって，男性
社員が，支店の人員配置等の関係から，業務の一部として定型的・補助的業務を遂
行することがあるとしても，大部分は基幹的業務を担当しており，高卒女性社員が
専らその本来の業務として定型的・補助的業務のみを担当することとは意味が全く
異なる。
（４）　会社は，昭和６１年４月から，将来の担当業務及びこれに応じた処遇内容
等の区分を一層明確にするため，従前の人事制度を発展的に改め，いわゆる「コー
ス別人事制度」を導入し，昭和６２年より「コース別」採用を行っている。
　会社は，コース別人事制度の下で，会社の基幹的業務を行う社員を「総合職」と
位置付け，定型的・補助的業務を行う社員を「一般職」と位置付けている。総合職
の役職体系については，従前の男性社員のそれと同一とし（ただし，「店内主任」
を「主任」に統合），一般職については，「一般職副主任」，「一般
職主任」，「一般職代理」を設けた。
　また，会社は，「コース別人事制度」を導入したことにより，従前とは異なり女
性に対しても総合職として基幹的業務につく道を開くこととし，昭和６２年より
「職種転換制度」を導入して，一般職から総合職への転換も可能にしたほか，昭和
６３年４月より女性総合職の大学新卒採用を実施した。
（５）　さらに，会社は，前記第２章第２の２（４）のとおり，平成６年１０月か
ら人事制度を改め，各々の職掌の業務範囲を明らかにした。
２　会社の社員募集，採用
　原告らが入社した昭和３２年ないし４０年代当時，会社における正社員の募集，
採用とも，男女別，学歴別になされていた。すなわち，基幹的業務を担う男性につ
いては「大学新卒」，「高校新卒」，定型的・補助的業務を担う女性については
「高校新卒」，「中途採用」の別に，それぞれ募集，採用をしていたが，これは，
入社後の担当業務（男性は基幹的業務，女性は定型的・補助的業務）に対応させた
目的別募集，採用ともいうべきものであった。
（１）　募集要項，求人票等



　会社案内は，男女別に作成され，基幹的業務や定型的・補助的業務の実際の内容
などを説明していた。また，女性用の募集パンフレットには，定型的・補助的業務
の就業場面が掲載されており，これらにより，当時の女性就職希望者は，入社後は
定型的・補助的業務を担当することを十分理解していた。
　募集要項は，男性は「大学新卒」，「高校新卒」，女性は「高校新卒」別に作成
され，高卒男性については業務内容は特定されていないが，高卒女性については，
「一般事務員，タイピスト，受付，電話交換等」として，その職務内容が限定され
ている。女性の「中途採用」についても，高校新卒女性の場合と同様，その職務内
容を限定した上で募集している。
　求人票も，男性は「大学新卒」，「高校新卒」，女性は「高校新卒」別に作成さ
れ，高卒男性については，「職種」を「事務職」，「作業内容」を「入社時研修後
本支店総務・市場部員として従事し，５年目から適性に応じて営業，国際業務にも
従事する。」と明記し，高卒女性については，「職種」を「事務職」，「作業内
容」を「一般事務（伝票整理，対顧客精算事務，電話交換等），営業補助事務」と
明記していた。
　このように，会社は，高校新卒男性と高校新卒女性及び女性中途採用者について
は，職務，作業内容が異なることを明確に示した上で募集
を行なった。
（２）　選考方法，選考場所，採用権限等
　高校新卒者の選考については，男女ともに学力試験，面接，身体検査等により選
考を行っていたが，学力試験は男女別に問題が作成された。学力試験後に行われる
面接も，男性は，本社に上京させ，採用担当者，人事部長を経て役員面接まで実施
し，「本社一括採用」として社長権限により採用の合否を決定していたが，女性
は，各支店の総務課長，支店長が面接し，「配属店採用」として支店長権限により
採用の合否を決定していた（東京，大阪，名古屋地域においては「所属地域採用」
として本社，大阪支店，名古屋支店が一括）。なお，入社式についても，高校新卒
男性は，「本社一括採用」であることから，大卒男性と同様，全員東京本社におい
て行ったが，高校新卒女性は，「配属店採用」であるので，支店ごとに行った。ま
た，女性中途採用者については入社式は行われていない。
（３）　勤務場所
　高卒男性は，海外を含む本支店での勤務が予定され，転居を伴う異動の対象とな
っていたが，高卒女性（中途採用者を含む。）は，採用された地域に限定して勤務
することとなっていた。このように高卒男性については募集地域の限定はなく，独
身寮が完備されていたが，高卒女性は転居を伴う異動を予定しておらず，したがっ
て通勤圏内に自宅があることが採用の条件となっていた。
（４）　採用
　前記（１）ないし（３）のとおり，男性は基幹的業務に従事する者として，女性
は定型的・補助的業務に従事する者として，採用された。
３　採用後の会社における社員の配置，異動，研修
（１）　配置
　採用後，高卒男性は，原則として独身寮に入寮し，出身地や親元，就職前居住地
とは関係なく，地域的なバランス，会社の将来的な展望を考慮した上，本社及び全
国各支店に配属され，本支店総務部門，市場部に配置された。これに対し，高卒女
性は，自宅（親元）から通勤可能な範囲で主に本支店総務部門に配属された。
　また，高卒男性の配置は取締役会で決定していたが，高卒女性の配置は人事部長
権限とされていた。
　発令の単位も，高卒男性が課・係といった職場単位であるのに対し，高卒女性は
部店単位であったが，これは，高卒女性が部店長の指示命令の下に各職場共通とも
いうべき定型的・補助的業務を処理することとされていたことによる。
（２）　異動
　高卒男性は，前記のとおり採用後は，本支店総務部門又は市場部に配置
されて，証券業務の基礎知識を習得するが，会社はその間に，各人につきその適性
を把握し，各人の将来のコースとして総務部門又は営業部門のいずれかを想定した
上，当初の配属本支店に概ね５年前後勤務した時点で第１回目の異動（ほとんどの
場合転居を伴う。）を実施し，転勤先の本支店の総務部門又は営業部門に配属す
る。高卒男性については，その後も相当期間経過毎にかなり頻繁に異動を実施して
いる。
　これに対し，高卒女性は，業務拡大もしくは退職による人員の補充として，主に



総務部門における定型的・補助的業務を担当させる目的で採用されたから，一貫し
て同業務を担当し，前記２（３）の地域限定的採用の経過から，採用時配属の本支
店より他へ異動することはほとんどなく，極めてまれに行われる場合でも転居を伴
わない。
（３）　研修
　新入社員研修においては，高卒男性の研修は，社内見学を含め１週間ないし１０
日間程度行われ，会社組織及び証券業務全体を学ぶこととされていた。これに対
し，高卒女性は，社員としての心構え，接遇の基本といった内容で，本社地域では
２日くらいの集合研修を実施し，その他の地域ではそれと同一内容のテキストとし
おりに基づいて各部店で研修を行った程度であった。
　その後の研修も，高卒男性については，入社２ないし３年目の社員を対象とした
中間教育，入社６年目の社員を対象として，入社２年目の大卒男性社員とあわせて
行う中間教育，総務部門から営業部門への配置換え時の営業関係の研修，主任を対
象とした主任スクーリング等多種多様であり，期間も比較的長期で高度かつ専門的
な内容であったが，高卒女性については，女性店頭補助者研修等が散見されるに過
ぎなかった。
４　会社における昇格制度等
（１）　役職体系
　高卒・大卒男性社員は，「社員」，「店内主任」，「主任」，「代理」，「課
長」，「次長」，「部長」の役職体系の中でいずれかに任命され（職務権限は，第
２章第２の２（１）のとおり。），基幹的業務を担う者として位置付けられてい
た。
　一方，高卒女性社員の職務権限は，社員のそれ（「所属長の命を受け，定められ
た業務を処理する。」）であり，会社は，女性社員のモラールアップを図るため，
「社員」に加え，「店内主任待遇」，「主任待遇」，「代理待遇」の名称を付与
し，それぞれ店内主任，主任又は代理の男性社員とほぼ同程度の処遇を認めていた
が，女性社員の場合， 高に位
置付けられた「代理待遇」であっても，その職務権限は「社員」のそれと同様であ
った。
（２）　昇給・昇格
ア　高卒男性社員については，年１回，昇給昇格査定のための「評価・観察表（Ａ
表）」（昭和４６年までは「考査表」）を用い，１次評定者として課長が，２次評
定者として部店長が，それぞれ評定し，その結果は人事部に集約される。
　一方，高卒女性社員の評価は，年２回部店長が記入する「勤務成績申告書」によ
り行われた（昭和５２年９月期以降は「勤務成績観察評定表」によっている。な
お，高卒女性社員の評価においては，高卒男性社員の場合と異なり，育成に関する
事項等は含まれていない。）。
　これら評定表等に基づき，昇給・昇格の運用が行われる。具体的には，男性社員
の場合，「評価・観察表（Ａ表）」は，毎年１回行われる昇給査定の基本的資料と
され，これに基づき人事部が昇給原案を作成し， 終的に取締役会の場で各男性社
員の昇給幅が決定される。賞与査定は，昇給査定とは別に，「賞与査定表（Ｂ
表）」を用いて，まず部店長が半年間の業績の評定を行い，その結果が人事部に集
約され，人事部が賞与査定原案を作成し， 終的に取締役会で決定される。昇格に
ついては，直近数年間の昇給査定結果をもとに人事部が策定した昇格原案につい
て，昇給査定と同様の手続を経て取締役会で決定される。
　課長代理への昇格の基準は，①現に主任の役職にあり，入社後１２年を経過する
こと，②課長代理として会社が求める基準に達していること，であり，毎年の昇給
査定の内容，勤怠状況，懲戒処分の有無及びその軽重などの情報を総合的に検討し
た上，人事部案を立案し，担当取締役と協議検討の上，必要ならば修正を加え，そ
の後取締役会に上程し，同会の決議によって課長代理昇格を決定する（ただし昭和
５１年以降は，人事部と担当取締役が協議検討して決定している。）が，高卒男性
社員であっても，②の水準に達していないと判断された者もおり，原告らの主張す
るような，入社１３年次に「自動昇格」している事実はない。
　女性社員については，「勤務成績申告書」を基に，賞与査定，昇給査定がなされ
る。さらに，昇給査定を基に処遇の改定がなされるが，その基準は，能力，勤怠に
加え，滞留年数等も考慮して人事部長が 終的決定を行い得ることとしていた。
　このように，男性社員と女性社員とでは，業務において求めるものが全く異なる
（男性は



基幹的業務，女性は定型的・補助的業務）ため，評定表，昇格制度の運用等につい
ても両者別建てのものとなっていた。
イ　確かに，高卒男性社員は，入社後１１年次で店内主任，１２年次で主任，１３
年次で代理に昇格している例が多いが，これは，男性社員は，採用の時点で基幹的
業務を担う者として潜在的に高い能力を持つ人材に絞られていたこと，及び入社後
１１ないし１３年目までの間に３ないし４部店を経験し，各課の基幹的業務の中で
中核的役割を果たしていた者が多かったこと等によるものである。
　これに対し，高卒女性社員については，もともと定型的・補助的業務を担当させ
る目的で採用し，入社以降一貫して同業務に従事していたことから，能力・勤怠に
年功的な要素も加味した上処遇の改定を行っていたが，結果的に結婚を機に多くが
退職したこともあり，女性が代理待遇まで位置付けられる例は少数であるのはやむ
を得ない。
５　原告らとの労働契約
（１）　原告らは，前記２のとおり，基幹的業務に従事する高卒男性社員とは異な
り，定型的・補助的業務に従事する者として募集・採用された者であり，この担当
業務の違い及びその違いによるその後の処遇は，原告らと会社とが締結した労働契
約の内容となっていた。
（２）　就業規則との関係
　基幹的業務と定型的・補助的業務の区別やこれによる昇格制度自体は，合意や就
業規則への記載を問わず，客観的に存在していたものであり，前記（１）のとお
り，原告らを含む高卒女性社員は，提供すべき労務の内容が事務的労働であって，
かつ定型的・補助的業務であることを十分認識した上，雇用契約を締結し，会社に
採用されたものである。採用後当該労働者の具体的現実的に提供すべき労務の内容
を決定すること，すなわち，労働者の担当業務，職責，権限の付与，役職への就
任，異動などは使用者の指揮命令に委ねられているから，将来の具体的な昇格制度
まで採用者との間で合意する必要はないし，昇格の具体的内容について就業規則に
規定がなければならないものでもない。
（３）　労使慣行
ア　原告ら入社当時から昭和５０年代前半ころまでは，一般企業において，①大卒
者の採用は男性のみに限定している，②教育訓練は男女別で行っている，③外部と
の折衝が多く，高度の判断力を要する業務・職場には女性は配置しない，④役職へ
の昇進，昇格が女性にはない，⑤女性従業員の業務は，事務的事務の場合，一般事
務，
秘書，受付，電話交換である等が常識であり，多くの企業で，男性と女性とでは異
なる取扱いがされるとの労使慣行が成立していた。
　原告らの入社当時，会社においてもこれらの多くの企業と同様，会社における女
性社員の担当業務，昇進・昇格については，同期，同学歴入社の男性社員とは異な
る取扱い，制度を適用するとの確立した労使慣行が成立していた。
　原告らは，この労使慣行を十分認識した上，これに同意して労働契約を締結した
（この労使慣行は，民法９２条所定の事実たる慣習に該当するから，原告らが，採
用時にこの慣行につき具体的な認識を有していなかったとしても，会社との間の労
働契約の内容となっているものと解すべきである。）。
イ　仮に会社に採用された時点においては，原告らが，担当業務や昇進・昇格が女
性社員と男性社員では異なる旨の労使慣行上の制度，取扱いについて知悉していな
かったとしても，原告らは，採用後遅くとも数年間のうちに，これらの労使慣行に
ついて認識するに至ったものと解すべきである。しかし，原告らは，本件訴えの提
起時点に至るまで，会社に対し何ら異議を述べておらず，同時点で少なくともこの
労使慣行につき黙示的に同意したもので，その結果，それが原告らと会社との間の
労働契約の内容となっていたものである。
６　以上のとおり，会社は，原告らを採用した時点において，昭和６１年に導入し
た「コース別人事制度」の前身ともいうべき「コース別」（担当業務別又は目的
別）人事制度を実質的に運用していた。同制度では，会社の業務がその内容，職責
などの差異から基幹的業務と定型的・補助的業務に区別され，前者に従事するもの
として採用された社員と後者に従事するものとして採用された社員とでは，募集，
採用の段階はもとより，入社後の配置，異動や発令単位，教育訓練等を全く異に
し，昇給，昇格の体系，賃金体系も同様に異なっており，かかる差異の取扱いは合
理的であった。
　確かに，原告らの入社した当時，募集，採用の段階で基幹的業務に従事するもの



としては大卒男性及び高卒男性がその対象であり，他方定型的・補助的業務に従事
するものとしては高卒女性がその対象とされていたが，これは，女性の勤続の短
さ，外部折衝や外勤，出張の多寡などに見る仕事の特質，女性の補助的業務の性
格，法制上の制約などのためであり，昭和５２年においてさえ，金融，保険業を始
めとする日本の各企業は，
女性を男性と全く同一に扱うことはしていなかったのであり，原告ら入社時に会社
が実質的に運用していた「コース別」人事制度によって男女を区別していたこと
は，当時としては何ら公序に反せず，適法である。
　また，男性と女性とで異なる募集，採用手続，採用基準により労働契約を締結
し，入社以来従事してきた業務内容，職責などの差異が現実に存在し，それに基づ
く賃金体系の差異が合理的なものである以上，これによった処遇は適法である。
　会社は，昭和６１年４月に施行された均等法を踏まえ，昭和６２年４月に「職種
転換制度」を採用し，能力，意欲のある一般職社員に総合職に転換する機会を提供
し，昭和６３年以降は「大卒総合職」として，新卒女性にも新卒男性と同一の採
用，処遇をしている。本件訴訟は平成３年からの請求であり，この時期における会
社の人事制度には何ら差別扱いはない。なお，原告らは，職種転換制度による「総
合職」への転換を求めたことは一度もない。
　このように，原告ら高卒女性社員と高卒男性社員との間で，昇格，賃金等に差が
あるのは，従事する職務の内容が異なるためであるから，これは，女性差別には当
たらない。
７　原告ら主張の女性差別の違法性について
（１）ア　憲法１４条を含む憲法第３章の規定は，もっぱら公権力と私人との関係
を規律するもので，私人相互の関係を規律するものではないから，私人間には直接
適用されない。仮に憲法１４条の適用が問題となるとしても，私的自治に対する一
般的制限規定（民法９０条，７０９条等）の適用を通じて問題となるのであるか
ら，結局は，私的自治に対する一般的制限規定の適用の可否を判断すれば足りるも
のである。
イ　労基法３条は，「労働者の国籍，信条又は社会的身分を理由として」の差別的
取扱を禁じるもので，男女差別には適用がない。
　労基法４条は，「女性であること」を理由とする「賃金」についての差別を禁止
するのみであり，賃金以外の労働条件である昇格について同条の適用はない。ま
た，同条は，労働者が「女性であること」のみを理由として賃金について差別する
ことを禁ずるもので，男女の労働者の間に担当業務，職責，権限，役職等の差異が
あることによって賃金に差異が存することは，同条の「差別的取扱」に当たらな
い。
ウ　均等法は，昭和６１年４月に施行されているから，それ以前には同法の適用は
あり得ない。昭和６１年４月以降においても，会
社のコース別人事制度は，職種による区分であるし，職種転換制度による一般職か
ら総合職への転換の機会もあるから，均等法に違反するものではない。
（２）　国際人権規約Ａ規約及びＢ規約は，昭和５４年に批准されたものであり，
原告らの採用時点はもとより，それ以降批准時までは適用されない。また，いずれ
の規約も，プログラム規定であって，自動執行性（国家の立法行為を必要とせず，
直ちに裁判規範となり得る効力）を有しないから，これらが，日本の裁判所におい
て裁判規範として直接適用されることはあり得ない。
　ＩＬＯ条約第１００号は，原告らの労働と同期高卒男性社員らの労働とが同一価
値でない本件については，該当しない。ＩＬＯ条約第１１１号はわが国が批准して
いないから，国内において法的効力を有しないし，ＩＬＯ勧告第９０号及び第１１
号はいずれも「勧告」にすぎず，法的効力は存しない。
　女性差別撤廃条約は，同条約の批准された昭和６０年６月以前は原告らに適用さ
れない。
　ＩＬＯ条約，女性差別撤廃条約が，それ自体直接に国内の裁判規範とはならない
ことは，国際人権規約と同様である。
（３）　前記１ないし３のとおり，会社のコース別人事制度は職種（基幹的業務と
定型的・補助的業務）による区分であるし，原告ら入社時に女性を定型的・補助的
業務に従事する者として募集，採用したからといって，女性を男性と全く同一に扱
うことをしていなかった当時の企業の雇用管理からすれば，これが公序に反すると
はいえない。
　また，会社は，男性と女性とでは異なる募集，採用手続，採用基準により労働契



約を締結しており，それにより入社以来従事してきた業務内容，職責などの差異が
現実に存在し，それに基づき賃金体系に差異が生じているのである。したがって，
この賃金体系の差異が合理的なものである以上，これによった処遇は，公序に反す
るものではない。
（被告訴訟引受人の主張に対する原告らの反論）
１　会社の人事制度について
（１）　原告らの入社当時の会社の人事制度が，担当業務別又は目的別人事制度で
あったことは争う。社員の処遇に関し，そのような人事制度は存在しなかったし，
そのような運用もされていなかった。
（２）　そもそも会社の業務は多種多様であって，これを「基幹的業務」と「定型
的・補助的業務」の２つに截然と区別することは不可能である。
　原告らが大半所属してきた総務部門は，顧客の注文の執
行から精算，その後の株券等の保管業務までの分野を担当する証券事務部門であっ
て，受注などの分野を担当する営業部門とともに証券業務に不可欠な部門であり，
両部門の業務は相互に一体となって機能している。会社のように，業務を「基幹的
業務」と「定型的・補助的業務」に区分することは，このような証券業務の実態と
も相容れない。
　総務部門においては，男性も女性も同様の仕事をしてきており，今もしている。
原告らが入社した当時，会社では高卒入社の男性社員も 低４年間は総務部門に配
属され，女性社員と同様に総務部門における証券事務の業務に従事していた。男性
社員については，その後，営業部門に配属される者もいたが，引き続き総務部門の
業務に従事する者も多く，総務部門の業務に従事する男性社員は，課長代理に昇格
するまでの入社後１２年間，実際に担当する業務において，女性社員のそれと何ら
差異がなかった。もとより，原告らが従事してきた業務について，男性社員が指導
監督した事実もない。
　会社が基幹的業務とする部分は，管理職（課長）が行っており，課長でない男性
社員がしたものではない。例えば，会社が「定型的・補助的業務」として上げてい
る売買注文にかかる受渡精算の業務は，その業務そのものが証券取引法，諸規則に
よって定められ，これに沿って処理してはじめて証券取引が完結するもので，証券
会社に不可欠の業務であり，「定型的・補助的業務」とはいえない。また，原告ら
は，男性社員と同様，企画立案，顧客・税務署等との対外的折衝業務にも従事し，
営業にも貢献している。原告らは，会社の主要な業務を担っているとの自信こそあ
れ，「定型的・補助的業務」のみに従事したとの認識はないし，現実に原告らが従
事した業務は，高度の専門的知識と判断力を要する業務であり，「定型的・補助的
業務」に当たらない。
（３）ア　コース別人事制度が認められるためには，コースを分ける基準が，それ
によって賃金・昇進・昇格等の処遇に差異を設けることに合理性があり，かつ，す
べての従業員に対してコースを選択する機会が平等に与えられることが必要であ
る。
　会社が昭和６１年に導入したコース別人事制度も，実態は男女差別処遇である。
会社によれば，同制度におけるコースを分ける基準は，「基幹的業務」（総合職）
か「定型的・補助的業務」（一般職）かである。しかし，前記（２）のとおり，こ
の基準は曖昧であり，
また，すべての従業員に対し，コースを選択する機会が平等に与えられてもいな
い。会社は，制度導入に際して，従業員に説明することもせず，機械的に男性を総
合職，女性を一般職に振り分けており，社員に選択の余地はない。会社は，同制度
導入後１年後に「職種転換制度」を導入して女性にも選択の機会を与えたという
が，この内容は女性に明示されず，その要件の説明もない上，総合職に転換するた
めには，男性には要求されない上司の推薦と大卒程度の英語の試験等の合格を要す
るという厳しいもので，女性が総合職に転換することはおよそ不可能に近く，制度
として機能していないに等しい。結局コース別人事制度においても，「総合職」は
「男性」，「一般職」は「女性」と差別されていたもので，このことは，平成６年
の人事制度で，総合職が総合職掌と，一般職が一般職掌とされた後も同様であっ
た。
イ　このような，従前の男女賃金体系を維持することを意図又は容認する内容の職
掌別人事制度は，労基法４条に違反するし，仮に制度自体が同条に違反しないとし
ても，定型的・補助的業務に従事する旨を合意していない女性労働者を定型的・補
助的業務に従事する一般職ないし一般職掌として取り扱い，賃金について差を設け



ることは，同条に違反する。
　また，会社のコース別人事制度は，男性は全員総合職に，女性はごく一部を除い
て全員一般職に位置づけ，さらに，一般職に位置づけた女性については，厳しい職
種転換制度を利用しなければ総合職への転換を認めないもので，女性にのみ特別な
条件を課した男女で異なる取扱いをしたものであるから，コース別人事制度それ自
体及びそれによる原告ら女性の一般職への位置づけは，配置についての差別的取扱
いを禁止した均等法６条にも違反する。このことは，労働省が平成１２年６月に発
出した「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」（以下「留意事項」と
いう。）が，「コース等で区分した雇用管理を導入，変更又は廃止するに当たって
既存の労働者をコース等に分ける際に，性別を理由に一律に分けたり，一定のコー
ス等に分ける場合に女性にのみ特別な条件を課す等，男女で異なる取扱いをするこ
と」が均等法に違反するとしていることからも明らかである。
２　会社の募集・採用について
　原告らは，高卒又は中途採用であったが，会社は，原告らの募集当時，男女とも
職種はいずれも「事務職」として募集し，初任
給も同一としていた。会社は，募集・採用時に，労働条件を，男性は「基幹的業
務」，女性は「定型的・補助的業務」として明示しておらず，男性を「基幹的業
務」に，女性を「定型的・補助的業務」に区別して「目的別」に募集してはいなか
った。また，採用に当たっての選考場所の違いは，女性に対して自宅通勤を条件と
している結果であるし，筆記試験の内容や面接においても，男性が「基幹的業
務」，女性は「定型的・補助的業務」と区別して受験者に明らかにされた事実はな
く，男女とも本店が採用した。
　会社は，男性を「基幹的業務」，女性を「定型的・補助的業務」に従事するもの
として採用したのではないし，原告らもそのような認識で採用されたわけではな
い。
３　配置，異動，研修について
　採用後の男女における配置，異動，研修の差は，担当業務別又は目的別採用を裏
付けるものではなく，これらは，会社の労務管理権行使の結果にすぎない。むし
ろ，会社が採用後の配置，異動，研修において男女で差を設けることこそ男女差別
である。
　高卒女性につき，採用時に自宅（親許）通勤を採用条件としたからといって，入
社後もこれに限定する合意は，公序に反し無効であり，高卒入社時に自宅（親許）
通勤する者を採用するという範囲でのみ意味があるにすぎないから，退職までの勤
務場所を自宅（親許）から通勤できる範囲に限定するという合意が成立したわけで
はない。
４　昇格制度等について
　原告らの採用時に，昇格について男女別扱いとするとの合意はなく，そのような
労働契約は成立していない上，採用入社後は，会社の就業規則に基づき昇進，昇格
が行われるところ，会社の就業規則において，昇格について会社主張のような男女
別の役職体系，昇格制度は存しない。
５　原告らの労働契約について
（１）　労働契約の内容
　原告らと会社との労働契約において，原告ら高卒女性社員と高卒男性社員との間
での担当業務の違い及びその違いによるその後の処遇が労働契約の内容となってい
たことは争う。
　労働契約は，労働者と使用者の合意によって成立するものである上，労働契約の
締結に当たっては，労働条件が明示されなければならず，明示された内容が労働契
約の内容となるものである（労基法１５条１項，同法施行規則５条）。
　原告らは，募集・採用の段階で，男女とも業務内容は事務とされ，初任給も男女
同額であるとされており，男性は「基幹的業務」，女性
は「定型的・補助的業務」の目的別に採用する旨の明示は一切されていないし，就
業規則にも，業務を「基幹的業務」，「定型的・補助的業務」に区別するとは規定
されていない。また，原告らが定型的・補助的業務のみに従事する旨会社と合意し
た事実もない。
　したがって，原告らの労働契約は，男女同一内容のものとして締結されたもの
で，採用後は男女とも同一の就業規則が適用されるのであるから，男性と同一の労
働契約である。
　会社が仮に女性に定型的・補助的業務のみを担当させ続け，男性には異なる業務



を担当させたとしても，それは，労働者の能力の有無を問わない使用者の一方的な
期待ないし予定と女性に対する偏見に基づく一方的な配属にすぎず，このような労
務管理権の行使による労務管理が労基法４条に違反する男女別賃金体系を正当化す
るものではない。
（２）　労使慣行について
　被告訴訟引受人主張の労使慣行（第２（被告訴訟引受人）５（３））は会社には
存在しないし，そのような男性と異なる取扱いをすることこそ女性を差別するもの
である。男女で業務を分けて採用し，その後の昇進・昇格もその対象は男性のみで
女性は一切昇進・昇格させないとの取扱い，すなわち，女性が女性であるという理
由だけで，その能力を発揮する業務につく機会を奪われ，昇進・昇格から排除さ
れ，賃金において著しい差別を受け，それが退職まで，年金に至るまで続くこと
は，著しい人権侵害であり，違法であるから，それが事実上の慣行としていかに広
く一般的に行われようとも，法的には何らの効力も有しない。
　また，原告らは，労働組合を通じて男女差別の抜本的是正を繰り返し要求してき
たから，原告らが黙示的にも男女を異なる取扱いにすることに同意した事実はな
い。
第３　争点３（地位等の確認）について
（原告ら）
１　労働契約に基づく請求
（１）　会社は，高卒入社後１３年次で課長代理に昇格させるとの昇格基準を設定
しており，これは原告らをはじめとする労働者との労働契約の内容となっていた。
（２）　仮にそうでないとしても，後記第４（原告ら）２（１）のとおり，使用者
である会社には，労働契約上，男女を平等に取り扱う義務があるから，会社が，男
性を高卒入社後１３年次に課長代理に昇格させている以上，原告らを同様に高卒入
社後１３年次で課長代理に昇格させる義務がある。
（３）　したがって，原告らは，同期同学歴入社の男性の課長代理と
同様，高卒入社後１３年次の７月１日に昇格したものとして，すなわち，原告Ｐ１
及び各原告らについては「職位表」の「課長代理昇格の日付」欄記載の日に，原告
Ｐ１３については昭和４５年７月１日に，それぞれ課長代理に昇格したものとし
て，取り扱われるべきであるから，各原告らは，総合職掌「指導職一級」の職位に
あるものとして取り扱われる労働契約上の地位，「職位表」の「課長代理昇格の日
付」欄記載の日付をもって課長代理に昇格した総合職掌として，会社の退職慰労金
規程及び退職年金規程の適用を受ける労働契約上の地位にあり，また，原告Ｐ１及
び原告Ｐ１３は，その請求に係る退職年金額を受ける地位にある。
２　労基法１３条に基づく請求
（１）　会社のとっている，男性のみを高卒入社後１３年次に課長代理に昇格させ
る取扱い（自動昇格基準）は，昇格についての女性差別であり，女性を排除する部
分は，前記第２（原告ら）３（２）のとおり，憲法１４条，労基法３条，４条，均
等法６条に違反し，民法９０条の公序に反して無効である。
（２）　労基法１３条は，「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労
働契約は，その部分については無効とする。この場合において，無効となった部分
は，この法律で定める基準による。」としているところ，その趣旨は，無効となっ
た部分を補完することにあるから，その場合の「この法律で定める基準による。」
には，労基法が定める基準のみならず，無効とされた部分を補完する具体的な労働
基準がある場合も含むものである。
　会社には，男性について高卒入社後１３年次に課長代理に昇格させるという明確
な基準があるから，原告らには，その無効部分につき，労基法１３条の適用ないし
類推適用により，この基準が適用され，原告らは，男性と同様に昇格したものとし
て取り扱われることになる。
（３）　したがって，原告らは，前記１（３）のとおりの地位にある。
（被告訴訟引受人）
１　労働契約に基づく請求について
　高卒入社後１３年次で課長代理に昇格させることが労働者との労働契約の内容と
なっていたこと，会社に原告ら主張の義務があることは争う。会社と原告らとの労
働契約には，原告らの採用区分，入社後の配置，担当業務，職責に無関係に，同
期，同学歴の男性社員と同様の昇格を行うなどという合意は，全く存在しない。
２　労基法１３条に基づく請求について
　会社は，会社における社員の



昇格については，査定，選抜を行い，昇格決定の発令を経た上で昇格させている。
しかし，原告らについては，会社は昇格決定をしていないのであるから，この昇格
決定がないにもかかわらず，原告らを昇格した者と同様に扱わなければならない根
拠はない。
　会社が原告らに課長代理の昇格決定をしなかったことにより，原告らの役職が一
般職主任ないし副主任であるという労働条件が仮に無効であると解しても，この無
効となった部分を補充すべき基準を労基法の中に見出すことはできないから，昇格
決定行為の不存在を補うべき法的根拠はなく，原告らを昇格した者と同様に取り扱
うことはできない。
第４　争点４（差額賃金等の請求権）について
（原告ら）
１　労基法４条に基づく請求
　会社においては昇格の有無は直接賃金を左右するから，会社のした女性に対する
昇格差別は，賃金において女性に差別的取扱いをしたものであり，労基法４条に違
反する。
　労基法４条は，男女同一賃金の原則を定めているから，原告らは，同条に基づ
き，直接課長代理へ昇格した場合の賃金等と現実の賃金等との差額を請求すること
ができる。
２　労基法１３条に基づく請求
（１）　使用者は，労働者の人格を尊重しなければならないことから生じる本質的
義務として，労働契約において，男女を能力に応じ労働条件において平等に取り扱
う義務を負担している。労基法３条，４条は，この義務を具体的に明らかにしたも
のである。
　会社が原告らを高卒入社後１３年次に課長代理に昇格させなかったのは，性差別
によるものであるから，前記労働契約上の義務及び労基法３条，４条に違反し，原
告らに対する賃金，資格の定めは無効である。
　また，労使には労基法４条を含む労基法を遵守する義務があるから，会社が「コ
ース別人事制度」導入に際し，原告ら女性社員を一般職に配置し，総合職ないし総
合職掌（男性）に比し著しく低く定められている一般職ないし一般職掌賃金体系
（専ら女性に適用される。）を適用したことは，前記（第２（原告ら）３（２））
のとおり，憲法１４条，労基法３条，４条，均等法６条に違反し，民法９０条の公
序に反して無効である。
（２）　前記（１）の無効となった部分については，差別がないとされた場合に形
成されるべき基準である，高卒入社後１３年次で課長代理に昇格し，現在では総合
職掌指導職一級の資格にある同期男性社員の基準（＝賃金額）が原告らの労働契約
の
内容として補充される。
（３）　労基法１３条により，労基法上の男女同一賃金規定が原告らの労働契約を
直接規律することになるから，原告らの無効となった賃金決定部分は，前記（２）
のとおり補充された内容のものとなり，原告らは，労基法１３条に基づき，前記１
の差額を請求できる。
３　原告らの差額賃金等の額
（１）ア　原告Ｐ１及び各原告らが男性と差別されることなく，男性と同様に「職
位表」記載の「課長代理昇格の日付」欄記載の日に課長代理に昇格していれば支給
されたはずの月例賃金，一時金と，前記原告らに実際に支給された月例賃金，一時
金との本件請求期間中の差額の合計額は，前記第２章第２の５（３）のとおり，
「請求金額一覧表」①ないし⑫の「差額賃金合計」欄記載のとおりである。
イ　原告Ｐ１が男性と差別されることなく，男性と同様に前記の日に課長代理に昇
格していれば支給されたはずの退職一時金の男性社員との差額は，前記第２章第２
の５（４）のとおり，合計３１７万２５００円である。
（２）　原告Ｐ１３が男性と差別されることなく，男性と同様に昭和４５年７月１
日に課長代理に昇格していれば支給されたはずの月例賃金，一時金と同原告が実際
に支給された月例賃金，一時金との原告Ｐ１３請求期間中の差額の合計額は，前記
第２章第２の６（１）のとおり，「請求金額一覧表」⑬の「差額賃金合計」欄記載
のとおりである。同じく退職一時金，第二年金一時金の差額は，前記第２章第２の
６（２）のとおり，合計４３２万６８００円である。
（被告訴訟引受人）
１　争う。前記第２（被告訴訟引受人）５のとおり，原告らの昇格，賃金等と高卒



男性社員とのそれとの差は，従事した業務が異なることによるもので，会社が女性
差別をした事実はないから，原告らに差額賃金等の請求権は発生しない。
　そもそも，原告らのいう「差額賃金」請求権は，賃金の支払に関し，会社に債務
不履行がある場合に発生するところ，会社は，原告らに対し，原告らが組合員であ
った労組との間で合意・決定した賃金額の支払をしているから，会社に債務不履行
はなく，したがって，「差額賃金」の請求権は発生しない。
２　労基法４条に基づく請求について
　会社では，昇格により特定の役職に任ぜられた結果，これに対応した賃金等が定
められ，支払われているにすぎないから，労基法４条には違反しない。
　のみならず，賃金は，会社の賃金決定行為によってはじ
めてその債権額が決定ないし改定され，法的請求権が発生するのであるから，会社
の具体的な賃金決定行為が存在しないにもかかわらず，原告らがその主張の「差額
賃金」について賃金請求権を有することはない。
３　労基法１３条に基づく請求について
　前記第２（被告訴訟引受人）４のとおり，昇格は，査定，選抜を行い，昇格決定
の発令を経た上で行われるものであるから，会社が原告らについて昇格決定をして
いない以上，原告らを昇格した者と同様に扱わなければならない根拠はない。
　また，会社が原告らに課長代理の昇格決定をしなかったことにより，原告らの役
職が一般職主任ないし副主任であるという労働条件が仮に無効であると解しても，
この無効となった部分を補充すべき基準を労基法の中に見出すことはできないか
ら，昇格決定行為の不存在を補うべき法的根拠はなく，昇格ひいてこれに伴う賃金
等の請求権が発生することはない。
第５　争点５（差額賃金等相当損害金の請求権）について
（原告ら）
　女性差別は，憲法１４条，労基法３，４条，均等法６条，民法９０条に違反する
もので，会社は，故意又は過失により，原告らの女性であることを理由に賃金等に
おいて差別されない権利を侵害した。
　したがって，原告らは，会社に対し，民法７０９条に基づき，不法行為による損
害賠償として，前記第４（原告ら）記載の差額賃金等に相当する損害賠償金を請求
することができる。
（被告訴訟引受人）
　争う。前記第２（被告訴訟引受人）１ないし７のとおり，会社が女性差別をした
ことはなく，会社のとった措置は不法行為としての違法性を帯びるものではない。
第６　争点６（慰謝料，弁護士費用の請求）について
（原告ら）
１　慰謝料について
　原告らは，会社のした女性差別により人間の尊厳をおかされ，性別により昇格，
賃金等において差別されないという期待権，人格権が侵害され，精神的苦痛を被っ
た。
　さらに，原告Ｐ１３は，会社による株式累積投資制度の導入・運用に貢献し，上
司からも昇格を示唆されたのに，課長代理への昇格が実現しないまま退職を余儀な
くされた。
　原告らは，労働契約上の債務不履行又は不法行為に基づき，原告Ｐ１３を除く原
告らにつき一人当たり７００万円（一部請求），原告Ｐ１３につき３０００万円の
慰謝料を請求する。
２　弁護士費用について
　原告らは，会社から昇格，賃金等で差別されたことにより，本訴の提起を余儀な
くさ
れた。
　原告らは，差額賃金等（ないし同額の相当損害金等）と慰謝料の合計額の１割を
代理人弁護士らに支払う旨約した。
　原告らは，被告訴訟引受人に対し，労働契約上の債務不履行又は不法行為に基づ
く損害賠償として，「請求金額一覧表」の「弁護士費用」欄各記載の金額を弁護士
費用として請求する。
（被告訴訟引受人）
１　慰謝料について
　債務不履行による損害賠償の範囲は，民法４１９条１項の範囲に限られるべきで
あり，本件において，債務不履行による慰謝料請求が許されるとの特段の事情もな



い。このことは，弁護士費用についても同様である。
　不法行為による請求についても，本件では，原告らに対する特段の具体的な人格
的利益の侵害はなく，仮に原告らに精神的損害があっても，それは財産的損害（差
額賃金等相当額）の賠償で完全に慰謝されるから，慰謝料が発生する余地はない。
２　弁護士費用について
　不法行為に基づく損害賠償において，弁護士費用は，事案の内容である不法行為
が明白であり，かつ，その違法性が極めて強度であるのに，応訴して争うこと自体
が不法行為と評価される場合に，損害として認められるが，本件は，この場合に当
たらないから，原告らが弁護士費用を請求することはできない。
第７　原告らの請求のまとめ
１　第２４２２４号事件について
　よって，各原告らは，被告訴訟引受人に対し，会社との労働契約又は労基法１３
条に基づき，（１）各原告らが総合職掌「指導職一級」の職位にあるものとして取
り扱われる労働契約上の地位にあることの確認，（２）「職位表」の「課長代理昇
格の日付」欄記載の日付をもって課長代理に昇格した総合職掌として，会社の退職
金規程及び退職年金規程の適用を受ける労働契約上の地位にあることの確認を求め
るとともに，労基法４条，１３条に基づき，（３）差額賃金（月例賃金及び一時
金）及び付帯遅延損害金（商事法定利率年６分の割合。付帯遅延損害金の起算日
は，支払日の後の日。付帯遅延損害金の利率につき，以下同じ。）の支払を求め，
予備的に不法行為に基づき，（４）前記（３）と同額の損害賠償金（付帯遅延損害
金の起算日は，不法行為日の後の日）の支払を求め，あわせて，労働契約上の債務
不履行又は不法行為に基づき，（５）慰謝料及び弁護士費用並びに付帯遅延損害金
（付帯遅延損害金の起算日は，不法行為日又は債務不履行日の後の日）の支払を求
める。
　また，原告Ｐ１は
，被告訴訟引受人に対し，会社との労働契約又は労基法１３条に基づき，（１）原
告Ｐ１の退職年金・第一年金，退職年金・第二年金の額が原告Ｐ１主張のとおりで
あることの確認を求めるとともに，労基法４条，１３条に基づき，（２）差額賃金
（月例賃金及び一時金）及び差額退職金（一時金及び年金）並びに付帯遅延損害金
（率及び起算日は前記原告らと同じ。）の支払を求め，予備的に不法行為に基づ
き，（３）前記（２）と同額の損害賠償金の支払を求め，あわせて，労働契約上の
債務不履行又は不法行為に基づき，（４）慰謝料及び弁護士費用並びに付帯遅延損
害金（率及び起算日は各原告らと同じ。）の支払を求める。
２　第１２６２８号事件について
　よって，原告Ｐ１３は，被告訴訟引受人に対し，会社との労働契約又は労基法１
３条に基づき，（１）原告Ｐ１３の退職年金・第一年金，退職年金・第二年金の額
が原告Ｐ１３主張のとおりであることの確認を求めるとともに，労基法４条，１３
条に基づき，（２）差額賃金（月例賃金・一時金，退職一時金・退職年金）及び付
帯遅延損害金（商事法定利率年６分の割合。付帯遅延損害金の起算日は，支払日の
後の日。付帯遅延損害金の利率につき，以下同じ。）の支払を求め，予備的に不法
行為に基づき，（２）前記（１）と同額の損害賠償金の支払を求め，あわせて，労
働契約上の債務不履行又は不法行為に基づき，（３）慰謝料及び弁護士費用並びに
付帯遅延損害金（付帯遅延損害金の起算日は，不法行為日又は債務不履行日の後の
日）の支払を求める。
第４章　争点に対する判断
第１　争点１（確認の利益）について
１　一般に，確認の訴えの利益は，原告の権利又は法律的地位に危険・不安定が現
存し，その危険・不安定を除去する方法として確認の判決をすることが有効適切で
ある場合に認められる。
　原告が，当該確認請求にかかる請求権に基づき給付訴訟を提起できるときは，そ
れによることで紛争の解決が図られるから，その請求権の確認の利益は原則として
認められないが，基本たる権利又は法律関係から派生する給付請求権について給付
訴訟が可能な場合でも，基本たる権利又は法律関係を確認することが現存する原告
の権利又は法律的地位についての危険・不安定を除去する方法として有効適切であ
るときは，確認の利益があるというべきである。
２（１）　各原告らは，総合職掌「指導職一級」の地位にあるものとして取り扱
われる地位にあることの確認を求めているところ，各原告らはその地位に基づいて
賃金ないし損害賠償請求ができるとしても，各原告らがその地位にあることは，賃



金ないし損害賠償請求の基本たる法律関係であるということができ，被告訴訟引受
人がこれを争っていることは明らかであるから，各原告らはその地位についての危
険・不安定を除去するために，その地位にあることの確認を求めることができると
いうべきである。
（２）　しかし，各原告らの課長代理に昇格した総合職掌として会社の退職慰労金
規程及び退職年金規程の適用を受ける地位にあることの確認を求める訴えについて
は，退職慰労金及び退職年金請求権に基づく請求の基本たる法律関係であるその主
張の地位は各原告らが退職した時点におけるものであるところ，各原告らは現在被
告訴訟引受人に在職しているのであるから，この地位は現存する法律関係とはいえ
ず，したがって，その地位の確認を求める訴えは，現存の不安・危険ではなく，将
来の不安・危険の除去を求めるものであるから，確認の利益を欠くものというべき
である。
３　原告Ｐ１及び原告Ｐ１３は，退職年金の第一年金額，第二年金額の確認を求め
ているところ，年金については年金請求権に基づき給付訴訟を提起することができ
るし，年金額それ自体は数額の問題であり，年金請求権の基本たる権利又は法律関
係ということはできないから，原告Ｐ１及び原告Ｐ１３のこの確認の訴えには，確
認の利益がないといわざるを得ない。
　原告Ｐ１及び原告Ｐ１３の主張によっても，年金額は年額として確定していると
いうのであるから，既存分の差額年金については給付の訴えを，将来分の差額年金
については将来給付の訴えを，それぞれ提起すれば足り，毎年差額が発生する度に
差額請求訴訟の提起を余儀なくされるとはいえないし，その他原告Ｐ１及び原告Ｐ
１３が主張するところを考慮しても，原告Ｐ１及び原告Ｐ１３に年金額確認の利益
があるとはいえない。
第２　争点２（差別及びその違法性）について
１　男女間の格差の有無
（１）　前記第２章第２の２ないし６の事実及び証拠（甲７４，乙４９，証人Ｐ１
７，原告Ｐ３本人（第１回））によれば，以下の事実が認められる。
ア　原告らと同時期に採用された高卒男性社員の採用者数，入社後１３年次の在籍
者数，入社後１３年次に課長代理へ昇格した者の数，昇格しなかった者の数，在籍
者中昇格者した者の割
合は，以下のとおりである（入社年次の年号は昭和である。）。
入社年次　採用数　在籍者数　昇格者数　未昇格者数　割合
３５年　　２０６　１５４　　１５１　　　３　　　　９８．１％
３６年　　３３９　２４５　　２４３　　　２　　　　９９．２％
３７年　　３５０　２８２　　２７５　　　７　　　　９７．５％
３８年　　　７７　　５３　　　５２　　　１　　　　９８．１％
３９年　　　３８　　２４　　　２２　　　２　　　　９１．７％
４０年　　　３０　　１９　　　１９　　　０　　　　　１００％
合　計　１０４０　７７７　　７６２　　１５　　　　９８．１％
（採用数と在籍者数とに差があるのは，中途退職のためである。）
　他方，原告らと同時期に採用された高卒女性社員については，入社後１３年次に
課長代理に昇格した者はなく，入社後２６年次で課長代理に昇格した者が出る程度
である。
イ　会社では，昇格と月例賃金，一時金，退職金及び退職年金支給額が連動してい
るため，昇格時期が遅れることにより，これら月例賃金等について，昇格した者と
昇格しなかった者との間で格差が生じていくことになる。
ウ　原告らと比較対象男性との賃金等の格差は，前記第２章第２の５，６のとおり
である。
（２）　前記認定事実によれば，会社においては，高卒男性社員は入社後１３年次
にその大半が課長代理に昇格しているのに対し，高卒女性社員はその時期に昇格す
ることは全くないのであるから，高卒採用社員について，男性と女性との間では，
昇格時期に著しい格差があり，これと連動する賃金等についても同様に著しい格差
があると認めることができる。
２　格差が生じた理由について
（１）　原告らは，この格差は女性差別によるものであると主張するのに対し，被
告訴訟引受人は，従事する業務の差異によるものであると主張するところ，前記１
のように同時期に入社した同学歴の男女の社員間において，昇格，賃金等について
著しい格差がある場合には，その格差が生じたことについて合理的な理由が認めら



れない限り，性の違いによって生じたものと推認することができると解されるか
ら，以下，まずこの格差の生じた理由について検討する。
（２）　後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア　会社の業務について
（甲４１ないし４３，４６，４７，５１ないし５３，５７，５９，６１，６３ない
し６５，１８７ないし１９０，１９２，
１９４ないし１９６，乙１，３０，４９，８１，８９，証人Ｐ１７，同Ｐ１８，同
Ｐ１９（第２回），原告Ｐ３本人（第１，２回））
（ア）　会社は，証券会社として，証券取引法２条８項及び３４条に基づき，前記
第２章第２の１（２）イのとおりの業務を行っているが，証券業務の内容について
は，証券取引法，省令，日本証券業協会規則などによって詳細に規定され，それに
従った業務処理をすることが義務づけられている。
（イ）　会社の業務部門は，営業部門と総務部門に大別される。営業部門では，顧
客からの有価証券取引の受注などの営業業務を行い，総務部門では，顧客の注文の
執行から精算，その後の有価証券書類の保管などの事務管理業務を行っている。営
業部門，総務部門の両者が相まって会社の業務が円滑に遂行できるもので，両部門
の各業務が相互に不可欠である。
（ウ）　会社の標準的な支店は，営業部門である営業課（現在は，資産管理課），
法人課，企業営業課（現在は，企業サービス課），投資相談課（現在は，お客様サ
ービス課），証貯営業課（現在は，資産相談課）と，総務部門である総務課からな
っている。各課の業務内容は，以下のとおりである。
ａ　営業課
　新規顧客開拓，投資勧誘，情報提供等の営業活動，商品販売の企画立案等。
ｂ　法人課
　主に地域金融機関を顧客対象とする，営業課で述べたのと同様の業務。
ｃ　企業営業課
　主に株式公開希望を持つ地域中堅企業を顧客対象とする，その公開準備作業の指
導・援助及び企業又はそのオーナーの資産運用等の相談業務等。
ｄ　投資相談課
　主に来店客を顧客対象とする，営業課で述べたのと同様の業務。
ｅ　証貯営業課
　担当地域内の個人客を顧客対象とする投資信託及び債券の販売。実際の販売は，
主に，期間の定めのある雇用契約を締結しているミディ社員（会社の社員とは別の
雇用形態の投信債券外務員である。）が担当している。
ｆ　総務課
　①有価証券売買注文等に係る受渡精算業務が中心であり，その他に，②営業部門
の営業活動が証券取引法その他の法令諸規則等に準拠し，適正に行われているかど
うかの監査等の内部管理，③官公庁への対応，④顧客からのクレーム等のイレギュ
ラーな事態が生じた場合の判断・処理等，を行っている。総務課には，総合職掌と
一般職掌の両職掌社員が配置されている。
　受渡精算の業務は，顧客との間で，現金・有価証券・証書その他の書類の受入・
引渡を行う
業務及びそれに付随する業務であり，具体的には，顧客から受け入れた書類の照
合，オンラインシステムへの登録等を行う業務（支店内の一般的呼称は「口座係」
である。以下の係も同様支店内の一般的呼称である。），顧客から受け入れた書
類，現金もしくは有価証券とオンラインシステムとの照合，預り証もしくはそれに
代わる証票及び計算書の作成等を行う業務（「合鑑受渡精算係」），現金，小切
手，伝票，受領証等に関わる事務・照合及び入出金等を担当する業務（「現金
係」），有価証券の受払，保管等に関わる事務を行う業務（「保管係」），営業部
門において顧客から受注し，起票した注文伝票をオンラインシステムに入力する業
務（「約定係」）等に細分化されている。
　会社の業務においては，①各種法令，規則等に従った事務処理を行う必要がある
こと，②取扱い商品（株式，債券，投資信託等）が膨大な数に上り，その知識が必
要になること，といった特徴があるが，さらに，総務課においては，③顧客との受
け答えが電話によることがほとんどで，正確・迅速な対応が必要とされること，③
取扱い商品の価格が変動するため，受注後取引所への発注を正確・迅速に行う必要
があること，といった特徴があり，事故発生のないよう細心の注意が要求される。
　総務の事務処理の正確・迅速を期するため，各種マニュアルも配布されている。



イ　昭和３０年代ないし４０年代ころの女性の職業意識，企業の見方等
（ア）　内閣総理大臣官房広報室が昭和３７年１０月に行った「女性事務職員の意
識調査」（回答者は，東京都２３区内の製造業及び金融保険業の事業所女性事務職
員９１９名）によれば，概要以下のとおりであった。（乙６８）
　女性事務職員の大半（８０パーセント）が結婚又は出産まで働こうとする者で，
その後も続けるという者は極く少数（５パーセント。金融業のみでは３パーセン
ト。）であった。大部分はそれほど不満なく仕事を受け入れており，給与額に対す
る不満は多いが，身分や地位についてはさして関心がなく，職場内の女性の地位に
ついても悲観的な現状をある程度認めているものが多い。配置転換の経験者は，そ
の結果に満足しているものが多いが，未経験者は約半数があまり変化を求めていな
い。
（イ）　内閣総理大臣官房広報室が昭和４１年１月に行った「婦人の就業に関する
世論調査」（回答者は，全国の２０歳から５９歳の女性７３６９名）によれば，
働いている婦人（１４４３名）のうち，今の仕事を当分続けるつもりである者は約
８割であり，職業と家事とが両立しないために悩みを持っている者は約３割であっ
た。現職に関して不満のある者は約半数であり，その内容は給与に関するものが多
い。（乙６７）
（ウ）　これに対し，日経連・日本産業訓練協会が昭和４３年１０月に共同で行っ
た調査（対象は２８６社）では，以下の点が指摘されている。（乙６４）
　女性従業員の勤続年数は，勤続年数５年未満が６７．５パーセント（高卒の場合
は，３年台が２１パーセント，４年台が１７．１パーセント，５年台が１４パーセ
ントである。）と，短い。
　女性従業員の人事労務管理上の問題として，多くの企業が，「職業意識が低
い」，「勤続年数が短い」，「時間外，深夜勤務，生理休暇など男性と異なる管理
をしなければならない」，「異動させにくい」，「企業意識・愛社精神に乏しい」
などをあげている。
　意識行動管理面での問題点として，女性が感情的，自己中心的であって，問題を
すぐ人間対人間の問題に置きかえる傾向にあること，能力面での問題点として，企
画力，創意創造力，論理的思考能力，指導統率力が男性従業員に比して劣るとされ
ている。
　女性従業員の昇進・昇格について，制度上男性と区別しているところはあまりな
いが，女性の勤務年数，管理能力の問題で，昇進・昇格があまり多くないのが現状
と思われる。
（エ）　昭和４９年３月，４月に日本生産性本部・日本経済青年協議会が行った調
査では（対象者は新入社員６６８３名），新入社員の意識として，女性の場合８割
強が昇進を考えておらず，「今の会社でずっと働きたいか」との問いには，女性の
場合，「取りあえず」，「状況次第」と答える者が多かった。（乙６９）
（オ）　労働省婦人少年局が昭和５２年９月に行った「女性労働者の雇用管理に関
する調査」（対象は全国の約５０００企業）によれば，概要以下のとおりであっ
た。（乙２５）
ａ　採用，募集について
（女性の採用方針）
　高卒の採用方針として，「男女とも採用する」企業は６１．６パーセント，「男
性のみ」採用する企業は７．２パーセント，「女性のみ」採用する企業は５．８パ
ーセント，「男女とも採用しない」企業は２５．４パーセントである。
（男女の採用条件の相違）
　高卒，中途採用のそれぞれにおいて，男女とも採用する方針の企業の採用条件に
つき，「男女とも同じ」とする
企業の割合は，高卒の場合が７０．６パーセント，中途採用が４９．８パーセント
である。採用条件は「男女とも同じ」とする企業の割合は，高卒の場合，金融・保
険業が も高く，また，大規模ほど高い。採用条件が異なる場合の内容としては，
高卒の場合は，「資格，技能条件が男女異なる」が２２．９パーセント，「雇用形
態が男女異なる」が６．９パーセントなどとなっている。
　ｂ　賃金について
　同学歴の場合，新規学卒者の初任給額を「男女同じ。又は男女別にはきめていな
い」企業は２７．４パーセントである（もっとも，金融・保険業では，７３．７パ
ーセントと特に高い）。
ｃ　配置及び配置転換について



　９１．５パーセントの企業では，女性を全く配置していない仕事が「ある」と回
答している。その仕事の特徴は，「高度な技能を必要とする」が５０．２パーセン
ト，「外部との折衝が多い」が４１．４パーセント，「外勤，出張等が多い」が３
７．３パーセント，「かなり高度の判断を要する」が３１．１パーセントなどであ
り，金融・保険業において後三者を挙げる割合が高い。
　定期的な配置転換を「女性には行っていない」企業は２９．５パーセントであ
り，その理由は，「女性の補助的業務の性格から不必要」とするものが６９．６パ
ーセントと も多く，次いで「女性は配置転換を希望しない」，「女性は短期雇用
を前提としているので不必要」などとなっている。
ｄ　昇進について
　女性にも役職への昇進の機会が「ある」企業は４７．７パーセントであり，金
融・保険業ではその割合が高い。女性に昇進可能な役職は，「係長相当まで」とす
る企業が４０．５パーセント，「課長相当まで」とする企業が２７．３パーセント
であり，金融・保険業は，上位の役職に女性の昇進の道が開かれている企業の割合
が他産業に比べて高い。
　女性にも役職への昇進の機会が「ない」企業は５２．３パーセントであり，その
理由として，「女性の補助的業務の性格から無理」，「女性は勤続年数が短い」を
あげたものが多く（金融・保険業では「女性は勤続年数が短い」をあげた割合が高
い。），次いで「女性は管理能力，統率力が劣る」などとなっている。
ウ　原告らの募集・選考・採用について
（甲４８，４９，乙６ないし１３，２４，４９，５０，１２５ないし１２９，証人
Ｐ１７）
（ア）　募集
　原告らが入社した昭和３２年ないし４０年当時，会社は，男性については，「大
学
新卒」，「高校新卒」の別で，女性については，「高校新卒」，「中途採用」の別
で，正社員を募集し，採用した。
　会社は，男性については「大学新卒」，「高校新卒」の別で，女性については
「高校新卒」の，それぞれ募集要項を作成した。
　会社は，高卒者の採用につき，高校に推薦依頼をしたが，その依頼は男女別に行
われた。男性については特に採用職種を明示しなかったが，「勤務地」は「本支店
所在地（独身寮完備）」とし，女性については，「条件」を「自宅（親許）より通
勤片道１時間以内のこと。」，「採用職種」を「一般事務員，タイピスト，受付，
電話交換手等」とし，「勤務店」を「本店および都内支店」又は「○○支店」とし
て（ただし，初任給をはじめとする待遇は男性と同一として），依頼した（会社側
の依頼者は，男性については，会社人事部長であり，女性については，会社人事部
長又は会社支店長であった。）。
　会社は，公共職業安定所に対する高卒用求人票も，男性と女性では別にし，男性
には，「補足事項」を「独身寮全国完備」，「職種」を「事務職」，「作業内容」
を「入社時研修後本支店総務，市場部員として従事し，５年目から適性に応じて営
業，国際業務等にも従事する。」，「選考場所」を「本社」として，女性には，
「補足事項」を「自宅通勤に限る。 寄り支店まで通勤６０分以内（首都圏９０分
以内）」，「職種」を「一般事務職」，「作業内容」を「一般事務，営業（店頭受
付）補助事務」，「選考場所」を「本社及び各支店」として（ただし，男性及び女
性とも賃金額は同額として），求人した。
　また，会社は，新聞広告で高卒女子事務員を募集した際の応募条件として，「通
勤親許より１時間内」を掲げていた。
　なお，会社には男性用の会社案内はあったが，女性用の入社案内としては， も
古いものとして昭和４９年版（乙２４）が残っている。そこでは，女性社員の仕事
内容は特に明記されていないが，女性社員が「店頭での応接」，「営業マンのアシ
スタント」などをしている様子が写真入りで紹介されている。
　会社における高卒男性社員の募集・採用は，昭和５５年までであった。
（イ）　選考・採用
　会社は，採用のための選考を，身体検査，学力試験，面接試験により行った。学
力試験で使用された試験問題は，男性と女性では別であった。
　会社は，男性社員については，採用選考を本社又は大阪支店等で行った上，本社
人事
部で採用を決定したが，女性社員については，東京地区，大阪地区，名古屋地区で



は，その地区の社員は，「所属地域採用」としてそれぞれ当該地域の母店（本社，
大阪支店，名古屋支店）で，これらの各地区以外の地方支店では，その支店の社員
をその支店で，それぞれ採用選考を行って，実質上，母店責任者又は支店長が採用
を決定した（ 終的には本社人事部が採用を決定した。）。
　なお，入社式は，高校新卒男性は，東京の本社で行われたが，高校新卒女性は，
支店毎に行われた。また，女性中途採用者については入社式は行われなかった。
エ　採用後の配置，異動，研修について
（甲１９８，乙３５，４９，１２５ないし１２９，証人Ｐ１７，同Ｐ１９（第１
回））
（ア）　配置
　採用後，会社は，高卒男性については，出身地等とは関係なく，本社及び全国各
支店に配属し，本支店総務部門，市場部に配置した。
　これに対し，高卒女性については，自宅（親許）から通勤可能な範囲で主に本支
店総務部門に配属した。
　高卒男性の配置は社長権限であるが，高卒女性の配置は人事部長権限とされ，発
令の単位は，高卒男性が課といった職場単位であるのに対し，高卒女性は部店単位
であった。
（イ）　異動
　会社は，高卒男性については，当初の配属本支店に概ね５年前後勤務した時点で
第１回目の異動（ほとんどの場合転居を伴う。）を実施し，転勤先の本支店の総務
部門又は営業部門に配属し，その後も相当期間経過毎にかなり頻繁に異動を実施し
た。なお，会社は，異動に当たっては，配置，異動についての意見を記載した本人
の「自己申告書」を参考とした。
　これに対し，高卒女性については，採用時配属の本支店より他へ異動させること
はほとんどなく，極めてまれに行われる場合でも，より親許に近い支店か，本人が
結婚による同居のため転居を希望する場合などであった。
（ウ）　研修
　会社は，高卒男性については，新入社員研修，入社後一定年数経過の後の集合研
修，総務部門から営業部門への配置換え時の営業関係の研修，主任を対象とした研
修等多様な研修を行った。
　これに対し，高卒女性については，入社当時に，社員としての心構え，接遇の基
本といった内容の研修を行う程度で，その後は，女性店頭補助者研修等を行う程度
であった。
オ　原告らが入社後に従事した業務等
（ア）　原告Ｐ２
（甲４０，１１４，１２５ないし１２８，１５９，１７８，２２７，乙８３ない
し８８，１１６，１５４，証人Ｐ１８，原告Ｐ１０本人）
ａ　原告Ｐ２は，昭和４０年３月愛知淑徳高校を卒業し，会社（旧野村證券株式会
社）名古屋支店で入社選考を受けて同年４月会社に採用され，名古屋駅前支店に配
属されて今日まで同支店に勤務している。名古屋駅前支店には，原告らのうちで
は，原告Ｐ２のほか，原告Ｐ５，原告Ｐ９，原告Ｐ１１，原告Ｐ１０がいる。
　原告Ｐ２は，入社に際し，会社から，担当する業務は，定型的・補助的業務であ
るとか，原告Ｐ２と基幹的業務を担当する者とでは採用区分を異にしているといっ
た説明は受けなかった（この点は，その余の原告らについても同様である。）。
ｂ　当初「保管」係に配属されたが，まもなく「電話交換」業務へ係替えとなり，
昭和４１年度上期（以下，上期とは４月から９月まで，下期とは１０月から翌年３
月までをいう。）より「得意先」業務を担当した。この業務は，顧客との取引成立
に伴って作成された本伝票及び入金・出金の伝票が「得意先」担当者に回付される
ので，同担当者がこの伝票の内容を「バロース会計機」という電気計算機に打ち込
む方法で「顧客勘定元帳（約定年月日，銘柄，数量，単価，金額，受渡月日，借
方，貸方，残高等が記載される法定帳簿）」を記帳するというものである。「得意
先」担当者は，併せて定期的に，全顧客分の顧客勘定元帳リーフの合算と，別に
「計算」担当者が，伝票自体から別途集計していた数額との突き合わせを行ってい
た。この業務は，その後合理化の進展に伴い大型コンピュータに代替され，現在は
存在しない。
ｃ　昭和４３年度ころから，「代理事務」業務を担当していた。「代理事務」と
は，有価証券の発行会社に代わって債券の元利金，投資信託の分配金・償還金を顧
客に支払うための，事務手続を行う業務である。



　顧客への支払は，会社が顧客より保護預りしている有価証券に係わるものと，顧
客が利札もしくは本券を支店に持参するものとに大別される。会社が保護預りして
いる顧客の債券もしくは投資信託の利子・分配金については，本社で利払い伝票が
作成され社内便で支店に送付されるので，支店の「代理事務」担当者は，①この本
伝票を受け取り，顧客が受け取りに来店するまで保管する，②顧客来店時に，顧客
から預り証を受入れ，保管している本伝票の支払銘柄・数量と照合し，預り証の裏
面に支払済み印を，当該本伝票に扱印を，それぞれ押印し，預
り証・本伝票を検印者に回付する，という業務に従事していた。
　顧客が利札又は償還期日の到来した本券を持参した場合は，「代理事務」担当者
は，①事故照会，支払期日確認を行い，②本伝票を作成し，③本伝票に扱印を，利
札に消印を押印し，検印者に回付する作業を行った。なお，顧客からのクレームの
対応も行った。
　利払い後，本伝票と複写になっているＯＣＲカード（光学式文字読取装置＝オプ
ティカル・キャラクター・リーダーに読み込ませるカード）を利払い終了の連絡の
ために本社に送付し，支払済みの利札も，同様にまとめて本社に送付した。この業
務は，その後，システム端末の操作によって利金・分配金の検索・計算・伝票作成
ができるようになったため，業務量が大きく減少し，「保管」担当者の業務に吸収
された。
ｄ　昭和４６年度以後の一時期，「口座」業務の一部分である「非課税」業務を担
当した。この業務の内容は，顧客から受入れたマル優・特別マル優等の非課税書類
（「顧客控」，「申告書」，「申込書」等が複写になっている。）につき，顧客の
記名捺印のチェック及び顧客の非課税枠の残存金額の確認をし，システム端末に入
力することで，社内的な登録を行うというもので，その他に，「申告書」の当月受
入分を，翌月１０日に所轄税務署に提出するため，枚数を数えることも行ってい
た。
ｅ　その後，「代理事務」担当になった後，昭和５２年度上期より再び「非課税」
担当となった。
　なお，現在では登録・照会作業が合理化され，野村ビジネスサービス株式会社
（会社は，昭和６０年１１月，事務処理システムの改善による効率化，専門化を図
るため，同社を設立した。以下「ＮＢＳ」という。乙５３）に委託されたため，業
務量は激減している。
ｆ　昭和５４年度上期は，現在の「口座」業務の前身である「コード」業務を担当
した。この業務は，顧客から受け入れて回付されてきた取引申込書に基づいて，口
座番号・氏名・住所・口座種別・税区分・電話番号・住所コード等を，５０音順に
「顧客音別索引台帳」に記入するものである。また，当該台帳を調べて，新規顧客
であること，重複開設ではないことが確認できれば，「口座番号台帳」にも開設年
月日・氏名・住所・税区分等を記入し，口座番号を付与することも行った。その他
に「コード」担当者は，「保護預り口座設定申込書」その他受入書類を５０音順に
ファイルすること，預り証・受領証等に
顧客が押印した印鑑を届出印と照合をすること，支店各課の問い合わせに対し顧客
の氏名から口座番号を調べること等の業務も担当した。
ｇ　昭和５５年度下期より「口座」業務の担当となった。この業務の内容は，前記
の「コード」業務と同一である。ただし，第２次オンラインシステムの稼働に伴
い，「顧客音別索引台帳」，「口座番号台帳」は廃止され，システム端末を操作す
ることにより照会・登録が可能となったことで，記入という手作業が無くなり，業
務が簡素化されている。また，現在，ＮＢＳに，口座属性の登録作業，口座関係書
類のファイル作業が移管され，この結果，支店には顧客からの受入書類のチェック
と当該書類のＮＢＳへの送付が残っている程度である。
　なお，原告Ｐ２は，コンピュータ登録が進むにつれ，非課税処理の登録・管理フ
ァイルや法人口座の申込書と登記簿謄本の請求管理なども行うようになった。
　原告Ｐ２は，昭和５８年７月店内主任待遇になった。また，平成元年７月社団法
人日本証券業協会の定める一般外務員資格試験に合格した（なお，一般外務員資格
は，平成２年から一種，二種に区分されたが，この制度変更以前に一般外務員の資
格を取得した者は，一種外務員資格と同様の業務を行うことができるとされてい
る。）。
ｈ　平成２年度上期より「未済・未切換」業務を担当した。有価証券の取引に当た
っては，約定代金の受け入れ，預り証の発行又は回収は，必ず定められた期限内に
行われなければならないが，これらの進行状況を営業担当者から聞き取り，それを



総務管理者に報告するのが，この業務である。
　「未済」業務とは，受渡日において顧客からの入金が無いか，入金に不足が存す
る場合，入金方法等を営業担当者に確認すること，顧客からの入金が銀行振込の場
合は，銀行から送られるテレックスもしくは銀行への電話照会に基づいて，当該顧
客勘定に計上するための振替入金送信を行うことである。「未切換」業務とは，
「精算（成立した取引に係る預り証等の証票や付随して必要な書類を顧客から受け
入れ，顧客勘定に残った残金の処理をして，顧客に引渡すべき証票があればそれを
作成発行するという一連の作業）」を，受渡日から１４営業日以内に完了するよう
営業担当者に確認することである。
　原告Ｐ２は，前記「未済」業務のうちの振替入金送信をアルバイトとともに行っ
ていた。現在，レポート口座（預り証の授受を要しない旨
を約した顧客の口座）が増えたことなどから，この業務はかなり減少している。
　また別に，「配信」業務も担当した。この業務の内容は，毎営業日各種帳票（約
定リスト，管理用リスト，取引報告書等）がセンターのコンピュータから支店に配
信されるが，その際，それを受信する支店の「配信プリンター」に帳票セット指示
が印字されブザーが鳴るので，指示に基づき白紙の帳票をセットして印字させ，印
字が終了したら当該帳票を処理する担当者に渡すという作業である。原告Ｐ２は，
この作業をアルバイトとともに行っていたが，その後システム化に伴い，配信業務
は廃止されている。
ⅰ　平成３年１２月より「後方精算班」において「入金処理」業務を担当した。こ
の業務の内容は，前記「未済」業務のうちの，振替入金送信を行うことである。
ｊ　平成４年８月より，「総務サポート班」において「証書喪失処理」業務及び
「証金ローン」業務等を担当した。
　「証書喪失処理」業務とは，顧客が保護預り有価証券の預り証等必要証書を喪失
した場合，「証書喪失届」（乙８７。以下「喪失届」という。）が提出されるの
で，その届出印鑑，住所，筆跡，取引記録等を確認の上，受理年月日，氏名，口座
番号，扱者，住所，喪失証書の発行年月日及び番号，銘柄，数量等を台帳に記人
し，システム端末から喪失届受理の登録を行い，総務課長に台帳を見せて喪失届に
検印（なお，一般に，昭和５９年当時及びその後の検印者の範囲につき，甲６７，
７２，７３。以下，同じ。）を受け，約１か月後の段階でも発見できなかった場
合，営業担当者を通じて顧客より念書及び印鑑証明書（甲１１４，乙８８）を提出
させて，証書無しの精算又は証書の再発行をシステム端末に入力し，総務課長に完
了の検印を受けるという業務である。
　喪失届が虚偽である可能性があるときは，総務課長又は課長代理に報告すること
となっている。なお，レポート口座契約率の上昇により預り証等の発行が減少し，
それに伴い 終的には喪失処理業務も減少した。また，現在，この業務はＮＢＳに
委託されており，支店で行うのは，顧客からの受付とコンピュータヘの登録のみと
なっている。
　「証金ローン」業務とは，証券金融株式会社が実施している有価証券担保融資の
取り次ぎ業務であり，店頭受付者が顧客より融資申し込み関係書類を受け入れ，総
務課長が顧客と面談した後適正と判断した客について，担当者が，記載事
項の確認，極度額の計算，融資・返済に係わる端末操作，担保状況の確認等を行う
という業務である。
ｋ　平成５年には，レポート化と喪失処理，相続係のフォローなどを，平成６年に
は外証，税務照会，みなし課税，申告書，住所不明，プリンターのリスト配布など
を行い，平成８年には，残高証明書の発行と相続係のフォローとなり，平成９年か
らは，ＣＦ班で仕事をしている。
　なお，名古屋駅前支店では，ミディ社員に対するに対する指示，指導は，総務の
女性社員が行っていた。（甲１９９）
ｌ　原告Ｐ２は，以上の業務を担当して現在に至っている。
（イ）　原告Ｐ５
（甲１０８，１１３，１５２，１７１の（１），乙１１６，原告Ｐ１０本人）
ａ　原告Ｐ５は，昭和３６年３月名古屋大学教育学部付属高校を卒業し，会社（旧
野村證券株式会社）名古屋支店で入社選考を受けて同年４月会社に採用され，名古
屋駅前支店に配属されて今日まで同支店に勤務している。
ｂ　昭和３７年度上期には「受渡」業務の担当であった。この業務は，株式等の売
買に伴う精算をすることである。
　売買の約定が成立した後，「テレタイプ」担当者が，売買報告書・計算書・本伝



票（受渡票と称していた。）・出納票・保管票兼計算書等が複写になった帳票にテ
レタイプで約定明細を受信し印字し，それらの帳票のうち，計算書が「受渡」担当
者に回付される。「受渡」担当者は，①計算書を顧客別に分類する，②当該顧客の
未精算の計算書がファイルされていればそれを抜き出し，売買の精算金額の差し引
きを計算し，メモ記入する，③このメモ記入した未精算金額が，別途本伝票を顧客
別に集計している「得意先」担当者の数字と合致するかどうかを確認する，④数字
が合致すれば，計算書は，精算時までファイルに戻す，という業務を行う。
　また，顧客が精算のため来店した場合には，店頭受付者から書類が回付されるの
で，その顧客の計算書をファイルから取り出し，過不足金に係る本伝票を作成し，
回収すべき預り証を確認の上，記名捺印を照合し，新たに発行する預り証があれ
ば，作成を担当する「カナタイプ」担当者に書類一式を回付し，顧客に引渡す有価
証券があれば「保管」担当者に回付するという業務も行っていた。
　現在では，未精算の明細は，約定データから自動的にオンラインシステムに反映
するようになっており，大幅に作業が合理化されている。
ｃ　昭和３７年度下期より「得意先」業務
の担当となった。これは原告Ｐ２のところで述べたもの（（ア）ｂ））と同様であ
る。
ｄ　昭和３９年度上期には「継続投資」業務の担当となった。「継続投資」とは，
「自動けいぞく投資」の略で，公社債投資信託・株式投資信託もしくは割引債券を
購入し，その分配金もしくは償還差益を自動的に再投資し，元本に組み入れる仕組
みの商品の総称である。
　業務のうち，入金の処理は，以下のとおりである。
　集金人（現在のミディ社員）が，顧客から集金した現金，作成した各種証票，新
規先から受入れた「自動けいぞく投資申込書」を，「集金事務」担当者（「証貯事
務」担当者とも呼ばれていた。）が内容をチェックし，現金出納担当者，検印者，
「継続投資」担当者に仕訳して回付する。
　「継続投資」担当者は，新規顧客については，①継続投資コースの口座番号を付
与し，申込書に必要事項を補足記入する，②「積立金通帳」を用意し，扱店・口座
番号・顧客名等を記入し，収入印紙を貼付し，支店名・入金年月日・入金額・領収
印を押印する，③「積立金通帳発行記入帳」に発行年月日・通帳番号・顧客名・扱
者・口座番号を記入する，④通帳を検印者に回付する，という作業を行い，次に，
新規顧客・既得意顧客の当日分の積立金入金票をまとめ，「自動けいぞく投資積立
金合計票（送付書）」に，コースごとにコース記号・購入回号・起算日・件数・合
計金額支部店コード・支店名等を記人し，積立金入金票・申込書（副）・住所連絡
票等とともに社内便で本社継続投資部宛に送付し（継続投資部は受入れた積立金入
金票により買付の約定処理を行う。）， 後に，新規顧客の「申込書（正）」をコ
ース別に５０音順にファイルするという業務を行う。
　また，解約の処理は，以下のとおりである。
　顧客より受け入れた「返還請求書」と積立金通帳が「継続投資」担当者に回付さ
れるので，「継続投資」担当者は，①顧客宛に通帳を預かる旨記した「受付票」を
作成し，検印者に回付する，②ファイルしてある申込書と返還請求書の捺印を照合
し，残高を本社から毎月送られてくる帳票で確認する，③「テレタイプ」担当者に
返還請求書を回付する（「テレタイプ」担当者は，返還請求書に基づき解約注文の
送信をする。），④翌営業日以降支店に配信される「売付報告書」を，内容確認の
上顧客宛発送する，⑤２枚目以降の計算書・出金伝票・受領証を，返還請求書及び
受付票控とともに，精算
時まで留め置く，⑥精算のため顧客が来店した場合は，店頭受付者を通じて受付票
と売付報告書を回収し，受領証の記名捺印を照合する，⑦回収物件，出金伝票，計
算書，積立金通帳を，検印者に回付する，⑧返還請求書は，製本し保存する，とい
う業務を行う。
　現在は，これらの業務はすべて合理化され，システム化又はＮＢＳに業務委託さ
れ，「継続投資」担当者は存在しない。
ｅ　昭和３９年度下期には「残高照合」業務の担当となった。これは，有価証券本
券の入出庫を顧客別に記入した「保護預り有価証券明細簿」の，適宜抽出された顧
客の分をコピーし，回答書を同封して顧客宛に発送する業務であり，その後の顧客
の問い合わせ，苦情についても対応していた。
　現在は， 低でも年１回預り残高の存する全顧客について，「残高照合書」がセ
ンターのコンピュータによって自動的に作成され発送されるので，支店にはこの業



務は存在しない。
ｆ　その後，昭和４０年度下期に「代理事務」業務の担当となった。この業務は，
原告Ｐ２のところで述べたもの（（ア）ｃ）と基本的に同様であるが，有価証券の
本社集中保管は昭和４２年秋から順次実施されたため，それ以前は，支店保管分の
支払期日の到来した債券もしくは投資信託の利子・収益分配金の支払い伝票は，支
店の「保管」担当者が作成し，本券から切り取った利札とともに「代理事務」担当
者に回付しており，原告Ｐ５はこの業務も行っていた点が異なる。
ｇ　昭和４０年代後半から昭和５１年度下期にかけて「整理事務」業務の担当とな
った。「整理事務」業務は，前営業日に約定が成立した売買・募集についての顧客
宛郵送用の「取引報告書」が午前中に支店に配信されるので，これを用紙に受信
し，売買もしくは募集伝票と，氏名・口座番号・銘柄・数量・売り買いの別を照合
した上で，（もし指示があれば講演会の案内・新商品紹介・新制度の解説等ととも
に）封筒に封入し，照合後の売買もしくは募集伝票は，定められた順に並べ替え，
製本し，保管するというものである。
　現在，伝票との照合，取引報告書の発送は，ＮＢＳに事務委託されており，支店
ではごく少数の例外が残っている程度である。
ｈ　昭和５２年度上期から「非課税」業務の担当となった。これは原告Ｐ２のとこ
ろで述べたもの（（ア）ｄ）と同様である。
　なお，原告Ｐ５は，昭和５８年に店内主任待遇となった。また，昭和６２年４月
から平成元年６月
まで「証書喪失処理」業務を，一部担当した。同業務も，原告Ｐ２のところで述べ
たもの（（ア）ｊ）と同様である。
ⅰ　平成元年度上期より「郵送精算」業務の担当となった。これは，顧客から受入
れた書類と預り証等の証票類をチェックし，顧客宛に発行する物件を作成する業務
であり，具体的には，取引に伴い発生する顧客から受け入れが必要な書類（申込
書・約諾書・税金関係の申告書等）・預り証等の証票等が，オンラインシステムに
約定日の翌営業日に反映されるので，必要な書類・証票等が全て受け入れられたか
どうかを確認し，押印してある印鑑を届出印鑑と照合し，残金があれば，銀行送金
で返却するか繰越預り金にするかの指示を担当営業社員から受け，発行物件を作成
し顧客に引渡すというものである。これら一連の作業を「精算」といい，引渡を郵
送によって行うことを「郵送精算」という。
　「郵送精算」担当者は，受入書類を「口座」担当者に回付し，また，回収票を添
付した預り証，本伝票は，検印者に回付し，発行物件は，送付書を添付して，同じ
く検印者に回付する。なお，発行物件引渡しの郵送作業は，順次ＮＢＳに移管さ
れ，支店での作業量は大きく減少している。
　原告Ｐ５は，別に，レポート顧客（預り証の授受を要しない旨契約した顧客）の
「郵送精算」も担当していた。
　現在，レポート顧客を含む「郵送精算」業務もＮＢＳに委託され，支店の作業量
は大幅に減少している。
ｊ　平成３年１２月からは，「後方精算班」において，前記「郵送精算」業務の担
当となった。
ｋ　平成４年３月より「合鑑精算班」において「現金出納」業務の担当となった。
これは，来店された顧客が返金を求めた場合，合鑑精算担当者が作成し検印を受け
た本伝票の出金額に従って現金を用意し，テラーズマシンという現金出納機に出金
の記録をし，その後，本伝票とともに回付されてきた計算書・証票と用意した現金
とを引渡担当者に回付する業務である。来店した顧客から入金がある場合は，入金
額の明細が記入してある「入金票」と本伝票が検印を受けてから回付されてくるの
で，顧客名・金額に相違がないかどうかを確認し，テラーズマシンに入金を記録
し，釣り銭が必要であればその用意をし，その後，計算書・証票等を引渡担当者に
回付する。
　その他に，開店前に現金残高を数え直すこと，テラーズマシンに現金をセットす
ること，開店後現金残高を数えオンラインシステム
上の現金残高データと照合すること，現金分の本伝票・受領証の連番チェック（そ
の日作成された本伝票，受け入れた受領証を集め，１番から欠番なく 終作成分ま
でそろっていることを確認すること。），本伝票を集計のためＮＢＳに送ることも
行っている。
　また，顧客への銀行送金で，支店から銀行に直接振込の指示を行うケースが１日
に数件発生するが，その際，本伝票に従って送金小切手をチェックライターで作成



し，振込依頼票を記入し，検印者に回付することも行っている。 近では，ＡＴＭ
の利用件数が多く，現金そのものの出納業務の割合は減少しつつある。
　原告Ｐ５は，平成１０年６月二種外務員資格試験に合格した。
ｌ　現在は，「相続業務」を担当している。その内容は，後記の原告Ｐ９のところ
で述べるもの（（ウ）１）と同一である。
ｍ　原告Ｐ５は，以上の業務を経て現在に至っている。
（ウ）原告Ｐ９
（甲１０７ないし１１２，１１７ないし１２３，１５１，１７０，１７４，乙８
１，８２，１１６，１５２，証人Ｐ１８，原告Ｐ１０本人）
ａ　原告Ｐ９は，昭和３６年３月明和高校を卒業し，会社（旧野村證券株式会社）
名古屋支店で入社選考を受けて同年４月会社に採用され，名古屋駅前支店に配属さ
れて今日まで同支店に勤務している。
ｂ　入社当時は，「テレタイプ」の業務に従事していたが（その内容は，後記の原
告Ｐ７のところで述べるもの（（ク）ｂ）と同様である。なお，会社において，
「テレタイプ」の業務に男性社員が従事したことはなかった。），昭和３７年度上
期には「個人別」業務の担当となった。この業務は，顧客との有価証券本券の預
り・返却又は売買に伴い作成される「出納票」，「保管票」，「出入券票」に基づ
いて，個人別に本券の入出庫を記人することで，「保護預り有価証券明細簿」を作
成するというものであり，この明細簿の記載内容は，預り年月日，銘柄，数量，名
義人，預り証番号，引出年月日，引出事由等である。
　この業務は，その後，入出庫記録が自動的にオンラインシステムで把握され，明
細簿が，センターのコンピュータからマイクロフィルムの形で出力される顧客勘定
元帳の一部として作成されるようになったことから，廃止された。
ｃ　昭和３８年度上期に「現金出納」業務の担当となった。これは，原告Ｐ５のと
ころで述べたもの（（イ）ｋ）と基本的に同様であるが，当時は入出金ごとにカナ
タイプで「現金出納帳
」に記入しており，閉店後の現金残高はこの「現金出納帳」上の残高と照合をして
いたし，さらに別途本伝票から「計算」担当者が作成した「合計表」とも照合し，
また，本伝票は「合計表」や「日計表」作成のため計算担当者に回付していたの
で，これらの業務も行っていた点が異なる。
　この「合計表」による照合は，昭和４０年代後半からは原告Ｐ５のところで述べ
たとおり（（イ）ｋ），オンラインシステム上の現金残高データと照合するように
なった。
ｄ　昭和３９年度下期より「代理事務」業務の担当となった。これは，原告Ｐ２の
ところで述べたもの（（ア）ｃ）と基本的に同様であるが，当時は有価証券本券の
本社集中保管が実施される前であり，募集による方法で顧客が買付けた証券を除い
て全て支店で保管されていたため，支店保管分の支払期日の到来した債券・投資信
託の利子・収益分配金の支払い伝票は，支店の「保管」担当者が作成し，「代理事
務」担当者に回付していたし，また，ＯＣＲカードを本社に送付する必要もなかっ
たから，原告Ｐ９がこれらについての業務をしていない点で異なる。
ｅ　昭和４０年度下期より「保管」業務の担当となった。当時，有価証券本券は，
前記ｄのとおり，ほとんどが支店で保管されていたが，「保管業務」とは，この本
券について，顧客及び本社・大阪支店・名古屋支店の受渡担当部との出納，銘柄別
の入出庫明細の記録，及び定期的な保管有価証券の現物照合を行うものである。ま
た，債券・投資信託の利払い時には，利札を切り取り，支払伝票を作成の上，代理
事務担当者に回付する等の業務も行った。具体的には，①買付後本社・大阪支店・
名古屋支店の受渡担当部から支店に送付される有価証券と「受渡有価証券記番号帳
（兼送付書）」とを，事前に作成されている「出納票」と照合した上で受け入れ
て，支店内の金庫に保管する，②顧客が本券の返却を求めた場合，受付者が顧客か
ら記名捺印された預り証を受け入れて印鑑を照合し，「保管」担当者に回付し，
「保管」担当者は，金庫から該当の本券を確認の上出庫し，予め作成されファイル
されている「保管票」等を抽出し，本券・書類をセットにして検印者に回付する，
③顧客が本券を持参し，売却もしくは保護預りを求めた場合，受付者が本券を確認
し，「仮入券票」を作成して「保管」担当者に回付し，「保管」担当者は，再度本
券を確認し，預り証作成を担当するカナタイプ担当
者に回付し，売却が成立した場合は，該当の本券を，本社・大阪支店・名古屋支店
の受渡担当部に送付するという業務である。これらの作業の結果，支店金庫内の本
券には毎日移動が生じるが，各種帳票に基づいて記入した銘柄別の預り残高と金庫



内の証券の残高を， 低年２回，他からの応援も得て，突き合わせを行った。
　また，決算月間近になった銘柄の保有者の中で，名義書換を行っていない顧客に
対して，書き換えの案内を送付し，「名義書換請求書」を受け入れ，請求書と株券
を代行会社に持ち込む準備を行い，書き換えが完了し，代行会社から本券を受け入
れた後の作業も行っていた。
　「保管」担当者の業務量は，本券の本社集中保管が昭和４２年秋から順次実施さ
れたことにより，大幅に減少した。名義書換の作業も，平成３年１０月から平成４
年１０月にかけて段階的に株券保管振替による決済制度が実施されたことや，ＮＢ
Ｓへの業務の一部委託により，著しく減少している。
ｆ　昭和４３年度上期には「カード」業務の担当者であった。「カード」業務と
は，顧客毎に用意されたカードに，住所・氏名・売買した銘柄・数量・単価等の取
引記録を，売買・募集伝票から記入することである。
　なお，その後，作成したカードを利用することが漸減したことから，カード作成
業務は廃止された。
ｇ　昭和４５年度下期から「非課税」業務の担当となった。これは原告Ｐ２のとこ
ろで述べたもの（（ア）ｄ）と同様である。
ｈ　昭和４０年代後半は「整理事務」業務の担当となった。その内容は，原告Ｐ５
のところで述べたもの（（イ）ｇ）と同様である。
ⅰ　昭和５１年度上期から再び「非課税」業務の担当となった。
　原告Ｐ９は，昭和５５年店内主任待遇となり，昭和６２年一般職主任となった。
ｊ　昭和６０年度下期から「店頭引渡」業務の担当となった。来店した顧客の精算
を「合鑑精算」担当者が行い，検印後，出金・釣り銭があるものは現金出納担当者
を経由して，精算物件が「店頭引渡」担当者に回付されるが，「店頭引渡」業務と
は，「店頭引渡」担当者が，現金・計算書・証票等の精算物件を再度確認し，店頭
の引渡カウンターで当該物件を引渡すというものであり，開店後は，本伝票の一部
である「振替伝票」（例えば，顧客と銀行を介した資金のやりとりをする等の際に
作成する本伝票）の連番チェックも担当した。なお，揃えた振替伝票は，集計のた
めＮＢＳに社内便で送
付していた。
　また，顧客より預り証の提示を受け利金を支払う「店頭利払い」業務も担当して
いた。
ｋ　平成元年度上期から「回答書」業務と「売買損益・証明書作成」業務の担当と
なった。
　「回答書」業務とは，レポート顧客に対しては，定期的に売買の一覧と作成日現
在の保護預り有価証券残高を記載したレポートが本社から顧客宛に郵送されるが，
その際支店は，顧客から，回答書に記名捺印してもらった上，定められた期限まで
に受入れなくてはならないため，「回答書」担当者が，受け入れた回答書の記名捺
印の照合をすること，発送リストに「受入済み」の表示をして消し込むこと，期限
前に回答書未入顧客のリストを営業担当者や総務管理者に配布すること，回答書を
返送依頼のレター・印影のコピー・返信用封筒とともに顧客あて再送すること，受
け入れた回答書を受入日順に製本すること等の業務を担当するというものであり，
原告Ｐ９は，これをアルバイトとともに行っていた。
　この業務は段階的にＮＢＳに移管され，現在は，記名捺印の照合，製本，リスト
消し込みに代わる受入登録送信はＮＢＳが行い，未入顧客リストはシステム端末で
照会できるようになり，支店における業務は受け入れの督促と回答書再送のみが残
っている。なお，回答書省略契約が認可され，回答書を受入れなくてはならない顧
客は大幅に減少している。
　「売買損益・証明書作成」業務は，顧客からの依頼，営業担当者らからの連絡を
受けて，「売買損益計算書」，買付・売付の「約定証明書」，「残高証明書」等を
作成することである。顧客からの依頼であれば，「諸書類交付申請書」を顧客に記
入・捺印してもらった上受け入れて印鑑照合をした上，これらの書類を作成する。
①売買損益計算書は，依頼された対象期間の顧客勘定元帳をマイクロフィルムから
コピーし，この元帳から売買・募集・証拠金取引の決済損益のみを抽出しながら，
売買取引計算書を作成し（作成する内容は，銘柄コード・銘柄名・現物取引か信用
取引かの別・数量・単価・精算金額である。），売却・決済については，対応する
買付を見つけて記入し，差し引きを計算して，益か損かその金額を記入し， 後
に，損益の合計を記入して，作成する。②買付・売付の「約定証明書」とは，約定
成立時に郵送した取引報告書とほぼ同内容のもので，主に税務署提出用に顧客から



依頼されるが，依頼があると，当該約定内容を前記元帳から
探し，その明細に基づいて証明書を作成する。③残高証明書は，相続開始日等過去
に遡って残高を調べるもの等，顧客からの依頼によって様々な内容となるが，依頼
に応じた残高証明書を作成する。
　いずれの場合も，所定の様式に従って作成した書面とその材料となる前記元帳等
の資料を総務管理者へ回付し，検印後コピーを取り支店の控えとして保存し，顧客
宛交付するものであれば，送付書を作成し郵送する。
　現在，「売買取引計算書」，「残高証明書」の作成については，ＮＢＳへの業務
委託により支店で作成する件数は減少している。
　原告Ｐ９は，平成元年７月一般外務員資格試験に合格した。
ｌ　平成３年１２月から「管理班」において主に「相続事務」業務を担当した。
「相続事務」業務の内容は，以下のとおりである。
　まず営業担当者からの連絡ないしは顧客の遺族の申し出などに基づき，相続開始
受付の登録をコンピュータのオンラインに入力することによって，売買・精算・証
券引出を停止する。顧客の遺族の手続申し出が遺産分割決定の前か後か，顧客の契
約内容，預り有価証券の中身等によって，遺族から受け入れる書類が決められてお
り，必要な書類の有無をチェックし，それらが全部揃ったら（不備があれば連絡す
る。），総務課長に回付する。検印終了後，相続人の口座に有価証券を移管する送
信をし（希望により証券類を返還する場合もある。），被相続人の口座を閉鎖する
送信を行い，相続人に相続手続の完了を知らせる「お預り明細のお知らせ」を郵送
する。その際，端株のみの預りの処理，非課税制度の利用などについても説明する
こともあった。証書類は，永久保存と定められているのでファイルする。
　担当者には，「相続形態別必要書類一覧表」などのマニュアルが交付されている
が，原告Ｐ９は，業務に必要な知識を身に付けるべく自らも努力していた。
　かつてこの「相続事務」は，課長又は課長代理が担当していた時期もあった。
　なお，平成４年３月からは，「総務サポート班」において「相続事務」業務を担
当したが，現在この業務についても受付業務を除くすべての業務がＮＢＳに委託さ
れており，支店では，主に相続人等の来店時の対応を行う程度である。
ｍ　平成６年２月より「るいとう」（後記の原告Ｐ１３のところで述べる。（ス）
ｃ）の業務の一部（株券引き取りか保護預りかを顧客に確認して処理する業務）を
担当し，また，税務調査の業務
も担当した。
ｎ　原告Ｐ９は以上のような業務の変遷を経て，現在に至っている。
（エ）　原告Ｐ１１
（甲１１５，乙１１６，原告Ｐ１０本人）
ａ　原告Ｐ１１は，昭和３７年３月松蔭高校を卒業し，会社（旧野村證券株式会
社）名古屋支店で入社選考を受けて同年４月会社に採用され，名古屋駅前支店に配
属されて今日まで同支店に勤務している。
ｂ　入社当時は「得意先」業務の担当であり，これは原告Ｐ２のところで述べたも
の（（ア）ｂ）と同様である。
ｃ　昭和３７年度下期に「受渡」業務の担当となった。これは原告Ｐ５のところで
述べたもの（（イ）ｂ）と同様である。
ｄ　昭和３９年度下期から「得意先」業務の担当に戻った。
ｅ　昭和４６年度ころは，「預り証の回収」業務と「報告書の発送」業務を担当し
ていた。
ｆ　昭和４０年代後半からは「利払い」業務の担当となった。この業務は，原告Ｐ
２のところで述べた「代理事務」業務（（ア）ｃ）の一部であり，利金受け取りの
ために来店した顧客を主に担当するもので，①顧客が利札を持参した場合は，利札
と記名捺印された「利金・収益金支払い請求書」を受入れ，事故照会を行い，銘
柄・回号・数量に基づいて支払金額を計算した上，利札の裏面に支払済み印を押印
し，支払請求書とともに検印者に回付し，検印後，利金計算害と利金を顧客に引渡
し，利札は本社に送付する，②顧客が預り証を持参した場合は，預り証を受け入
れ，利払い伝票と照合し，受領証に記名捺印したもらった上受け入れ，預り証の裏
面に支払済み印を押印し，検印者に回付し，検印後，利金，利金計算書及び預り証
を顧客に引渡す，というものである。
ｇ　昭和５４年度上期から「コード」業務の担当となった。これは原告Ｐ２のとこ
ろで述べたもの（（ア）ｆ）と同様である。
　昭和５５年度下期から「口座」業務の担当となったが，これも原告Ｐ２のところ



で述べたもの（（ア））ｇ）と同様である。
　原告Ｐ１１は，昭和５５年に店内主任待遇となった。
ｈ　昭和５９年度上期から「未済・未切換」業務の担当となった。これは原告Ｐ２
のところで述べたもの（（ア）ｈ）と同様である。
　また，原告Ｐ２のところで述べた「配信」業務（（ア）ｈ）をアルバイトととも
に担当していた。
ⅰ　平成２年度上期に「法人受渡」業務の担当となり，支店の法人顧客についての
精算を担当した。業務の内容は，以下のとおりである。
　営業担当者・社外受渡担当の庶
務社員が客先に出向いて精算・受渡を行う「社外精算」の場合，まず営業担当者が
「社外受渡連絡票」に受入明細・持参明細を記入し，上司の検印後，「法人受渡」
担当者に回付するが，「法人受渡」担当者は，①受入・持参の明細とオンラインシ
ステム上の未精算明細とを照合して記入漏れがないかどうかを確認し，もし漏れが
あれば追記する，②次に所定の手続きに従って計算書・発行証票・本伝票等を作成
し，受入必要書類を用意する，③扱印を押印し，これらをまとめて検印者に回付す
る。
　「郵送精算」の場合は，原告Ｐ５が平成元年以降行っていた業務（（イ）ⅰ）と
同様である。
　平成３年１２月からは「後方精算班」において，この「法人受渡」業務を担当し
ていた。
ｊ　平成４年３月から「合鑑精算班」の「店頭引渡」業務の担当となった。これは
原告Ｐ９のところで述べたもの（（ウ）ｊ）と同様である。
ｋ　平成４年１１月から「後方精算班」の「法人受渡」業務の担当に戻った。
ｌ　平成５年１０月ころから「総務サポート班」で「証明書作成」業務，「住所不
明口座の追求」業務，「担保ローン」業務（原告Ｐ２のところで述べた証金ローン
（（ア）ｊ）と同内容の業務である。）の担当となった。「証明書作成」業務は，
原告Ｐ９のところで述べた「売買損益・証明書作成」業務（（ウ）ｋ）のうちの
「証明書作成」業務と同様である。
　「住所不明口座の追求」業務とは，顧客へ送付した郵便物が住所不明等で返戻さ
れた場合，営業担当者に確認する等原因を追求し，新住所が判明すれば，顧客へ住
所変更届を郵送し受け入れることである。この業務についても，現在そのほとんど
はＮＢＳに委託されている。
　原告Ｐ１１は，平成６年６月一般職主任となった。また，平成１０年５月二種外
務員資格試験に合格した。
ｍ　以上のような経過をたどって，原告Ｐ１１は現在に至っている。
（オ）　原告Ｐ１０
（甲６６，１０３ないし１０５，１１５，１５８，１７７，乙９１，１１６，原告
Ｐ３本人（第１回），原告Ｐ１０本人）
ａ　原告Ｐ１０は，昭和３９年３月，四日市商業高校を卒業し，会社（旧野村證券
株式会社）名古屋支店で入社選考を受けて同年４月会社に採用され，名古屋駅前支
店に配属されて今日まで同支店に勤務している。
ｂ　入社後「残高照合」業務の担当になったが，まもなく「カナタイプ」業務の担
当となった。これは顧客に発行する預り証をカナタイプで作成す
る業務であり，併せて「預り証発行記入帳」に記録を行っていた。
　現在ではシステム端末に入力すれば，自動的に預り証その他の証票が作成され，
タイプ作成することはなく，また預り証発行記入帳も，顧客勘定元帳の一部として
センターのコンピューターで作成されるようになり，記録の必要はない。
ｃ　昭和４３年度上期には「得意先」業務の担当となった。これは原告Ｐ２のとこ
ろで述べたもの（（ア）ｂ）と同様である。
ｄ　昭和４６年度上期から「代理事務」業務の担当となった。これも原告Ｐ２のと
ころで述べたもの（（ア）ｃ）と同様である。昭和４７年には「財形事務」業務の
担当となった。その内容は，後記の原告Ｐ８のところで述べるもの（（カ）ｆ）と
同様である。
ｅ　昭和５１年度下期から「整理事務」業務の担当となった。これは原告Ｐ５のと
ころで述べたもの（（イ）ｇ）と同様である。
ｆ　昭和５４年度下期から「非課税」業務も一部担当するようになり，昭和５８年
度下期からは「非課税」業務のみを担当した。その内容は原告Ｐ２のところで述べ
たもの（（ア）ｄ）と同様である。



　原告Ｐ１０は，昭和５７年店内主任待遇となった。
ｇ　昭和６０年度下期から「受渡」業務の担当となり，主に「社外精算」・「郵送
精算」を担当していた。その内容は，原告Ｐ１１のところで述べたもの（（エ）
ⅰ）と同様であるが，対象顧客は法人に限らず，個人も担当していた。
ｈ　昭和６２年度上期から「継投約定」業務の担当となった。これは「継続投資コ
ース約定送信」業務の略で，原告Ｐ５のところで述べた「継続投資」業務（（イ）
ｄ）と本質的には同様であるが，オンラインシステムが整備され自動化が進展した
ため，業務は大幅に簡素化されていた。
　例えば買付の場合，営業担当者は，買付約定の注文伝票を作成し，買付代金の入
金経路（預り金充当，銀行振込，他商品売却等）を記入し，「継投約定」担当者に
回付し，その際営業担当者は，当該コースの買付が初めてであれば，コースを開設
するための「口座開設連絡票」も併せて作成し添付するが，「継投約定」担当者
は，①顧客属性を確認し，コースを開設する，②注文伝票は入力確認の扱印を押印
し，複写となっている注文伝票をはがし，営業担当者用・精算担当者用・製本保存
用とに仕訳し，それぞれの担当者に回付する，というものであった。
　売付の場合は，営業担当者が注文伝票を作成し，売却代金の受取方
法（現金，銀行送金，他商品買付等）を記入し，「継投約定」担当者に回付する
が，「継投約定」担当者は，①売却すべき証券の残高があるかどうかをシステム端
末で確認し，残高があれば，売却の約定内容を受取り方法に従って端末に入力す
る，②注文伝票は買付時と同様の処理をし，受渡日に改めて精算が必要なものは手
元に一時保留する，というものであった。
　また，約定確認リストが配信されるので，「継投約定」担当者が自ら明細を確認
することも行っていたし，売買に伴い，約定日の翌営業日に取引報告書が配信され
るので，注文伝票を「報告書発送」担当者に回付して確認を受けることも行ってい
た。
　現在では，報告書の照合・発送業務はほとんど全てＮＢＳが行っており，支店に
は同業務は存在しない。また，約定内容のシステム端末への入力も，そのほとんど
を営業担当者が行っており，「継投約定」担当者が行うのは，一部の商品のみとな
っている。
ⅰ　平成元年度上期から「非課税」業務の担当となった。これは原告Ｐ２のところ
で述べたもの（（ア）ｄ）と同様である。
　また，「証書喪失処理」業務も一部担当した。これは原告Ｐ２のところで述べた
もの（（ア）ｊ）と同様である。
　原告Ｐ１０は，平成元年７月一般外務員資格試験に合格した。
ｊ　平成３年１２月から「約定班」において「継投約定」業務に戻った。
　原告Ｐ１０は，平成４年６月に一般職主任となった。
ｋ　平成４年８月「法人受渡」業務の担当となった。その後，平成４年１１月「合
鑑精算班」の「店頭引渡」業務の担当となった。その内容は，原告Ｐ９のところで
述べたもの（（ウ）ｊ）と同様である。
ｌ　平成５年５月「合鑑精算班」の「保管」業務の担当となった。これは，原告Ｐ
９のところで述べたもの（（ウ）ｅ）と同様であるが，証券を集中保管したこと，
オンラインシステムが整備されたことによって簡素化が進んでおり，以下のような
内容になっていた。
①　本券を顧客に返却する場合は，営業担当者が「本券取寄依頼票」を起票し，総
務管理者に回付するので，「保管」担当者は，総務検印を押印後，当日分をＮＢＳ
に社内便で送付する。ＮＢＳは同依頼票に基づいて本券を本杜から支店に取り奇せ
る送信を行い，通常４営業日目までに社内便でＮＢＳから本券が送付されてくるの
で，「保管」業務担当者は，本券の名義・銘柄・数量を照合し（合併に伴う株式比
率，単位株となっているかなど
も確認する。），検印を受け，顧客に返却するまで支店内の金庫に保管しておく。
返却時には，顧客から預り証等を受入れて印鑑照合をし，証券返却の送信をシステ
ム端末に入力すると出券票が自動的に作成されるので，返却する本券と預り証等と
ともに検印者に回付する。なお，現在は，ほとんどの返却が郵送で行われており，
支店での返却件数は大幅に減少している。
②　顧客から本券を受け入れる場合は，受付者が仮入券票を作成し，本券とともに
「保管」担当者に回付する。「保管」担当者は，再度銘柄・数量を確認し，事故照
会をシステム端末に入力した後，証券預りの入力を行い，これにより入券票と預り
証等が自動的に作成されるので，本券・入券票・預り証等を，扱印を押印後，検印



者に回付する。検印後，入券票・本券が回付されてくるので，本券は本社に送付す
るまで支店内の金庫に保管し，翌営業日，本社から「集中預け証券送付書」・「直
送リスト」が配信されるので，そのリストにあわせて社内便を作成し，検印を受
け，本券を本社に送付する。
　名義書換の作業については，平成３年１０月から平成４年１０月にかけて段階的
に株券保管振替による決済制度が実施され，その後同制度が定着したことにより，
著しく減少している。
　また，有価証券は，原則的に，顧客に返却する予定のもの以外は支店に置かない
こととなっており，保管有価証券の残高照合の事務も著しく減少している。
　また，原告Ｐ１０は，「代理事務」業務の担当者が行っていた業務も担当してい
た。これは，利払いを店頭で受取る顧客が減少したこと，ＡＴＭが設置され手作業
での利払い処理件数が減少したことにより，「保管」業務と「代理事務」業務を同
時に行うことができるようになったことによる。
ｍ　平成６年から「総務サポート班」において，「保管」，「代理事務」を担当し
た。
　平成８年から，「総務フロント班」において，「保管」，「代理事務」，「店頭
精算」，「合鑑精算」，「未済，未切換」，「振込入金」，「社外受渡作成」等を
担当している。
ｎ　平成８年６月１９日，顧客から日本興業銀行の古い株券（昭和１４年発行。甲
１０４）を売却したい旨の申し出があり，当時保管係であった原告Ｐ１０は，「全
国流通適格株券参考要覧」（甲１１５）で調査した。この株券は，同要覧上は流通
不適格とはされていなかったものの，課内で開かれた事務管理確認会で偽造株券発
行の件が報告
されていたこともあって，原告Ｐ１０が日本興業銀行の代行事務を担当する中央信
託銀行に問い合わせたところ，現在では売却できない無効株券であることが判明し
たことがあった。（乙９１は，問い合わせは，総務課長の指示によるものであった
とするが，前掲証拠に照らし，採用できない。）
ｏ　以上の経過をたどって，原告Ｐ１０は現在に至っている。
（カ）　原告Ｐ８
（甲１５７，１７６，乙１１７）
ａ　原告Ｐ８は，昭和３８年３月小倉西高校を卒業し，会社（旧野村證券株式会
社）小倉支店で入社選考を受けて同年４月会社に採用され，同支店に配属され，以
後今日まで同支店に勤務している（昭和４１年１月１日，小倉支店は北九州支店に
名称を変更した。）
ｂ　配属当初は，株式配当金取立てや株式の名義書換の代行に関する事務をしてい
た。
ｃ　昭和３９年度上期には「保管」業務（原告Ｐ９のところで述べたもの（（ウ）
ｅ）と同様である。）の一部を担当していた。
ｄ　昭和４０年度上期より「電話交換」業務の担当となり，社外からかかってくる
電話の交換手を務めていた。
ｅ　昭和４３年度上期には「営業補助」業務の担当となった。これは，支店営業課
男性社員の指示の下，資料作成・電話の取り次ぎ・売買伝票の発注送信の補助など
の業務を行うものであった。
　昭和４３年度下期には店頭のカウンターで「店頭補助」業務の担当となった。こ
れは，精算のため来店した顧客の受付をする業務である。昭和４４年度下期は「保
管」業務に一旦戻るが，昭和４５年度上期には「営業補助」業務を再度担当するよ
うになった。
ｆ　昭和４０年代後半は「財形事務」業務の担当であった。
　「財形」とは，勤労者財産形成促進法に基づく「財産形成貯蓄制度」のことであ
り，その仕組みは，会社と覚書を交わした企業もしくは官公庁が，従業員の給与か
ら予め契約した一定額を毎月控除し，一括して会社に送金し，会社は，その資金
で，予め当該従業員と結んだ契約に従って公社債投資信託を当該従業員の口座で買
い付けるというものである。
　その業務の内容は，①申込書など必要書類を確認し，ファイルすること，②口座
開設を本社に依頼すること，③毎月，企業に払込の案内を送付し，入金を確認する
こと，④入金額を配信リストと照合後，買付の処理を本社に依頼すること，⑤解約
希望者から返還請求書を受入れ，印鑑を照合し，返還請求書の記載事項に基づいて
システム端末に入力する



こと，⑥諸変更届を受け入れ，印鑑を照合の上，本社に変更登録の依頼をするこ
と，⑦買付報告書・売付報告書・残高報告書・残高明細簿を本社から受け入れ，企
業に送付すること，⑧その他の本社から送付される帳票をファイルすること，など
であった。
　現在，財形に係る全業務はＮＢＳに移管されている。
ｇ　昭和５０年度下期には「保管」業務の担当であった。これは原告Ｐ９のところ
で述べたもの（（ウ）ｅ）と基本的には同様であるが，既に「本券の本社集中保
管」が実施されており，以下のように業務を行っていた。
　まず本券を顧客に返却する場合は，「保管」業務担当者は，①本券を本社から支
店に取り奇せる旨，ＯＭＲ（オンライン・マーク・リーダーというマークシートカ
ードを読みとる機械）を使って送信する，②該当する証券の保管票をファイルから
取り出し，手元に置いておく，③後日社内便で送付されてくる本券の名義・銘柄・
数量を確認し，検印を受け，顧客に返却するまで支店の金庫に保管しておく，④返
却時には，顧客から預り証などを受入れて印鑑を照合し，保管票と本券を取り出
す，⑤ＯＭＲを使って，証券を返却する旨の送信をシステム端末に入力する，⑥返
却する本券・預り証・保管票を検印者に回付する，⑦検印者から回付される保管票
を製本し，保存する，などを行っていた。
　次に顧客から本券を受け入れる場合は，受付者が仮入券票を作成し，本券ととも
に「保管」担当者に回付するので，「保管」担当者は，①再度銘柄・数量を確認す
る，②本社から配られるリストと照合し，事故証券でないことを確認する，③カナ
タイプで預り証を作成する（入券票・保管票・添付票も，その際複写で作成され
る。），④ＯＭＲかテレタイプを使って，証券を預る旨の連絡を入力する，⑤入券
票・その他の伝票・預り証・本券を扱印を押印後，検印者に回付する，⑥検印後・
入券票などとともに本券が回付されてくるので，本券は本社に送付するまで支店内
の金庫に保管する，⑦翌営業日，本社から「集中預け証券送付書」，「直送リス
ト」が配信されるので，そのリストにあわせて社内便を作成し，検印を受け本券を
本社に送付する，⑧入券票を製本し，保管票をファイルする，などを行っていた。
　名義書換については，名義書換受付期限に間に合うよう顧客に名義書換の案内を
送付し，名義書換請求書を受入れ，書換中である旨システム端末に登録をし，本社
に名義書換
請求書を送付することを行っていた。前記のとおり（（オ）１），現在では名義書
換業務は大幅に減少している。
　保護預り口座を設定し株券を寄託している顧客からは，日本証券業協会の規則に
基づき，１か月以内に口座管理料を徴収しなければならないが，原告Ｐ８は，口座
管理料の支払いを営業担当者を通じて顧客に確認し，その途中経過を総務管理者に
報告する業務も，担当していた。
　なお，口座管理料の徴収に関する日本証券業協会の規則は平成１０年に廃止さ
れ，会社は，現在は会社規則によって口座管理料を徴収している。
ｈ　昭和５３年度上期から「非課税」業務の担当となった。これは，原告Ｐ２のと
ころで述べたもの（（ア）ｄ）と同様である。
　原告Ｐ８は，昭和５６年７月店内主任待遇となった。
ⅰ　昭和５９年度下期から「発送」業務の担当となった。「発送」業務は，社内に
おける「社内便」に係る作業と郵便物に係る作業とに大別される。社内便に係る作
業の場合は，受け取りについては，毎朝本社から社内便が運送業者によって支店に
届くので，社内便の袋を開けて中身を仕訳し，支店内の各担当者に渡るように予め
用意された段ボール箱に入れる作業（特別に受領印が必要なものがあれば，捺印を
もらうために出向くこともある。）を行い，発送については，夕方本社宛・ＮＢＳ
宛発送するものを専用の袋に詰め（その際，発送の控を残す必要のある「社内書留
便」については，「書留発信簿」に記入し，検印をもらう。）， 後に，袋に鍵を
かけて，紐で縛り，帯封をして，割印を押すという作業（運送業者への引渡は，原
告Ｐ８が行う場合もあるし，他の社員が行う場合もある。）を行った。
　郵便物に係る作業の場合は，受け取りについては，①郵便局員が支店に配達する
郵便物を受け取った上，②開封し，現金・切手・預り証などの証票・証券・クーポ
ン配当金領収証が入っていれば，その内容を「受信簿」に記入し（書留便が届いた
場合も同様に受信簿に記入する。），③仕訳して，それぞれ担当者に配布する（そ
の際，受信簿に記録したものについては，受領印をもらう。）という作業を行い，
発信については，①送付書と送付物を封入して封印し，重さを量り，サタス（郵便
切手に代わるシール）もしくは切手を貼り，②「諸報告書発送日報」に記入する必



要のあるものについては「発送日報」を記入し，検印を受け（書留の発送（預り
証・本券など）については，郵
便局所定の「書留郵便物受領証」に記入する。），③サタス・切手・現金持ち込み
分の額をそれぞれ計算し，④「発信簿」に記入し（そのとき，③で計算した金額も
記入する。），⑤郵便局に持ち込む準備をし，検印者に回付する（実際に郵便局に
持ち込むのは，社外受渡を専門に担当する庶務社員が主に行う。），⑥なお，「送
付書控」を残すものは，送付書と複写になっている控をまとめて定期的に製本す
る，という作業を行っていた。これらのうち，郵便物の社外への発送及び受け取り
は，ＮＢＳへの業務委託やシステムの対応により，現在かなり減少している。
ｊ　平成３年度下期より前記「発送」業務に加えて，「精算」業務のうち「郵送精
算」（その内容は，原告Ｐ５のところで述べたもの（（イ）ⅰ）と同様である。）
なども担当するようになったが，実際には，前記「発送」業務を別の一般職掌社員
１名とアルバイト２名が担当しており，原告Ｐ８は，「郵送精算」のほか，「社外
受渡」，スーパーゴールドのベロ送信（伝票による本社送信）を行っていた。
　原告Ｐ８は，平成３年７月二種外務員資格試験に合格した。
ｋ　平成７年下期には，「ミディ入金処理」，「回答書の受入」，「郵送精算」を
担当し，平成８年には加えて「保管」業務も担当した。
　平成９年保管係から口座係となり，主に口座業務を担当している。
ｌ　原告Ｐ８は，以上のような業務を担当し，現在に至っている。
（キ）　原告Ｐ３
（甲５６，６２，７１，１６０，１８１，乙１１９，原告Ｐ３本人（第１，２
回））
ａ　原告Ｐ３は，昭和３５年３月一橋高校を卒業し，会社（旧野村證券株式会社）
の新聞広告による女子事務員中途募集に応じて入社選考を受け，昭和３５年６月１
３日会社に採用され，本社機械計算部（昭和３８年１１月２３日電子計算部に名称
変更。）に配属された後，昭和３９年１０月２４日α支店勤務となり，その後今日
まで同支店に所属し，総務課に勤務している。
ｂ　機械計算部においては「パンチ」業務の担当となった。これは，例えば，株式
の約定結果を記載した伝票・給与支払いのための伝票・自動けいぞく投資商品の約
定を知らせる伝票などが，関係各部から機械計算部に回付され，「パンチ」業務担
当者に配布されるので，パンチ業務担当者は，伝票に基づき，せん孔機を使ってパ
ンチカードに穴をパンチし，パンチ済みのカードをカードリーダーに読み込ませ
て，各種の計算・帳票作
成を行う担当者に回付するというものである。
　現在では，コンピュータへの入力は，キーボードの操作により行っており，「パ
ンチ」業務は消滅している。
ｃ　昭和３９年１０月α支店勤務となり，当初「投資信託受渡」業務の担当となっ
た。その内容は，原告Ｐ５のところで述べた「受渡」業務（（イ）ｂ）と同様であ
るが，同業務のうち，投資信託に係わる精算を担当するものであり，加えて，毎営
業日ごとに買い付けた投資信託の金額と口数の集計も行っていた。
　この業務は，昭和４４年１０月より，約定が成立するとそのデータはオンライン
システムで自動計上されるようになったため，業務量は激減している。
ｄ　昭和４０年度上期より「集金事務」業務の担当となった。これは，集金人（現
在のミディ社員）が顧客より集金した現金と，集金人が作成した仮入金票・積立金
入金票・受付票もしくは引換票と，その他の物件とを，照合・点検の上受け入れる
業務である。
　具体的には，①積立金入金票，受付票及び引換票については，綴り裏面の発行簿
の該当番号欄に，発行年月日と取扱印を押印する，②積立金入金票と仮入金票とを
集計し，集金現金と一致することを確認する，③回収物件・申込書などがあれば印
鑑照合印・回収印の押印など必要な作業をする，④受入物件を仕訳し，検印者・
「継続投資」担当・「現金出納」担当などに回付する，⑤未使用分の証票を施錠可
能なキャビネットに格納する，という業務であった。
ｅ　昭和４３年度上期には「個人別」業務の担当であった。これは原告Ｐ９のとこ
ろで述べたもの（（ウ）ｂ）と同様である。
ｆ　昭和４３年度下期から「店頭」業務の担当となった。これは，店頭のカウンタ
ーで，精算のため来店した顧客の受付をすることと，精算後の引渡をする業務であ
る。
　具体的には，①受付時は，顧客から，預り証・申込書・取引報告書・現金・本



券・受領証などを受け入れ，印鑑照合を行い，仮入金票・仮入券票を作成し，精算
担当者に回付する，②引渡し時は，検印者もしくは現金出納担当者から引渡物件が
回付されるので，その物件を当該顧客に引渡す，というものである。
ｇ　昭和４６年度上期から「受渡」業務の担当となった。これは，精算完了後回付
されてくる回収済の預り証を，回収票と突き合わせた上で，「預り証発行記入帳」
の該当欄と割印し，回収月日を記入し，その後回収預り証を回収票とともに製本
し，保存するという業
務である。なお，回収預り証の照合・製本は，昭和６２年４月にＮＢＳに業務委託
されており，同業務は支店には存在しない。
　また，「カナタイプ」業務も担当した。これは原告Ｐ１０のところで述べたもの
（（オ）ｂ）と同様である。
ｈ　昭和５１年度上期には「利払い」業務の担当であった。これは，原告Ｐ１１の
ところで述べたもの（（エ）ｆ）と同様である。
　また「精算受付」業務も担当した。これは前記ｆの①と同様である。
ⅰ　昭和５０年代半ばころから「計算」業務も担当した。これは，本伝票を集計
し，貸借が一致するかどうかを確認し，各勘定元帳に記入し，合計表，日計表を作
成するという業務である。現在では，本伝票の集計，勘定元帳への記入の業務は，
ＮＢＳに業務委託されている。また，合計表，日計表は，オンラインシステムによ
り計算・作成され，手書きの必要は無くなっている。
　また「引渡」業務も担当するようになった。これは前記ｆの②で述べたものと同
様である。
　原告Ｐ３は，この時点で４つの業務（「利払い」，「精算受付」，「計算」，
「引渡」）を担当することとなったが，そのうち計算業務はデスクワークで，残り
の３つは，顧客の受付・引渡をするというものである。
　原告Ｐ３は，昭和５５年７月店内主任待遇となった。
ｊ　昭和５５年度下期からは「継投」業務（原告Ｐ５のところで述べた「継続投
資」業務（（イ）ｄ）と同様である。）の一部と「計算」業務を担当するようにな
った。「継投」業務では，主に，「自動けいぞく投資」コース商品の売買伝票を整
理し製本すること，郵便局もしくは銀行から会社宛て送金を行うための専用振込用
紙綴りの発行手続を受け付けること，積立金通帳の発行・回収の記録をすること，
約定日以後配信される計算書・取引明細書を受信し，精算時まで並べてファイルし
ておくこと，などを担当していた。
ｋ　昭和５９年から昭和６０年にかけて「計算」業務は本社に吸収され，原告Ｐ３
の担当から外れた。
ｌ　昭和６２年度上期より「精算窓口」業務を担当した。これは前記ｆの①と同様
である。
ｍ　平成２年度上期より「受渡精算」業務を担当した。「精算」業務の内容は，原
告Ｐ５のところで述べたもの（（イ）ⅰ）と同様である。
　原告Ｐ３は，来店した顧客を対象とする精算（「合鑑精算」と称する。）を担当
していた。
　また，①社外精算の準備（（エ）ⅰの①と同じ）をすること，②毎日記入してい
る「証ひょう使用日報」の数字を１か月分集計し使用枚数を報告すること，③特定
の「自動けいぞく投資」商品の，売買伝票と配信される約定確認リストとを照合す
ること，④当該売買伝票の連番チェックを行い，ＮＢＳに送付すること，も行って
いる。
ｎ　平成９年には「受渡精算」と「保管」の業務に，平成１０年からは「口座」の
業務に，従事している。
　原告Ｐ３は，平成１０年７月二種外務員資格試験に合格した。
ｏ　原告Ｐ３は，以上のような業務の変遷を経て，現在に至っている。
（ク）　原告Ｐ７
（甲１５６，１７５，１８４ないし１８６，乙１２１，１３２，原告Ｐ３本人（第
２回））
ａ　原告Ｐ７は，昭和３７年３月，日出女子学園高校を卒業し，会社（旧野村證券
株式会社）本社での入社選考を受け，同年４月会社に採用され，本社機械計算部に
配属された後，昭和４０年１月２９日に川崎支店勤務となり，その後今日まで同支
店に所属している。
ｂ　機械計算部において約１年「パンチ」業務に従事した後，「テレタイプ」業務
の担当となった。これは，本社から支店に宛てて，必要なデータをテレタイプで送



信する業務であり，具体的には，例えば株式の約定データ・本社からの連絡事項な
どが関係各部から回付されてくると，テレタイプ担当者は，その内容をテレタイプ
で紙テープにパンチし，パンチした内容を再確認した後，紙テープをテレタイプに
読み込ませて支店宛送信するというものである。
ｃ　昭和４０年１月川崎支店勤務となり，「代理事務」業務の担当となった。これ
は，原告Ｐ５のところで述べたもの（（イ）ｆ）と同様である。
ｄ　昭和４１年度上期より「保管」業務と「個人別」業務の担当となった。「保
管」業務は，原告Ｐ９のところで述べたもの（（ウ）ｅ）と同様であり，また「個
人別」業務は，原告Ｐ９のところで述べたもの（（ウ）ｂ）と同様である。なお，
川崎支店は，名古屋駅前支店に比して規模がはるかに小さく，業務量も少ないた
め，１人の女性社員が複数の業務を担当することも可能であった。
ｅ　昭和４９年代後半より「口座」業務の担当となった。これは，原告Ｐ２のとこ
ろで述べた「コード」業務（（ア）ｆ）と同様であるが，同業務は，原告Ｐ２のと
ころで述べたとおり（（ア）ｇ），昭和５５年より業務が簡素化され，またＮＢＳ
に口座属性の登録作業・口座関係書類のファイル作業及び顧客からの郵便物受け取
り作業が移管されたこと
により，「コード」担当者の業務としては，来店や訪問による顧客からの受入書類
をチェックすることと当該書類をＮＢＳへ送付することのみが残っている。
　原告Ｐ７は，昭和５７年７月店内主任待遇となった。
ｆ　昭和５８年度下期より「精算」業務の担当となり，原告Ｐ３のところで述べた
「合鑑精算」業務（（キ）ｍ）などを担当していた。
ｇ　昭和６２年度上期より「精算」業務のうち「合鑑精算」のみを担当することと
なった。川崎支店は，支店の受付カウンターに，投資相談ではなく精算だけを専門
に受け付ける「精算コーナー」を設け，原告Ｐ７に担当させた。原告Ｐ７は，来店
した顧客から回収すべき証書・書類などを受け入れ，印鑑照合をし，システム端末
に入力し，本伝票・計算書・証書などを作成し，検印者に回付する業務を行ってい
たが，徐々に来店顧客の受付のみを主とするようになり，計算書・本伝票・証書な
どの作成は他の「精算」担当者が行うようになった。原告Ｐ７は，来店した顧客か
らの精算金利用の相談にも応じていた。
　原告Ｐ７は，平成２年７月二種外務員資格試験に合格した。
ｈ　平成５年ころより主に「保管」業務の担当となった。「保管」業務の内容は，
原告Ｐ１０のところで述べたもの（（オ）ｌ）と同様である。
　原告Ｐ７は，保護預り口座を設定し，株券を寄託している顧客の口座管理料につ
いて，口座管理料の支払いを営業担当者を通じて顧客に確認し，その途中経過を総
務管理者に報告する業務も担当している（原告Ｐ８のところで述べたもの（（カ）
ｇ）と同様である。）。
ⅰ　平成８年下期からは，管理班において，主に口座管理料未入管理，残高照合の
回答書受入管理，約定伝票管理を担当した。
　平成９年下期からは，フロント班において，約定伝票管理，合鑑精算，合鑑受渡
を担当した。
ｊ　平成１０年下期からはお客様サービス課に配置された。
　川崎支店のお客様サービス課では，一般職掌は主に，①来店顧客の精算受付，②
投資相談及び勧誘，③注文の受付及び発注を担当している。
　①は，例えば，顧客が有価証券の売却代金を受け取りに来店した場合には，取引
報告書や免許証等の本人確認書類の受入及び予め登録してある当該精算対象口座と
の照合，受領証の受入及び記載内容（氏名・金額・日付等）の確認並びに印鑑照合
を行い，パソコンに口座番号を入力する（その他に必要書類がある場合にはパソコ
ン画面に表示されるので，
合わせて受け入れる。），以上の精算に必要な書類を総務課に回し，顧客へは精算
を受け付けた証としての引き換え札を渡す，というものである。精算のパターンは
複数あるが，定型化されており，担当者はマニュアル等により習得している。 近
では，ＡＴＭの稼働期間の延長・機能向上により，対面精算に比べ顧客自身の操作
による自動精算の比率が拡大している。
　②は，顧客の相談内容や属性に応じて，当該顧客の投資対象として適切な商品
（主に投資信託と公社債）の説明や勧誘を行うものであるが，総合職掌が一定数を
選択し，一般職掌がこれらを基礎として，顧客の希望に沿ったものを提示し，それ
ぞれの商品内容，セールスポイント，リスク等を説明する。総合職掌が選定した商
品や会社の主力商品については，予め説明資料を準備し，勉強会を行うなどしてい



る。また，株式の注文を処理する場合もある。
　③は，口座名・銘柄名・売買の別・数量・価格等の必要な項目を確認し，間違っ
た内容で発注しないように，受け付けた内容を復唱して顧客へ確認した上，受け付
けた内容をパソコンに入力し，入力した内容に応じて必要な書類や注意事項がパソ
コンの画面で表示されるので，そのメッセージに従って必要な処理・確認をした
上，発注の送信を行う，というものである。
ｋ　原告Ｐ７は，以上のような業務を経験し，現在に至っている。
（ケ）　原告Ｐ６
（甲１５３，１７２，乙１２０）
ａ　原告Ｐ６は，昭和３６年３月天王寺商業高校を卒業し，会社（旧野村證券株式
会社）大阪支店で入社選考を受け同年４月会社に採用され，同支店に配属されて今
日まで同支店に勤務している。
ｂ　入社後， 初に配置されたのは，同支店の「連絡部」であった。連絡部は，一
般企業でいう「営業本部」であり，会社の近畿以西における営業体（近畿地方，中
国地方，四国地方，九州地方に所在する支店の営業部門及び大阪支店内の営業部
門）の営業推進にかかわる業務全般を担当するセクションであった。
　連絡部は，連絡課，投資信託課，宣伝課（後に企画課），資料課の４課編成にな
っていたが，そのうち，投資信託課は，近畿以西の営業体の投資信託にかかわる営
業推進業務（投資信託は，事務の流れが異なる等の事情から，連絡課とは別組織と
していた。）を担当しており，原告Ｐ６は，投資信託課において，①電話で各営業
体ごと，投資信託の銘柄ごとの出来高（販売額）を日々聞き取って売買
日記帳に記帳し，日計，月計等を集計する業務，②この集計数字をもとに，表・グ
ラフ等を作成する業務，③営業推進のために企画・立案された，営業体向け各種書
類の作成補助業務，④その他の雑務（電話の取り次ぎ，コピー等）を担当してい
た。
ｃ　昭和３８年度下期より保管受渡部に配置替えになった。これは，会社の組織改
正により，連絡部が廃止されたためである。原告Ｐ６の属していた保管受渡部受渡
課の業務内容は以下のとおりである。
　①会社を通じて大阪証券取引所（以下「大証」という。）に発注された株式の売
買注文成立分は，約定日ごとに大証によって取りまとめられ，当該約定日の３日目
に「精算票」という形で送付されてくる。「精算票」には，当該日において売買取
引が成立した銘柄ごとの売り・買いそれぞれの株数・約定金額及びその差引（売り
越しか買い越しか）・総計としての差引が表示される。送付されてきた「精算票」
には会社全体としてのデータしか表示されていないが，発注元は支店等を経由して
の顧客からの委託注文であったり，会社のディーラー業務に基づくものであったり
するため，会社のデータと突き合わせて，支店等，自己勘定の別に仕分けの作業を
する。②仕分けの作業の後，個別に受渡準備作業に移る。
　②の受渡準備作業の処理内容は以下の形態によって異なる。
（ａ）　顧客より支店等を経由して発注された注文で「買い」のみの場合は，大証
に顧客より支店等を通じて入金された当該約定金額を入金し，当該株券を大証より
受け入れる。受け入れた株券は，当該顧客が会社に預けることを希望すれば，本社
の専用金庫に保管するため証券管理部に，引き取りを希望すれば当該支店等に，そ
れぞれ送付する。
（ｂ）　顧客より支店等を経由して発注された注文で「売り」のみの場合は，顧客
が会社に当該株券を預けている場合は証券管理部より，預けていない場合は支店等
を通じて顧客より，当該株券を受入れ，大証に引渡し売却代金を大証より受け入れ
る。
（ｃ）　顧客より支店等を経由して発注された注文で「売り」「買い」同時の場合
は，（ａ），（ｂ）の内容を混合して行う。
（ｄ）　自己勘定によって発注された注文で「買い」のみの場合は，大証に当該約
定金額を入金し，当該株券を大証より受け入れる。受け入れた株券は証券管理部に
送付する。
（ｅ）　自己勘定によって発注された注文で「売り」のみの場合は，証券管埋部よ
り当該株券
を受け入れ，大証に引渡し，売却代金を大証より受け入れる。
（ｆ）　自己勘定によって発注された注文で「売り」「買い」同時の場合は，
（ｄ），（ｅ）の内容を混合して行う。
　これらの業務（（ａ）ないし（ｆ））の過程で，原告Ｐ６は，株券を受け入れる



場合は「入券票」，送付する場合は「出券票」という伝票を作成する業務，受入れ
た株券を数え，相違ないか確認する業務，株券を支店等に発送する際の荷造り等を
する業務等を担当していた（実際に大証に出向き，株券の持ち込み，受入れ金銭の
デリバリー等の受渡をする業務は，証券取引所には男性社員のみが登録されている
などの事情から，全て男性社員が行っていた。）。
　また，前記（ａ）ないし（ｆ）のどの形態においても，株券が受渡課を通過する
ことになるが，その流れを記録するため，その全ての株券を起票された伝票ととも
にマイクロフィルムに撮影する作業（伝票と株券を機器に挿入すれば自動的に撮影
される。）なども併せて行った。
ｄ　昭和４５年度上期に受渡部に，昭和４６年度上期に経理部に，昭和５７年度上
期に総務部に配置替えになったが，これは全て会社の組織改正（組織の統廃合等）
によるもので，原告Ｐ６の業務内容に大きな変更はなかった。
　原告Ｐ６は，昭和５５年７月に店内主任待遇となった。
ｅ　平成５年度上期より総務部において事務統合課の業務の担当となった。これ
は，平成４年度下期から実施された「保管振替決済制度」（金融機関各社が財団法
人証券保管振替機構に株券を預託することで，同機構が金融機関と証券取引所との
受渡をコンピュータ管理する制度）によって受渡課が廃止されたことによる。
　原告Ｐ６は，総務部事務統合課の業務のうち，「財形センター」の業務を担当し
た。「財形センター」とは，顧客が支店を経由して会社と結んでいる勤労者財産形
成貯蓄契約（原告Ｐ８のところで述べたもの（（カ）ｆ）と同様である。）に基づ
く事務処理を行うセクションであるが，同センターは，大阪支店及び近畿圏に所在
する１４か店が取り扱っている契約を担当している。
　具体的な事務作業としては，各団体・企業から送金されてきた金額が契約内容と
相違ないかをチェックすること，それに伴う伝票の作成，システム端末への入力，
契約団体・企業への郵送物の発送等であるが，入金時において契約内容どおりに処
理されていれば，この業務は全てＮＢＳが行っており，「財形セ
ンター」が担当するのは，各団体が処理を間違った場合及び契約内容を変更する場
合である。
　処理を間違った場合とは，主に入金金額の契約内容との不一致であり，契約内容
の変更とは，団体における加入者が住所変更をする場合，積立金額を変更する場
合，及び賞与時において臨時積立を行う場合である。
　原告Ｐ６の具体的な業務は，①入金データと実際の入金額との一致を確認し，入
金の不一致があった場合は，当該団体・企業へ電話で問い合わせ，確認をするこ
と，②加入者が住所・積立金の変更をする場合，もしくは臨時積み立てをする場合
は，所定の書類の送付及び受け入れた書類の処理（システム端末への入力等）をす
ること，③契約団体・企業及びその加入者からの電話による問い合わせ（解約した
資金がいつ振込まれるか等）に答えること，等であり，業務内容のほとんどはマニ
ュアル化されているが，問い合わせ内容は様々であり，これに正確に答えるには一
定の知識が必要とされる。
　原告Ｐ６は，平成６年６月二種外務員資格試験に合格した。
ｆ　平成９年総務課「業務班」に配属となり，主に，社内外の郵便物を大阪支店内
の１２の部に集配すること，切手の入出庫，在庫管理と毎月の使用経費の付け替え
などを担当している。
ｇ　原告Ｐ６は，以上の業務を経て現在に至っている。
（コ）　原告Ｐ１２
（甲１５４，１７３，１７９，乙１１８）
ａ　原告Ｐ１２は，昭和３６年３月旭商業高校を卒業し，会社（旧野村證券株式会
社）大阪支店で入社選考を受けて同年４月会社に採用され，同支店に配属されて今
日まで同支店に勤務している。
ｂ　入社後 初に配置されたのは，投資相談部であった。投資相談部は，店頭課
（現在の支店における投資相談課の機能を持つ。）と通信販売課（当時は，電話等
の通信機器が普及していなかったために手紙で売買のやりとり等を行っていた。）
に大別されていたが，原告Ｐ１２は店頭課の業務を担当していた。
　店頭課の業務は，基本的には，①来店した顧客の投資相談全般，すなわち，投資
相談を受ける過程で会社の取り扱う商品（株式，投資信託等）を推奨すること等の
営業活動，②過去から蓄積された既得意顧客に対する訪問・電話等による営業活動
であるが，これらの営業活動は男性社員である営業社員が担当しており，原告Ｐ１
２をはじめとする女性社員は，営業社員の業務遂行過程で発生する事務処理等以下



のような業務を担当していた
。
①営業社員が顧客と約定し，起票した注文伝票を主にエアシューターで同支店内の
当該部署（株式であれば株式部）に引渡し，約定結果を営業社員へ報告し，爾後の
事務処理（顧客から受け入れ必要な書類の発送等）を行うこと。
②営業社員の毎日の営業日報（当該営業社員がその日に約定した顧客名・銘柄・数
量・売り買いの別等を記載）を記入すること。
③営業社員が訪問活動等で不在の時に顧客が来店した場合は，その応対（来店理由
が精算等の事務的なものであればその場で受け付け，投資相談等のものであれば帰
社次第連絡させる旨伝えるか，他の在席している営業社員につなぐ。）をするこ
と。
④その他の雑務（電話の取り次ぎ，コピー等）。
　ただし，③については，女性社員が投資相談について顧客から話を聞くこともあ
った。
ｃ　昭和３９年度下期に会社の組織改正により投資相談部は廃止され（電話等の通
信機器の普及で通信販売課が不要になったことによる。），店頭課は投資相談課と
名称を変更して営業部に吸収された。
　これに伴い原告Ｐ１２は営業部に配置替えとなったが，業務内容に大きな変更は
なかった。
ｄ　昭和４４年度下期より公社債部に配置替えになった。
　当時の公社債部の担当範囲は，①大阪支店における主に金融法人部（大阪に本社
のある金融機関を顧客に持つ営業部門），事業法人部（大阪に本社のある上場企業
を顧客に持つ営業部門）と，近畿以西に所在する支店における主に公社債営業課
（その地域に本社のある金融機関を顧客に持つ営業部門）より注文のあった公社債
の売買を執行すること，②会社における各営業担当者もしくは顧客である金融機関
における担当者に対し，営業推進のために助言・提言をすること，③前記②におけ
る助言・提言に伴う資料の作成をすること，④公社債部の取り扱った売買における
各種データを基にした統計資料の作成（主に会社における営業戦略上の資料として
必要であった。）をすること等であった。
　原告Ｐ１２は，平成２年度上期に債券部に配置替えになるまで，一貫してこの業
務に関与し，①男性社員が電話で注文を受けた公社債の売買（公社債売買のほとん
どが相対取引，すなわち市場を通さない顧客と会社の直接交渉であるため，単なる
仲介役ではなく，高度な判断が必要とされる。）が成立した後に行われる，注文伝
票の作成，その内容のシステム端末への入力，約定結果の明細の営業社員への電話
連絡等の業務
，②顧客へ男性社員が助言・提言するために資料が必要なときは，その資料（表・
グラフ等）をコンピュータで作成したり，複写，製本，保存等の作業を行う業務，
③統計資料作成のために，公社債部の取り扱った毎日の売買内容に基づいて，日報
の記入（売り・買いの別，銘柄，数量等），各種集計等を行う業務を担当した。
　会社は，昭和５４年度より相対取引の部門を東京本社に集中化することとし，そ
れに伴い近畿以西の支店は東京本社が担当することになり，公社債部としての担当
地域は大阪支店のみとなったため，業務量は漸減していった。そのため，原告Ｐ１
２は，本店商品課への商品在庫の確認や，時には債券の売買も行うようになった。
　なお，原告Ｐ１２は，昭和５５年に店内主任待遇，昭和６２年に一般職主任にな
った。
ｅ　平成２年度上期より債券部に配置替えとなり，転換社債ワラント課の業務を担
当した。これは組織改正によって公社債部が債券部に名称変更したことによるが，
同時に前記の相対取引部門の東京本社集中化，大阪に本社を置いていた金融機関・
上場企業の東京本社化に伴う大阪支店の顧客の漸減によって，公社債部の機能・人
材配置の見直しが図られたことによる。
　なお，この経緯により，大阪支店債券部は平成３年度下期に廃止され，転換社債
ワラント課は株式部に吸収され，さらに株式部は平成６年度上期の組織改正によっ
て大阪エクイティ部に名称変更された。
　原告Ｐ１２は，この過程でそれぞれに配置替えとなったが，担当していた業務内
容は一貫して転換社債ワラント課における，主に転換社債に係わる業務であった。
　転換社債とは，発行時に定められた価格（転換価格）で発行会社に対し，株式に
転換を請求できる社債のことであり，相当数の銘柄が東京証券取引所（以下「東
証」という）及び大証等に上場している（ただし，売買の多くは東証において行わ



れている。）。
　転換社債ワラント課における転換社債業務とは，支店等から大証に発注された売
買注文の処理業務及び転換社債営業の推進に係わる業務等であり，原害Ｐ１２が担
当している業務は，具体的には，①大証に赴き，転換社債ワラント課が支店等より
受け付けた売買注文を電話で受信し，当該注文を市場の仲介業者（市場において各
証券会社の売買注文を取りまとめ，売買を成立させる業者）のところへ持参し，約
定結果を転換社債ワラント課に電話で連絡する業務，②大阪支店内に
おいて，支店等からの注文を電話で受け付け，大証に電話で発注し，約定結果を支
店等に連絡する業務，③大証からエアシューターで送付されてくる「照合票」（そ
の日の売買成立銘柄，数量，売買成立時間等が記載されている。）に基づいて注文
伝票との照合を行い，注文伝票に売買成立時間の打刻をする業務及び注文伝票をシ
ステム端末に入力し，帳簿の記入等の伝票処理を行う業務であるが，原告Ｐ１２
は，この主に３種類の業務を同僚と１週間から１か月ごとのローテーションを組
み，交替で行っていた。
ｆ　平成１０年５月，大阪エクイティ部は廃止され，原告Ｐ１２は総務課「業務
班」に配置され，以来原告Ｐ６と同様の業務（（ケ）ｆ）に従事している。
　原告Ｐ１２は，平成１１年３月二種外務員資格試験に合格した。
ｇ　原告Ｐ１２は，以上の業務を経て現在に至っている。
（サ）　原告Ｐ４
（甲１４９，１６９，乙１２３）
ａ　原告Ｐ４は，昭和３５年３月共立女子高校を卒業し，会社（旧野村證券株式会
社）の女子事務員中途募集に応募して選考を受け，同年８月会社に採用された。当
初本社証券部に配属され，受渡部，本店営業総務部，営業総務部，営業総務一部を
経て，現在は営業総務部に所属しており，入社以来一貫して東京の本社・本店で勤
務している。
ｂ　原告Ｐ４は，昭和３６年度上期，受渡部に配属され，「公社債」業務の担当と
なった。これは，①割引債の運用預りについて顧客へ支払う運用料・精算金額等の
計算を行うこと，②他部門が回収・回付してきた割引債の預り証に基づき「預り証
発行簿」の消し込み（預り証と発行簿を割印すること）を行い，当該預り証をファ
イルすることであった。
ｃ　昭和３８年１１月の組織改正に伴い，本店営業総務部に配置替えとなった（昭
和３９年１０月の組織変更により営業総務部となる。）。営業総務部は，本店にお
ける個人，法人両営業部門の顧客につき，受渡し，有価証券投資に伴う諸通知，有
価証券の元利金・配当金等の受け払い，現金出納等を担当する部門であり，支店に
おける総務課の業務とほぼ同様の業務を行っていた。このうち，原告Ｐ４の業務
は，①公社債売買に係る精算金額，経過利息，取引税等の計算，②割引債の運用預
りに係る計算業務，割引債償還・運用料支払等の伝票の作成，③電力債等の募集債
券についての投資家別の受入金額の計算等であり，これらの作業を他の１，２名の
女性社員とともに行ってい
た。
ｄ　昭和４０年代前半は「個人別」業務の担当となった。これは，原告Ｐ９のとこ
ろで述べたもの（（ウ）ｂ）と同様である。
ｅ　昭和４５年度下期からは「利払い」業務の担当となった。これは，原告Ｐ１１
のところで述べたもの（（エ）ｆ）と同様である。
　昭和４９年には「非課税」業務の担当となり，非課税申告書と買付リストをみ
て，非課税制度適用適格者かどうか，確認書類は正確かなどをチェックする仕事を
していた。
ｆ　昭和５０年度下期からは「残高照合」業務の担当となった。これは，残高照合
書に同封し発送した回答書（（イ）ｅ参照）が顧客より返送されてきた場合，これ
らを製本する業務であるが，原告Ｐ４は，本店営業部・投資相談部・公社債営業部
の顧客から返送されてきた回答書についてこれを担当していた。
ｇ　昭和５３年度ころは「預り証回収」の業務を担当していた。これは，営業担当
各部が回収し，精算時に既にチェック済みの預り証が回付されてくるので，当該預
り証に基づき「預り証発行簿」の消し込みを行った上で預り証をファイルするとい
う業務であった。
ｈ　昭和５６年４月から同年１２月まで，長男の生活訓練・機能訓練のため休職し
た。
ｊ　昭和５７年から「報告書発送」業務を担当した。これは，本社・本店の個人・



法人営業関係各部に係る顧客の有価証券の売買取引につき，約定成立の翌日にライ
ンプリンターから打ち出される売買報告書と注文伝票を照合の上，当該報告書を顧
客別に封筒に封入する業務である。
　原告Ｐ４は，昭和５８年に店内主任待遇となった。また，昭和５８年１１月，組
織変更により営業総務一部に配置替えとなったが，原告Ｐ４の業務内容に変更はな
かった。
ｊ　昭和５９年度上期ころより，他２名の女性社員とともに「プロジェクト」の担
当となった。「プロジェクト」とは，通常の仕事に属さない臨時的な業務を行うこ
とを目的とするものであり，具体的には，①前記ⅰで述べた売買報告書の封入，②
指定された顧客の一定期間の取引記録をマイクロフィルムから抽出・焼き付けし，
切り貼りを行う作業（税務当局等からの依頼による。）などを中心に，③昭和６３
年には，利子税制改正に伴う案内文の顧客への発送作業，非課税用紙を受け入れた
場合の事務処理，④平成５年には，株式累積投資業務（後記（ス）ｃ参照）の増大
に対応し，株式累積投資に係る事務処理に関する業務（申込書をとりまとめてＮＢ
Ｓに送付
する等）等を行った。
ｋ　平成５年９月から前記ｊ①の業務は原則としてＮＢＳに移管されたため，前記
ｊ②に加え，①ラインプリンターから配信される「売買日報」「口座管理リスト」
「精算チェックリスト」等の書類を本店営業部・第一企業部・法人営業部等６か部
のそれぞれの部別に仕訳し，各部へ配布する作業，②受信したファックスを仕訳
し，必要であればコピーの上，部内の関係者に配布する作業等も行っていた。
　なお，原告Ｐ４は，平成６年６月，組織変更により営業総務部に配置替えとなっ
たが，原告Ｐ４の業務内容に変更はなかった。
ｌ　平成６年１１月からは「管理班」になり，本店法人営業部の取引管理を担当
し，注文伝票の内容のチェック，注文書の受け入れ，管理表の作成等を行った。平
成１０年１月以降，庶務係（郵便，用度品等の担当）をしている。
　原告Ｐ４は，平成１０年１２月二種外務員資格試験に合格した。
ｍ　原告Ｐ４は，以上のような業務を経験し，現在に至っている。
（シ）　原告Ｐ１
（甲１５０，１６９，乙１２２）
ａ　原告Ｐ１は，昭和３５年３月武蔵野高校を卒業し，会社（旧野村證券株式会
社）の女子事務員中途募集に応募して選考を受け，同年１１月２８日会社に採用さ
れた。当初本社機械計算部に配属され，保管部，オンラインシステム推進室，庶務
部を経て，退職時は総務部に所属しており，入社以来一貫して東京の本社で勤務し
ていた。
ｂ　入社当時配属された機械計算部では，「パンチ」業務の担当となった。これ
は，原告Ｐ３のところで述べたもの（（キ）ｂ）と同様である。
ｃ　昭和３６年１０月保管部に配置替えとなり，同部で「パンチ」業務を担当し
た。これは，受渡部から回付されてきた株券の「入券票」・「出券票」に基づき，
せん孔機を用いパンチカードにせん孔することであり，パンチされたカードはカー
ドリーダーに読み込ませる担当者に回付され，当該担当者がコンピュータのカード
リーダーに読み込ませることにより，株券の銘柄別の帳簿が作成された。その後，
コンピュータによる自動化の進展に伴い「パンチ」業務は廃止された。
ｄ　昭和３９年より「代理事務」の担当となった。これは，支店及び本店営業各部
より回付されてきた顧客への利金支払い済の投資信託の利札について，①利札に済
印の押印，②利札に基づき支店等が立て替えた金額を計算し，支店等へ当該金額の
送金を指示するための伝票の作成，③投資信託
の委託会社に対し立て替え金額を請求するための利札の整理と取りまとめの作業を
行うというものであり，原告Ｐ１は，これを他の６ないし７名の女性社員とともに
担当していた。
ｅ　昭和４４年７月にオンラインシステム推進室に配置替えとなった。
　オンラインシステム推進室は，第１次オンライン化のためのプロジェクトチーム
として約２年間にわたり時限的に設けられた部署であるが，ここで原告Ｐ１は，コ
ピー取り，資料の配布，電話の取り次ぎ，用度品の整理等の庶務事項を行うなどの
業務を，他の２名の女性社員とともに行っていた。
ｆ　昭和４５年１２月に庶務部に配置替えとなり，「配送センター」の業務を担当
した。これは，野村コンピューターシステム株式会社（現株式会社野村総合研究
所）で作成された顧客取引明細のマイクロフィルム（「コムフイルム」と称す



る。）について，カッティング（一枚ずつ切り離す）し，顧客口座元帳等の種類別
に仕分けされたものを，①支店別に分別し，郵送のための専用封筒に挿入し，各支
店に送付するための準備をすること，②同様のものを本社の控えとしてファイルす
ること等であった。
　原告Ｐ１は，昭和５５年に店内主任待遇となった。
　なお，平成元年より，コムフイルムの支店への発送は，ＮＢＳに移管された。
ｇ　昭和６３年より「蔦友会」業務の担当となった。
　同業務は，蔦友会（野村證券株式会社等の野村グループの定年退職者などで構成
される親睦会）事務局の仕事であり，①メンバーの住所録の作成・更新，②年２回
の懇親会の案内の郵送・出欠のチェックなどの準備，③年一回の会員名簿の発行等
を行っている。
　原告Ｐ１は，平成１０年１１月二種外務員資格試験に合格した。
ｈ　原告Ｐ１は，以上のような業務を経験し，平成１３年５月３日，６０歳の定年
により会社（旧野村證券株式会社）を退職した。
（ス）　原告Ｐ１３
（甲１３６ないし１３８，１４０，１４１，１４３，１４５，１４８，１６３ない
し１６５，１９７，乙９５ないし１００，１０５，１１１，１１２，１１４，１１
５，１２４，証人Ｐ２０，原告Ｐ１３本人）
ａ　原告Ｐ１３は，昭和３２年名古屋西高校を卒業し，名古屋支店で入社選考を受
け同年４月会社（旧野村證券株式会社）に採用され，名古屋支店総務部に配属さ
れ，以来一貫して名古屋支店総務部で勤務していた。
ｂ　原告Ｐ１３は，昭和４１年５月病気のため休職し，昭和４２年８月に復
帰した。
　昭和５２年店内主任待遇（昭和６２年より一般職副主任に変更）となり，昭和６
２年に一般職主任（平成６年よりリーダー職二級に変更）になった。
ｃ　平成２年５月ころから，日本証券業協会において，個人投資家の証券投資促進
のため，少ない金額でも株式投資ができる「株式累積投資制度」（毎月顧客から一
定金額を集め，それを合計して特定の銘柄に投資する方法）の具体化が検討され，
会社担当者もその検討に加わっていた。
　会社は，平成３年当時，暴力団への資金援助や大口顧客への損失補填といった不
祥事が発覚したため，「お客様第一」を行動の基準に掲げ，その実践の一環とし
て，同年１１月より社員を対象とした提案制度を実施した（甲１３７，乙１０
０）。
　原告Ｐ１３は，平成４年１月，大衆向きの財テク商品として，「株式累積投資制
度」とほぼ同内容の「株貯蓄口座」（甲１３８）を提案した。
　会社は，大蔵省の承認を受け，月々一定額の積立で顧客が希望銘柄を購入できる
「株式累積投資口座」（愛称「るいとう」）を平成５年２月に発売し，平成６年５
月末には２２万５０００口座を獲得した。
　原告Ｐ１３は，提案した「株貯蓄口座」が「株式累積投資」として商品化された
ことを会社から感謝され，また，上司からも褒められた。
（原告Ｐ１３は，「次長に昇格させる」などと上司から昇格を言われたとするが，
乙９２ないし９４（原告Ｐ１３の上司の陳述書）はこれを否定するところ，仮にそ
の発言があり，原告Ｐ１３が昇格を期待したとしても，原告Ｐ１３の供述によって
も，その発言がされた際の上司の意図が必ずしも明確ではないこと，昇格は会社の
上司が決定するわけではないことからすれば，前記以上の認定は困難である。）
ｄ　前記ｂの復職の後，遅くとも平成８年当時，原告Ｐ１３は，保管係の担当とな
った。その主な業務内容は，株式，公社債，投資信託等の有価証券の入庫・出庫に
関する事務処理及び株式の名義書換等の代理事務業務であった。
　有価証券の入庫・出庫に関する事務処理は，①顧客が本券を持参して会社で保護
預かりをする場合は，店頭等で受け付けた者が本券の銘柄，数量等を確認した上
で，仮入券票を作成し，本券に添付の上，精算係に回し，精算係は，再度本券の銘
柄，数量等を確認し，システム端末からその内容を打ち込むことにより，預り証又
は受領書を作成し，本券と仮入券票等を添付の上，検印を受け，検印後本
券と仮入券票等を保管係に回し，保管係は，マイクロフィルマーという機械で記番
号等を記録するために本券を撮影した上，再度本券の銘柄，数量等を確認し，本社
宛てに送付する処理をする，②顧客に本券を返却する場合は，店頭等で受け付けた
者が，顧客より署名捺印された預り証等を受け入れ，印鑑照合や内容を確認の上，
精算係に回し，精算係は，本券返却の処理をするためシステム端末にその内容を打



ち込み，出券票を作成した上で保管係に本券の出庫を指示し，保管係は，精算係か
ら指示を受けた時に回ってきた出券票等をもとに，予め本社から取り寄せていた本
券をキャビネットから抽出し，精算係に引き渡す（あるいは直接預り証又は受領証
を顧客に渡す）処理をするというものである。なお，営業社員が受け付けたものが
保管係に回され，同様の処理をすることもある。
　名義書換の業務は，顧客が会社に保護預かりしている株式の名義を本人名義に書
き換えるため，受け入れた名義書換請求書について，印鑑等の必要事項を確認して
株式代行整理票を起票し，名義書換手続中であることをコンピュータに表示させる
ために端末への打ち込みを行った上，処理された名義書換請求書をまとめて本社に
送付し，また，名義書換請求書と同時に主として切手で送付されてくる名義書換料
金の計上処理をするというものである。この他，請求書未入リストにより，配当，
株主優待について期日の４日前までに名義書換用紙等を受け入れることを徹底する
こと等や諸届書類（住所変更届・配当金振込指定書等）の受け入れ・名義書換手続
等の業務も行っていた。
ｅ　原告Ｐ１３は，体調不良のため休暇を取ることがあり，平成８年７月，後方事
務センターの「点検精査」業務の補助に配置換えとなった。
　「点検精査」業務において，原告Ｐ１３が担当していた主な業務は，①会計伝票
を精算係から収集し，ＮＢＳへ送付すること，②前日に顧客より受け入れた受領書
及び来店カード（来店で顧客を受け付けた者が，顧客毎に顧客名，来店目的等を記
入するカード）の点検，③回収された預り証を精算係から収集し，ＮＢＳへ送付す
ること，④郵送で受け入れた回答書（口座の預り高確認のため，残高明細と回答書
を顧客へ送付し，顧客が内容確認及び回答書への署名捺印をした上，会社に送付さ
れたもの）の印鑑照合と各精算班への配布等であった。
　平成９年１２月から総務部の組織変更により原告Ｐ１３は
「コンプライアンス班」所属となったが，業務内容に変更はなかった。
ｆ　原告Ｐ１３は，以上のような業務を担当して，平成１０年４月３日，６０歳の
定年により会社（旧野村證券株式会社）を退職した。
カ　総務事務の省力化等
（甲１３４，乙９０，１３０，１３１，証人Ｐ１８）
　前記オ（ア）ないし（ス）でも触れたとおり，会社は，昭和４４年ころより，コ
ンピュータシステム化を進め，現在では，総務業務のうち，口座確認，印鑑照合，
配信，預り残高明細，預り証作成，投信買付集計の各業務は大幅に省力化されてい
る。
　また会社は，昭和６１年より順次ＮＢＳへの業務委託を行うようになり，平成１
１年段階で，ＮＢＳに，口座登録，口座照合，部店変更，講座書類審査，カード発
行，ファイル，照会，報告書発送，預り証回収，税務照会，各種書類送付，用度品
管理，名義書換，顧客勘定入金処理，郵送物受信業務，支払調書の作成，残高証明
書の作成，名刺作成業務，持株会業務などの業務を委託している。
キ　高卒男性社員が入社後に従事した業務等
（乙１２５ないし１２９）
　原告らとほぼ同時期に会社に入社した高卒男性社員は，本社又は各支店に配属さ
れた後，当初は，女性社員と同様の業務を担当することもあったが，それに止まら
ず，業務処理等に必要な文書を読むことを求められたり，課題を与えられたりし
た。その後は，多くは複数の各地への転勤を経験し，その間に，個別担当業務のほ
か，女性社員の指導，業務方法の改善策の企画立案や整備，徹底，イレギュラーな
事態への対応，対外折衝など全体的立場から要求される業務も担当した。
ク　会社の人事制度，就業規則等の定め等
（第２章第２の２（２），（３），甲２４，３２，３３，７６，８０，９７，１０
０，１８０，乙５，６，２６ないし２８，３６，４０，４９，５１，６０，６２，
６３，７０ないし７３，７７ないし７９，証人Ｐ１７，同Ｐ１９（第１，２回）
（ア）　入社当時の就業規則等
　原告らが入社した当時，会社の就業規則，給与規程等の賃金規程等においては，
男性と女性は区別されておらず，基幹的業務に従事する者と定型的・補助的業務に
従事する者とで区別する旨の定めもなかった。
（イ）　昭和６１年人事制度等
ａ　会社は，昭和６１年４月，庶務，厚生職を除いた社員を，「総合職」と「一般
職」に区別することとし，総合職は，下から一般社員，主任，代理，課長，次長，
部長等とし，



一般職は，下から一般社員，副主任，主任，代理とし，男性社員は総合職に，女性
社員は一般職に属するものとした（昭和６１年人事制度）が，就業規則等の改定が
されたのは，後記のとおり昭和６２年７月であった。
　なお，会社は，昭和６１年人事制度への移行当時課長代理待遇であった女性社員
については，暫定的に総合職の課長代理待遇として処遇したが，その対象者はごく
少数であった。
　会社は，昭和６２年７月に就業規則，給与規程，退職慰労金規程等を改定し，そ
れまで社員は，「参事」，「副参事」，「主事」，「主事補」，「社員」，「社員
補」と区分されていたのを，「総合職」と「一般職」に区分し，前記のとおり，総
合職については，店内主任を廃止して主任に統合し，一般職については，副主任，
主任，課長代理，主任を新設するとともに（従来の店内主任を副主任にした。），
それに応じた職務手当，退職金を支払う旨に改めた（同年１０月より実施）。しか
し，総合職，一般職の定義については，特に規定されなかった。
　なお，会社は，前記の暫定的に総合職の課長代理処遇としていた女性社員につい
ては，その希望を確認して，総合職の課長代理とする者と一般職の課長代理とする
者に振り分けた。
ｂ　この間の１９７９年（昭和５４年），国際連合で女性差別撤廃条約が採択され
た（わが国は，昭和６０年にこれを批准した。）。
　日本政府は，同条約の批准に向けて国内法の整備を図ることとし，昭和６０年
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進
に関する法律」（以下「旧均等法」という。これが平成９年に改正されたのが現行
の均等法である。）が制定され，昭和６１年４月から施行された。同法では，募
集，採用，配置，昇進等雇用における男女差別の規制は努力義務に止められた（配
置，昇進については，８条において，「事業主は，労働者の配置及び昇進につい
て，女子労働者に対して男子労働者と均等な取扱いをするよう努めなければならな
い。」としていた。）。（顕著な事実）
　なお，会社は，同法の施行に伴い，その概要とこれに伴う改正労基法の概要につ
いて，部店長，課長宛に通達を発した。
（ウ）　職種転換制度
ａ　会社は，昭和６２年４月職種転換制度を設け，一般職の社員が総合職に転換で
きるようにした。
　会社は，一般職の社員に対し，総合職は，転居を伴う異動があること，業務の変
更があること，
職務遂行上の責任が増すこと等を説明し，同制度を利用して総合職に転換しようと
する一般職社員がいる場合には，本人の応募理由書，部店長の推薦状を提出させた
上，書類選考の後，筆記試験（論文試験，一般教養。なお，制度導入後しばらくの
間は，論文試験の一つとして大卒程度の英語の試験があった。），面接試験を実施
し，これに合格した者について総合職への転換を認めることとした。
　労働組合は，申請に当たっては本人の希望を尊重すること，試験制度を廃止する
ことなどを要求したが，会社の容れるところとならなかった。
ｂ　昭和６２年の同制度への応募者数は，有資格者１５３２名中７名（０．４６パ
ーセント）であり，合格者は６名であった。その後応募率は１パーセント前後で推
移し，平成７年６月までの９年間で，有資格者数合計２万２０８３名中応募者は合
計１９４名（０．８８パーセント）であり，合格者は合計１０１名であった。
（エ）　平成６年人事制度
ａ　会社は，現行人事制度の「役職」（部長，次長，課長，代理，主任）を中心と
した位置づけを，「職階・職位」の位置づけに改め，職位に応じて月例給の，職階
に応じて賞与の水準を決め，きめ細かい対応を図ることとするとして，平成６年６
月ころより社員にその旨説明した。
ｂ　会社は，平成６年１０月就業規則を改定し，同月新たに職位規程を制定して，
社員を「総合職掌」，「一般職掌」，「庶務職掌」及び「厚生職掌」に区分し，
「総合職掌」，「一般職掌」を以下のとおり定義した。
　なお，会社は，この職位規程を，労働組合や個々の従業員に示すことはしなかっ
た。
（ａ）　「総合職掌」　営業，企画，開発及び管理等の基幹的業務に従事し，その
担当業務を自己の判断に基づき遂行する職掌。資格要件として，一種外務員資格の
取得が義務付けられる。広範かつ異質な業務に従事することを前提とし，勤務地に
ついても国内外を問わず必要に応じ随時異動の対象となる。



「一般職掌」　総合職掌の社員の指導の下に，主として補助的又は定型的な業務に
従事する職掌。原則として，転居を伴う異動はない。
（ｂ）　「総合職掌」は，「経営職階」，「基幹職階」，「指導職階」，「業務職
階」の４職階等に区分され，「一般職掌」は「リーダー職階」，「担当職階」の２
職階に区分された。
　本件に関係する各職階の基準は，以下のとおりである。
「総合職掌・指導職階」　部店及び課の基本方針に基づき
，課の業務遂行の中核的立場を担うことのできる能力水準
「総合職掌・業務職階」　上司の指示の下に業務を円滑に遂行することのできる能
力水準
「一般職掌・リーダー職階」　上司の指示に基づき担当業務を遂行するとともに，
部店の組織運営に寄与できる能力水準
「一般職掌・担当職階」　上司の指示に従い担当業務を遂行できる能力水準
（ｃ）　また，各職階ごとに職位が区分され，「総合職掌・指導職階」の職位は
「指導職一級及び二級」であり，「一般職・リーダー職階」の職位は「リーダー職
一級ないし三級」，「一般職・担当職階」の職位は「担当職一級及び二級」である
とされた。「総合職掌・指導職階」の「指導職一級」の職位基準は，「高度な『ビ
ジネス遂行力』を備え，管理職の補佐及び部下の育成・指導にあたり，或いは高度
な専門能力の発揮により，課の業務遂行の中核的役割を果たすとともに，課の組織
運営に貢献できる能力レベルにある」とされた。
ｃ　そして，会社は，給与規程を改定し，新たに職位手当を新設し，「総合職掌」
経営職，基幹職，指導職，「一般職掌」リーダー職にある者に対してこれを支給す
るとともに，各職位にある者に対して調整給を支給し，また，職位が昇格や退職金
にも反映することとした。
ｄ　会社は，この職位制度導入とともに，従来の「総合職」社員をすべて「総合職
掌」に，従来の「一般職」社員をすべて「一般職掌」に，振り分けた。この結果，
従来の「総合職・主任」は「総合職掌・指導職二級」に，「総合職・代理」は「総
合職掌・指導職一級」に，「一般職・副主任」は「一般職掌・リーダー職三級」
に，「一般職・主任」は「一般職掌・リーダー職二級」に，「一般職・代理」は
「一般職掌・リーダー職一級」に，それぞれ対応した。
ケ　賃金交渉における会社の対応等
（甲３ないし３５，９１，９２，９４ないし９６，乙４９，５２，５７，５８，６
２，６３，７０ないし７２，７４ないし７６，証人Ｐ１７，同Ｐ１９（第１，２
回））
（ア）　会社は，労働組合との給与改定，一時金交渉において，遅くとも昭和３９
年から昭和５３年までは，回答を男女別に行っていた。
　会社の回答は，男性社員については，高卒入社後１１年次に店内主任，１２年次
に主任，１３年次に課長代理になるものとして示されたが，女性社員については，
男女とも初任給は同じであったのに，入社後数年後から男女間に差が生じるものと
して，すなわち
年ごとの昇給額は男性社員のほうが多くなるものとして示され，また，店内主任，
主任，課長代理になる時期が示されることはなかった。
　また，会社は，昭和５４年下期からは，「営業テーブル」，「非営業テーブ
ル」，「一般テーブル」の別に，昭和５６年下期は「総合（営業）」，「総合（非
営業）」，「一般」の別に，昭和５８年からは「総合テーブル」，「一般テーブ
ル」の別に，それぞれ回答したが，一般ないし一般テーブルはすべて女性に適用さ
れ，その余は男性について適用されるものであった。
　なお，会社の昭和５８年５月の賃金交渉の際の説明では，「総合テーブル」は外
務員資格者・国内外に配属できる者に，「一般テーブル」は，原則として転勤がな
い者，採用地域が限定・固定的な者に，それぞれ適用されるもので，女性社員は，
後者の者であるとされた。
（イ）　会社は，昭和６１年，人事制度を改定してからは，賃金テーブルを「総合
職」，「一般職」に区別して回答したが，前記のように，女性社員はすべて一般職
とされたことから，「一般職」が適用されるのは女性のみであった。
（ウ）　なお，労働組合の賃上げ要求も，昭和６１年までは，男女別にされてい
た。
コ　会社の人事考課，昇格運用の実態
（甲７４，８９，乙１４ないし２３，３５ないし３９，４３ないし４９，証人Ｐ１



７，同Ｐ１９（第１，２回））
（ア）　人事考課の仕組み
　会社は，男性高卒社員と女性高卒社員とでは，人事考課の仕組みを別にしてい
た。
　男性高卒社員については，年１回，昇給・昇格査定のため，「評価・観察表（Ａ
表）」（業績，育成の両面についてのもの。１次評定者は課長，２次評定者は部店
長）を用いて評定し，その結果を人事部に集約した（昭和４５年までは評定者が評
定した「考課表」。平成６年の人事制度改定後は，職階，職位に応じた「能力評定
表（Ａ表）」）。賞与については，年２回記入される「賞与査定表（Ｂ表）」（評
定者は前記と同じ。平成６年の人事制度改定後は，職階に応じた「業績評定表（Ｂ
表）），本人作成の「自己申告書（Ｃ表）」，部店長作成の「人事計画表（Ｄ
表）」等を集約した。
　一方，女性高卒社員については，評定は，年２回部店長が記入する「勤務成績申
告書」（昭和５２年９月期以降は「勤務成績観察評定表」）により行った（平成６
年の人事制度改定後は，職階，職位に応じた「業務遂行能力評定表（Ａ表）」によ
り月例賃金の査
定を，職階に応じた「業務成績評定表（Ｂ表）」により賞与査定を，それぞれ行っ
た。）。女性高卒社員の評定においては，男性高卒社員の場合と異なり，育成に関
する事項等は含まれていない。なお，代理待遇の女性社員であっても，他の一般女
性社員と同様の評定表であった。
（イ）　会社は，これらの評定表等に基づき，昇給・昇格の運用を行った。
ａ　男性社員の場合，「評価・観察表（Ａ表）」が，毎年１回行われる昇給査定の
基本的資料とされ，これに基づき人事部が昇給原案を作成し， 終的に取締役会の
場で各男性社員の昇給幅が決定された。賞与については，「賞与査定表（Ｂ表）」
により部店長が半年間の業績を評定し，その結果を人事部に集約して，人事部が賞
与査定原案を作成し， 終的に取締役会の場で各男性社員の賞与額が決定された。
昇格については，直近数年間の昇給査定結果をもとに人事部が策定した昇格原案に
ついて，昇給査定と同様の手続を経て取締役会で決定された。
　課長代理への昇格の基準は，①現に主任の役職にあり，入社後１２年を経過する
こと，②課長代理として会社が求める基準に達していることであり，毎年の昇給査
定の内容，勤怠状況，懲戒処分の有無及びその軽重などの情報を総合的に検討した
上，人事部案を下に，取締役会の決議によって課長代理昇格を決定した（ただし昭
和５１年以降は，人事部と担当取締役が協議検討して決定している。）
　男性高卒社員であっても，②の水準に達していないと判断されて課長代理に昇格
されなかった者もあったが，現実には，①の基準に達している限り，特段の事情が
ない限り，課長代理に昇格していた。
ｂ　女性高卒社員については，「勤務成績申告書」（男性社員とは異なり，１枚に
複数の者について記入する。）をもとに，賞与査定を行い，これをもとに昇給査定
をした。さらに，昇給査定や現場の長の意見をもとに処遇の改定をするが，その基
準は，能力，勤怠に加え，滞留年数等も考慮して人事部長が 終的決定を行ってい
た。
　しかし，高卒女性社員が課長代理（昭和６１年４月以降は「総合職課長代理」，
昭和６２年以降は「一般職代理」）待遇となるのは，昭和６３年６月までは，早く
とも入社後２４年次であり，同年７月以降は早くとも入社後１９年次であった上，
昇格対象者中実際に昇格する者の数は少なく，平成４年当時，課長代理（「一般職
代理」）に昇格した者は対象者６０名のうちわ
ずか３名であった。（甲７４）
サ　大卒女性・短大卒女性の募集，採用及び人事制度改定後の募集，採用について
（乙２９ないし３４，４１，４２，４９，１４７ないし１５１，証人Ｐ１７）
（ア）　会社は，昭和４３年から短大卒業予定の女性の募集，採用を始め，大学卒
業予定の女性の募集，採用は，昭和４９年及び昭和５０年に行った後一時中断し，
昭和６０年に再開した。
（イ）　昭和６１年に人事制度を改定し，総合職と一般職の区分を設けてからは，
会社は，総合職については，それまで男性の大学卒業予定者のみを募集していたの
を昭和６２年から男女を問わず大学卒業予定の者を募集することにしたが，一般職
については，大学，短大，高校卒業予定の女性のみを募集，採用した。総合職の求
人票（乙３４）では，「職種」は「営業部門・スタッフ部門・海外部門・総務部
門」と，「勤務予定地」は「本社，本店，各支店，海外拠点」とされた。



　一般職については，高卒，短大卒予定者につき，募集要領（乙３２）を作成した
が，そこでは，勤務地は本社及び全国各支店とされ，また，具体的に従事する業務
は示されてはいなかった。高卒予定者用の求人票（乙３１）では，「職種」は「事
務職」と，「作業内容等」は「一般事務（伝票整理，対顧客精算事務，電話交換
等）・営業事務補助」と，「就業場所」は「本社及び各支店」と，短大卒予定者用
の求人票（乙３３）では，「職種」は「一般事務・営業事務補助」と，「勤務予定
地」は「本社，本店，各支店」とされた。
　なお，会社案内は，総合職用（乙２９）と一般職用（乙３０）に分けて作成して
いたが，一般職用の会社案内では，証券会社の業務や支店内各課の業務の説明はあ
るものの，一般職の従事する業務が定型的・禰助的業務であるといった説明はなか
った。（乙４９，証人Ｐ１７は，採用対象者に応じ，基幹的業務を担当するか，定
型的・補助的業務を担当するかを明示したとするが，裏付けとなる証拠はない上，
乙１５３に照らし，にわかに採用できない。）。
　現実に会社が総合職に女性を採用したのは昭和６３年４月からであった。
（ウ）　平成６年に人事制度を改定し，総合職掌，一般職掌の区別を設けた後も，
その募集，採用は，（イ）の総合職，一般職の募集，採用と基本的に同様であった
が，平成１１年４月以降は，会社は，一般職掌についても，男女を問わず，募集，
採用活動をしている。
シ　均等法の成立及び
これに関する通達
（ア）　平成９年６月，旧均等法を改正した均等法が成立し，平成１１年４月１日
から施行された。均等法では，「事業主は，労働者の募集及び採用について，女性
に対して男性と均等な機会を与えなければならない。」（５条），「事業主は，労
働者の配置，昇進及び教育訓練について，労働者が女性であることを理由として，
男性と差別的取扱いをしてはならない。」（６条）とされ，それまでの努力義務の
規制が強行規定・禁止規定とされた。（顕著な事実）
（イ）　労働省女性局は，コース別雇用管理につき，平成３年１０月，「コース別
雇用管理の望ましいあり方」と題する通達を発していたが，均等法の成立・施行
後，平成１２年６月１６日，均等法等の規定内容に照らし事業主が留意すべき事項
について，「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」と題する通達（留
意事項）を発出した。留意事項では，企画的業務や定型的業務等の業務内容や，転
居を伴う転勤の有無等によって幾つかのコースを設定して，コースごとに異なる配
置・昇進，教育訓練等の雇用管理を行うシステムを「コース別雇用管理」と呼称
し，次に掲げるような事項については，それを行うと明らかに均等法に違反するこ
とになるとしている。（甲２１３）
○　「総合職」（基幹的業務又は企画立案，対外折衝等総合的な判断を要する業務
に従事し，転居を伴う転勤があるコース）は男性のみ，「中間職」（総合職に準ず
る業務に従事するが転居を伴う転勤はないコース）や「一般職」（主に定型的業務
に従事するが転居を伴う転勤はないコース）は女性のみといった制度を作るなど，
一方の性の労働者のみを一定のコース等に分けるといった制度運営を行うこと。
○　「総合職」をはじめとするいずれのコース等についても男女とも配置とするこ
とがあり得る制度とするなど，形式的には男女双方に開かれた制度になっている
が，例えば，「総合職」は男性のみとする慣行があるなど，実際の運用において男
女異なる取扱いを行うこと。
○　コース等の各区分における募集，採用の際に，男女別で選考基準や採用基準に
差を設けた上で行うこと（例えば，転勤があることが条件になっているコース等に
応募した者のうち，女性に対してのみ，面接等において転勤の意思を確認すること
等）。
○　コース等の各区分における配置，昇進，教育訓練等の雇用管理について，男女
別で運用基準に差を設けた上で行
うこと（例えば，「総合職」であっても女性については営業業務から排除すること
等）。
○　コース等で区分した雇用管理を導入，変更又は廃止するに当たって既存の労働
者をコース等の各区分に分ける際に，性別を理由に一律に分けたり，一定のコース
等に分ける場合に女性にのみ特別な要件を課す等，男女で異なる取扱いをすること
（例えば，女性労働者をすべて「一般職」に分けること，男性は全員「総合職」と
するが，女性は希望者のみ「総合職」とすること等）。
（３）　前記認定事実に基づき，検討する。



ア　被告訴訟引受人は，男女の処遇の差は，その業務の違い（男性は基幹的業務・
女性は定型的・補助的業務）によって採用を異にしたことによるものであると主張
する。
　会社の行う証券業務には，多種多様のものがあり，この中には高度の専門的知
識・能力を必要とするものから，そのような知識・能力をそれほど必要としない定
型的なものまで様々なものが存在しているということができる（（２）ア，オ，
キ）。
　このような，会社の行う証券業務の多種多様性からすれば，会社の行う証券業務
について，これを被告訴訟引受人主張のように基幹的業務と定型的・補助的業務に
明確かつ截然と区別することは困難であり，処理の困難度の高いものから低いもの
まで，その程度が異なるものが様々あるという程度で，両者の差異は相対的なもの
というべきである。
　会社の社員が行う業務内容，原告らや男性高卒社員が現実に担当してきた業務
（（２）ア，オ，キ）からすれば，会社は，高卒採用者につき，男性社員について
は比較的処理の困難度の高い業務に，女性社員については比較的処理の困難度の低
い業務に，それぞれ従事させてきたということはできるが，両者の境目は明らかで
はなく，その一部は重なり合っていたものと認めるのが相当である。現実に原告ら
が担当してきた業務についても，その内容からすれば，一定の専門的知識・能力が
要求されるものが含まれているということができ，単なる定型的・補助的業務とし
て扱われるものばかりであるとはいえない。これらのことは，原告らの従事した業
務の内容（（２）オ（ア）ｊ，（ウ）ｌ，（オ）ｎ，（キ）ｋ，（ク）ｅ等）や総
務課長らが担当していた業務を原告Ｐ９が担当した事実（（２）オ（ウ）ｌ）から
も明らかである。
　そして，会社は，原告らの採用に当たり，原告らに対して，原告らが従事する業
務は定型的・補
助的業務であると説明したわけでもない。
　したがって，原告らを定型的・補助的業務に従事するものとして採用したとの被
告訴訟引受人の主張は，それが原告らを同業務のみに従事するものとして採用した
というのであれば，採り得ないというべきである。
イ　しかしながら，会社は，高卒社員（高卒後中途採用の社員を含む。以下同
じ。）の募集，採用において，男性については，職種は明示しないか又は「事務
職」とし，勤務地は限定しないとしているのに対し，女性については，職種を「一
般事務員，タイピスト，受付，電話交換手等」又は「一般事務職」ないし「事務」
とし，採用条件を自宅（親許）から通勤できる範囲とし，勤務店を一定地域ないし
支店としており（（２）ウ（ア）），試験も男女別に行っており，採用にあたり，
少なくとも勤務地については，両者を区別しているのである。
　したがって，この募集，採用により，原告らと会社の労働契約は，職種を前記の
とおりとし，かつ，勤務地を一定地域ないし支店とする勤務地に限定のあるものと
して締結されたと認めるのが相当であり，このことは，採用後の配置において，男
性については，出身地等に関係なく全国に配置し，その後も全国的な異動を行って
いるのに対し，女性については，そのような配置ではなく，自宅（親許）から通勤
可能な範囲で配置し，配置後は同一部店で勤務させているのが大半であり，全国的
な異動の対象とはされていないこと（（２）エ（ア），（イ））からも裏付けられ
る。
　このような，高卒男性社員，女性社員の募集，採用条件，採用後の配置，異動状
況のほか，採用後の男女の研修体系が異なっていること（（２）エ（ウ）），全国
的な異動をするものとして予定されている者（男性社員）と勤務地に限定のある者
（女性社員）とでは，積む経験，知識も自ずから異なるものと考えられること，原
告らが入社したころの女性の労働意識は，結婚又は出産まで勤務するとする者が大
半であり，女性従業員の勤続年数は短かったこと，昭和５２年ころにおいても，男
女とも採用する企業の採用条件は，男女とも同じとする企業が約７割であったもの
の，男女で異にしていた企業も約３割あったこと，採用後の配置でも，約９割の企
業において，外部との折衝が多いことや判断の高度性などを理由に，女性を全く配
置していない仕事があり，女性に定期的な配置転換を行っていない企業が約３割，
また，女性に
昇進の機会のない企業が約５割であり，昇進の機会がある企業においても，係長な
いし課長相当までとするのが約７割であったことといった調査結果があること
（（２）イ）を併せ考えると，会社は，当時の社会情勢を踏まえた企業としての効



率的な労務管理を行うため，男性社員については，主に処理の困難度の高い職務を
担当し，将来幹部社員に昇進することが予定される者として処遇し，また，その勤
務地も限定しないものとし，他方，女性社員については，そのような処遇をするこ
とは予定せず，主に処理の困難度の低い業務に従事する者として処遇し，また，勤
務地を限定することとしたものというべきであり，社員の採用にあたっても，この
ように男女で異なった処遇をすることを予定していたことから，男女別に異なった
募集，採用方法を取っていたものと認められる。
　したがって，会社は，高卒社員につき，被告訴訟引受人主張のようにまず職種の
違いがあることを前提とするものではなく，男女の性による違いを前提に男女をコ
ース別に採用し，その上でそのコースに従い，男性社員については主に処理の困難
度の高い業務を担当させ，勤務地も限定しないものとし，他方，女性社員について
は主に処理の困難度の低い業務に従事させ，勤務地を限定することとしたものと認
めるのが相当である。そして，その結果，賃金交渉における会社の対応（（２）
ケ）や人事考課，昇格運用（（２）コ）から明らかなように，会社においては，入
社後の昇格・賃金についても，その決定方法，内容が男女のコース別に行われてい
たもので，それに伴い，昇格時期，昇格内容及びこれに伴って賃金にも格差が生じ
ていたということができる。
ウ　原告らと会社との間で締結された労働契約の内容は，前記イのとおりであると
解すべきところ，会社は，男女で異なる取扱いをする旨の労使慣行が成立していた
ことを理由に，原告らとの労働契約の内容は被告訴訟引受人主張のとおりであると
するが（第３章第２（被告訴訟引受人）５（３）），そのような確立した労使慣行
が成立していたことを認めるに足りる証拠はない。
３　格差の合理性について
（１）　前記２（３）イのとおり，会社は，原告らの入社当時，職種を男性につい
ては明示しないか事務職とし，女性については「一般事務員，タイピスト，受付，
電話交換手等」又は「一般事務職」ないし「事務」としつつ，会社が入社後男女別
に予定する処遇と
全国的な異動の有無により，男女をコース別に採用，処遇していたということがで
きるが，このような採用，処遇の仕方は，その採用，処遇を性によって異にすると
いうものであるから，法の下の平等を定め，性による差別を禁止した憲法１４条の
趣旨に反するものである。
　しかしながら，憲法１４条は，私人相互の関係を直接規律することを予定したも
のではなく，民法９０条の公序良俗規定のような私的自治に対する一般的制限規定
の適用を介して間接的に適用があるに止まると解するのが相当である。そして，性
による差別待遇の禁止は，民法９０条の公序をなしていると解されるから，その差
別が不合理なものであって公序に反する場合に，違法，無効となるというべきであ
る。以下，この見地から検討する。
（２）ア　原告らが入社した当時，性による差別を禁じた実体法の規定としては，
労基法４条があり，「使用者は，労働者が女性であることを理由として，賃金につ
いて，男性と差別的取扱いをしてはならない。」と定めている（当時の文言は，
「女性」，「男性」ではなく，「女子」，「男子」）。また，同法３条は，「使用
者は，労働者の国籍，信条又は社会的身分を理由として，賃金，労働時間その他の
労働条件について，差別的取扱いをしてはならない。」と定めている。
　労基法３条は，その文言から明らかなように，性による差別の禁止を規定したも
のではなく，また，労働条件についての差別的取扱いを禁止しているに止まる。募
集，採用に関する条件は労働条件に含まれないから，会社のとった男女のコース別
採用，処遇が労基法３条に違反するとはいえない。
　また，労基法４条は，性による賃金差別を禁止しているに止まるから，採用，配
置，昇進などの違いによる賃金の違いは，同条に違反するものではなく，会社が行
った男女のコース別の採用，処遇の違いにより男女間に賃金に差が生じても，それ
は，採用，配置，その後の昇進の違いによるものであるから，同条に直接違反する
ともいえない。
　なお，昭和６０年に制定された旧均等法は，募集，採用，配置，昇進についての
男女の差別的取扱いに関して規定しているが，それをしないことを使用者の努力義
務に止めており，その禁止が使用者の法的義務にまで高められたのは均等法（平成
９年６月制定。平成１１年４月１日より施行）になってからである（（２）ク
（イ）ｂ，シ（ア））。
イ　原告らが入社した当時にお



いて，会社が社員の募集，採用について，男性については，主に処理の困難度の高
い職務を担当し，将来幹部社員に昇進することが予定される者であることから，勤
務地に限定のない者として，他方，女性については，主に処理の困難度の低い業務
に従事することが予定される者であることから，勤務地に限定のある者として，男
女別に行ったことは，女性に男性と均等の機会を与えなかった点で男女を差別する
もので，法の下の平等に反するものとして公序に反するのではないかが問題とな
る。
　しかしながら，前記アのとおり，社員の募集，採用に関する条件は，労基法３条
の定める労働条件ではなく，また，前記（１）のような形態の男女のコース別の採
用，処遇が労基法４条に直接違反するともいえないこと，原告らの入社当時，募
集，採用，配置，昇進についての男女の差別的取扱いをしないことを使用者の努力
義務とする旧均等法のような法律もなかったこと，企業には労働者の採用について
広範な採用の自由があることからすれば，会社が，原告らの入社当時，社員の募
集，採用について男女に均等の機会を与えなかったからといって，それが直ちに不
合理であるとはいえず，公序に反するものとまではいえない。
ウ　会社は，採用後も男女社員について異なる処遇をしているのであるが，原告ら
の採用時にその旨の説明はしていないし，原告らの採用時の会社の就業規則にもそ
の旨の規定はない（（２）オ（ア）ａ，ク（ア））。
　しかしながら，使用者である企業は，労働者を雇用するに当たり，個別労働者と
労働契約を締結するのであるから，企業が当該労働者に対して説明義務を負う範囲
は，当該労働者との労働契約の内容となる労働条件に止まると解するのが相当であ
り，当該労働者に対し，他の労働者の労働条件についてまで説明する義務があると
することはできない。
　原告らは，勤務地に限定のある社員として，職種を「一般事務員，タイピスト，
受付，電話交換手等」，「一般事務職」などとする募集に応募して採用されたもの
であり，その後も，勤務地に限定のある一般職ないし一般職掌として，また，採用
時に示された職種に携わる者として処遇されているから，その処遇について，原告
らが締結した労働契約との間に違いはない。
エ　使用者である企業は，採用後の社員の処遇についても広範な労務管理権を有し
ているから，社員に区分を設け，その区分に応じた処遇を行うことが
できると解されるが，前記イ，ウのような形態での男女別の採用，処遇をすること
は，性別に基づくものであって，少なくとも均等法が施行された平成１１年４月以
降において，このような男女のコース別に社員を採用した上，男女に区分して処遇
をすることが合理的であるということはできないから，会社が均等法施行後におい
てこの採用，処遇をすることは，均等法に違反すると同時に，公序に反するものと
して違法であることは明らかである。
　しかしながら，前記２（３）イによれば，原告らが入社した当時は，一般的にみ
て，企業においては，女性について全国的な異動を行うことは考え難かったといえ
るから，企業においても効率的な労務管理を行うためには，女性社員の採用，処遇
についても，そのことを考慮せざるを得ず，これを考慮した会社の男女のコース別
の採用，処遇が，原告らの入社当時において，不合理な差別として公序に反すると
までいうことはできない。また，前記２（３）アのように，男性と女性では，その
従事する業務は一部重なり合っていたものの，全く同一というわけではないから，
このような会社のした男女のコース別の採用・処遇が労基法４条に違反し，不合理
な差別であって公序に反するとまでいうこともできない。
　なお，原告らは，国際人権規約，ＩＬＯ条約，女性差別撤廃条約を根拠に，会社
のした男女差別は違法であるとも主張するが，以上検討した会社の男女のコース別
の採用，処遇の経緯，内容からすれば，これがこれらの条約に直ちに違反するとす
ることもできない。
オ　その後会社は，昭和６１年から人事制度を改め，総合職と一般職の区別を設け
ているが，男性社員はすべて総合職に，女性社員は，課長代理待遇であったごく少
数の者を除き，すべて一般職に位置付けているのであるから（２（２）ク
（イ）），会社の男女のコース別の処遇が人事制度の改定によって変わったとする
ことはできない。会社の人事制度の改定は，昭和６０年に旧均等法が制定され，昭
和６１年４月から施行されることから，これに対処し，男女のコース別の処遇を引
き続き維持するため，総合職，一般職の区別を設けたにすぎないと認めるのが相当
である。
　また，会社は，その後平成６年に再度人事制度を改め，総合職を総合職掌，一般



職を一般職掌とし，その職務内容等を規定しているが（２（２）ク（エ）），そこ
にいう基幹的業務と定型的・補助的業務との区別が
相対的なものにすぎないことは前記２（３）アのとおりであり，会社は，従来の総
合職社員はすべて総合職掌に，従来の一般職社員はすべて一般職掌に振り分けてい
るのであるから，同制度の改定により，男女のコース別の処遇が改められたとはい
えない。
　しかしながら，旧均等法は，前記アのとおり男女で差別的取扱いをしないことを
努力義務に止めているのであり，前記エで述べたところを併せ考えると，旧均等法
が制定，施行されたからといって，会社の男女のコース別の処遇が公序に反して違
法であるとまでいうことはできない。
カ　その後平成９年に均等法が制定され，平成１１年４月１日から施行されている
ところ，同法が定めた男女の差別的取扱い禁止は使用者の法的義務であるから，こ
の時点以降において，会社が，それ以前に会社に入社した社員について，男女のコ
ース別の処遇を維持し，男性を総合職掌に位置づけ，女性のほとんどを一般職掌に
位置づけていることは，配置及び昇進について，女性であることを理由として，男
性と差別的取扱いをするものであり，均等法６条に違反するとともに，公序に反し
て違法であるというべきである。すなわち，原告らが会社と締結した，職種を一般
事務職等とし，勤務地に限定のあるものとする労働契約のうち，勤務地に関する部
分は配置に関するもので，同部分は，会社が男女という性の別によりコース別での
配置等の処遇をするためのものであるというほかないところ，均等法施行以後会社
に採用された女性社員については，同法施行後の男性社員及び女性社員についての
採用形態（２（２）サ）からすれば，男性と同様に扱われているとはいえるもの
の，均等法施行以前に会社に入社した女性社員である原告らについては，前記のと
おり均等法施行後もなおそれまでの男女の性の別によるコース別の処遇を維持して
いるのであり，そのような処遇を維持することは，均等法の施行以後においては，
均等法が配置における男女差別を禁止したことにより，違法となり，無効となった
ものというべきである。
　この間，会社は，昭和６２年４月以降，女性社員の大半が属する一般職ないし一
般職掌から男性社員の属する総合職ないし総合職掌への職種転換制度を設け，女性
社員についても職域の拡大を図る努力をしている（２（２）ク（ウ））。しかしな
がら，職種転換制度は，一般職ないし一般職掌から総合職ないし総合職掌への転換
のみを認めるも
ので，両職ないし両職掌の転換に互換性があるわけではないこと，一般職ないし一
般職掌から総合職ないし総合職掌への転換に当たっても，上司の推薦を必要とし，
一定の試験に合格した者のみの転換を認めていることからすれば，会社の設けた職
種転換制度は，女性社員の大半が属する一般職ないし一般職掌と男性社員の属する
総合職ないし総合職掌との間で差異を設け，また，女性に対して特別の条件を課す
るものといわざるを得ず（２（２）シ（イ）参照），配置に関する会社の労務管理
権を考慮しても，会社が，総合職ないし総合職掌を勤務地の限定のない者としたこ
とや，総合職掌について一種外務員資格の取得を義務づけた点はともかくとして，
職種転換制度の存在により，配置における男女の違いが正当化されるとすることは
できない。
　なお，原告らは，職種転換制度を利用していないが，このように職種転換制度に
問題がある以上，原告らがこれを利用しないことはこの判断を左右するに足りな
い。
　会社は，昭和６２年以降，勤務地に限定のない総合職ないし総合職掌についても
男女を問わず募集し（現実の女性の採用は昭和６３年４月以降），平成１１年４月
以降，勤務地に限定のある一般職掌についても男女を問わず募集，採用しているが
（２（２）サ），原告らの入社当時の労働契約は，男女のコース別であったのであ
るから，このことを理由に，原告らの労働契約の勤務地に関する部分が有効である
とすることもできない。
（３）　以上によれば，前記１の男女間の格差は，会社が，男性社員については，
主に処理の困難度の高い職務を担当し，将来幹部社員に昇進することが予定され，
勤務地に限定のない者として，他方，女性社員については，主に処理の困難度の低
い業務に従事することが予定され，勤務地に限定のある者として，男女のコース別
に採用，処遇してきたことによるものであるが，原告らが入社した当時において，
男性は前者に，女性は後者に属するものとしたことには一定の合理性があり，それ
が公序に反するものとまではいえないものの，均等法の施行された平成１１年４月



１日以降は，原告ら（原告Ｐ１３を除く。）と会社との労働契約中，前記の処遇部
分は，同法６条に違反するとともに，不合理な差別として公序に反することになっ
たというべきである。
　しかしながら，原告Ｐ１３は，均等法施行前の平成１０年４月３０日に会社（旧
野村證券株式会社）を退
職しているから，原告Ｐ１３と会社との労働契約が違法又は無効であるということ
はできない。
第３　争点３（地位等の確認）について
１　各原告らの，職位表の「課長代理昇格の日付」欄記載の日付をもって課長代理
に昇格した総合職掌として，会社の退職慰労金規程及び退職年金規程の適用を受け
る労働契約上の地位にあることの確認，原告Ｐ１及び原告Ｐ１３の，その請求に係
る退職年金額を受ける地位にあることの確認の訴えが訴えの利益を欠いた不適法な
ものであることは，前記第１のとおりであるから，以下，各原告らの，各原告らが
総合職掌「指導職一級」の職位にあるものとして取り扱われる労働契約上の地位に
あることの確認請求について検討する。
２　労働契約に基づく請求について
（１）　各原告らは，高卒入社後１３年次で課長代理に昇格させるとの昇格基準が
各原告らと会社との労働契約の内容となっていた旨主張するが（第３章第３（原告
ら）１（１）），この昇格基準が各原告らと会社との労働契約の内容となっていた
ことを認めるに足りる証拠はない。
（２）　また，各原告らは，使用者に労働契約上男女を平等に取り扱う義務がある
として，男性と同様，各原告らを高卒入社後１３年次で課長代理に昇格させる義務
があるとも主張するが（第３章第３（原告ら）１（２）），労働契約は，使用者と
労働者との個別の契約であり，前記第２の２（３）イでみた各原告らと会社との労
働契約の内容からすれば，各原告らが会社と締結した労働契約において，労働契約
上の具体的な法的義務として使用者である会社に男女を平等に取り扱う義務がその
内容となっていたとするのは困難であり，会社に，労働契約上，各原告らを高卒入
社後１３年次で課長代理に昇格させる義務があるとはいえない。
３　労基法１３条に基づく請求について
　会社においては，各原告らとほぼ同時期に入社した高卒男性社員は，一部の例外
を除き，入社後１３年次で課長代理に昇格しているが，各原告ら高卒女性社員は，
このように処遇されていない（第２の１（１）ア，第２の２（２）コ（イ）ｂ）。
　しかしながら，会社は，会社における社員の昇格については，査定，選抜を行
い，昇格決定の発令を経た上で昇格させているのであり（第２の２（２）コ），こ
の昇格の決定についての使用者の総合的裁量的判断は尊重されるべきであるから，
一般的には，発令行為のない段階で「あるべき昇格」を認めるの
は困難であること，各原告らが入社した当時，会社のとっていた男女のコース別の
採用，処遇が公序に反するものとまではいえないこと，この間に勤務地を異にする
こと等により，男性社員と女性社員との間で積まれた知識，経験にも違いがあった
と考えられ（このことは，均等法施行後を取り出してみても同様である。），した
がって，この男性社員についての昇格状況が各原告ら主張のように会社における男
性社員の昇格基準であったとしても，そのことから，直ちに高卒女性社員について
も同様の昇格をさせるべきであったともいえないこと，以上のことからすれば，会
社が各原告らを入社後１３年次で課長代理に昇格させなかったからといって，その
ことが違法とはいえず，各原告らにその昇格請求権があるともいえないから，労基
法１３条に基づく各原告らの地位確認請求も理由がないといわざるを得ない。
第４　争点４（差額賃金等の請求権）について
１　前記第２，第３で判断したところによれば，原告Ｐ１３に差額賃金等の請求権
があるとはいえないし，その余の原告ら（以下，第４ないし第６では，単に「原告
ら」ともいう。）の差額賃金等の請求権は，平成１１年３月３１日までのものにつ
いてはその請求権があるとはいえない。原告らについては，平成１１年４月１日以
降のものが問題となるので，以下これについて検討する。
２　労基法４条に基づく請求について
　会社においては，昇格することにより賃金も変わってくることになるが（第２の
１（１）イ），労基法４条は，男女同一賃金の原則をうたっているとはいえ，「使
用者は，労働者が女性であることを理由として，賃金について，男性と差別的取扱
いをしてはならない。」と規定しているにとどまるから，文言上，同条から差別を
受けた女性の差額賃金請求権が直接発生するとすることは困難であり，同条に基づ



き，原告らが差額賃金請求権を有するとはいえない。
３　労基法１３条に基づく請求について
（１）　前記３の２（２）のとおり，会社が労働契約上，具体的法的義務として，
原告らに対し，原告ら主張の男女平等取扱い義務を負っているとはいえない。
（２）　また，前記第２，第３で判断したとおり，原告らが入社した当時，会社の
とっていた男女のコース別の採用，処遇が公序に反するものとまではいえないこ
と，この間に勤務地を異にすること等により，男性社員と女性社員との間で積まれ
た知識，経験にも違いが
あったと考えられ，この知識，経験の違いが昇格にも反映すると考えられることか
らすれば，原告らが入社後１３年次に課長代理に昇格したものとして差額賃金等の
請求権を有するとはいえないから，均等法施行以降の原告らと比較対象男子との賃
金格差が前記第２章第２の５のとおりである（ただし，該当時期分）からといっ
て，それをそのまま原告らの差額賃金であるとすることはできない。
　さらに，以上のことからすれば，仮に原告ら主張のように，原告らに対する賃
金，資格の定めが無効であり，原告らに対し一般職ないし一般職掌の賃金体系を適
用することが無効であるとしても，高卒入社後１３年次に課長代理に昇格し，現在
では総合職掌指導職一級の資格にある同期男性社員の基準が原告らに適用されるべ
き基準であるとすることはできないというほかない。したがって，原告らの労働契
約を規律するところの無効となった部分を補充する，原告らに適用すべき明確な基
準があるとはいえないことになるから，この点からしても，原告らに差額賃金等の
請求権があるとはいえない。
４　以上によれば，原告らの差額賃金等の請求は，理由がない。
第５　争点５（差額賃金等相当損害金の請求権）について
１　前記第２，第３で判断したところによれば，原告Ｐ１３に差額賃金等相当損害
金の請求権があるとはいえず，その余の原告らの差額賃金等相当損害金の請求権
は，平成１１年４月１日以降のものが問題となる。
　前記第２の３（２）カで判断したところによれば，会社は，均等法が施行された
平成１１年４月以降も，同法により禁止されているにもかかわらず，それまでの原
告らに対する男女のコース別の処遇を維持していたのであるから，少なくとも男女
のコース別の処遇を維持することを容認していたもので，会社には，違法な男女差
別を維持したことについて過失があるというべきである。
２　したがって，会社は，原告らに対し，男女差別という不法行為によって原告ら
が被った損害を賠償する義務がある。
　原告らについては，違法な男女差別により賃金等について男性社員と格差が生じ
ているのであるから（第２の１（１）イ），原告らに損害が生じたこと自体は認め
られるといえるが，原告らと比較対象男子との賃金等の格差が前記第２章第２の５
のとおりである（ただし，平成１１年４月以降の分）からといって，それまでの違
法とはいえない男女のコース別の処遇により，男性社
員と女性社員とでは，知識，経験を異にしていると考えられることは前記第３の３
のとおりであるから，その格差分がそのまま原告らの損害額であるとすることはで
きず，原告らの具体的損害額を確定することは困難である。そこで，この点は，原
告らの慰謝料の算定に当たって考慮することとする（後記第６の１のとおり，被告
訴訟引受人には慰謝料支払義務がある。）。なお，民事訴訟法２４８条がこのよう
な取扱いを否定するものとは解されない。
第６　争点６（慰謝料，弁護士費用の請求）について
１　慰謝料について
（１）　前記第５で判断したところによれば，原告Ｐ１３を除くその余の原告ら
は，会社のした違法な男女差別により，性により差別されないという人格権を侵害
されたものということができるから，会社は，原告らが被った精神的苦痛に対する
慰謝料を支払う義務がある（第５の２のとおり，原告らの財産的損害の算定は困難
であり，このことも慰謝料の斟酌事由となると解されるから，被告訴訟引受人主張
のように，原告らの財産的損害がてん補され
ることにより，原告らの精神的損害も慰謝されたとすることはできない。）。
　会社のした男女差別の態様，その期間（平成１１年４月以降），この期間におけ
る原告らと比較対象男子との賃金等の格差の額，原告らの有する外務員資格の種別
（原告Ｐ２，同Ｐ９，同Ｐ１０の外務員資格は一種に相当する。）その他本件に現
れた諸般の事情を総合すると，原告らの慰謝料額は，原告Ｐ２については４９０万
円，原告Ｐ３，同Ｐ４，同Ｐ１，同Ｐ５，同Ｐ６，同Ｐ７，同Ｐ８については各人



当たり４４０万円（原告Ｐ１については，賃金等の差額が退職金にも反映されてい
ることを考慮する。），原告Ｐ９，同Ｐ１０については，各人当たり４００万円，
原告Ｐ１１については３７０万円，原告Ｐ１２については３５０万円と認めるのが
相当である（この期間の原告らの慰謝料請求額はこの認定額を下回るが，原告らは
同期間に他に賃金等の損害賠償も請求しており，前記のとおり，この認定額は原告
らの財産的損害の算定が困難であることも斟酌したことからすれば，慰謝料の補完
的作用からして，この額を認定することが弁論主義に反するものではない。）。
　したがって，会社は，前記原告らに対し，以上の金額とこれに対する不法行為日
である平成１１年４月１日（均等法施行の日）から支払済みまで民法所定年５分の
割合による遅延
損害金を支払う義務がある（不法行為に基づく損害賠償請求金の遅延損害金率が原
告ら主張のように年６分であるとする特段の根拠はない。以下，弁護士費用を認容
する場合の遅延損害金の額及びその始期については同じ。）。
（２）　しかしながら，均等法施行前に会社を退職した原告Ｐ１３に対しては，違
法な男女差別があったとはいえないから，原告Ｐ１３の慰謝料請求は理由がない。
２　弁護士費用について
（１）　不法行為の被害者が，自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀な
くされ，訴訟追行を弁護士に委任した場合には，相当と認められる額の範囲内の弁
護士費用は，不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである（ 高裁判所昭
和４１年２月２７日第一小法廷判決・民集２３巻２号４４１頁）。これに反する被
告訴訟引受人の主張は，採用しない。
　弁論の全趣旨によれば，原告らは，会社の男女差別による損害を回復するため原
告ら訴訟代理人弁護士らに訴訟追行を委任し，差額賃金等相当損害金及び慰謝料の
合計額の１割を支払う旨約したことが認められるところ，本件事案の難易，前記１
（１）の認容額その他諸般の事情を総合すると，会社が原告Ｐ１３を除く原告らに
支払うべき弁護士費用は，原告Ｐ２については４９万円，原告Ｐ３，同Ｐ４，同Ｐ
１，同Ｐ５，同Ｐ６，同Ｐ７，同Ｐ８については各人当たり４４万円，原告Ｐ９，
同Ｐ１０については，各人当たり４０万円，原告Ｐ１１については３７万円，原告
Ｐ１２については３５万円をもって相当と認める。
（２）　しかしながら，前記１（２）のとおり，原告Ｐ１３に対する違法な男女差
別があったとはいえないから，原告Ｐ１３の弁護士費用の請求は理由がない。
第７　結論
１　第２４２２４号事件について
（１）　原告らの訴えのうち，原告Ｐ１を除く原告らが「職位表」の「課長代理昇
格の日付」欄記載の日付をもって課長代理に昇格した総合職掌として，会社の退職
慰労金規程，退職年金規程の適用を受ける地位にあることの確認を求める訴え，原
告Ｐ１が退職年金額の確認を求める訴えは不適法であるから，却下する。
（２）　原告Ｐ１を除く原告らの，同原告らが総合職掌「指導職一級」の職位にあ
るものとして取り扱われることの労働契約上の地位にあることの確認請求，原告ら
の差額賃金等の請求は，いずれも理由がないから棄却する。
（３）　原告らの差額賃金等相当損害金，慰謝料，弁護士費用の
各請求は，前記第６の１（１），２（１）の限度で理由があるから認容すべきであ
るが，その余は理由がないから棄却する。
２　第１２６２８号事件について
（１）　原告Ｐ１３が退職年金額の確認を求める訴えは不適法であるから，却下す
る。
（２）　原告Ｐ１３の差額賃金等，差額賃金等相当損害金，慰謝料，弁護士費用の
各請求は，いずれも理由がないから棄却する。
３　よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第１９部
裁判長裁判官　山口幸雄
裁判官　木納敏和
裁判官　鈴木拓児


